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序文 

 

 独立行政法人国際協力機構は、東ティモール国のプレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整

備計画（追加）にかかる協力準備調査を実施することを決定し、同調査を株式会社日本空港コン

サルタンツ、株式会社江平建築事務所、株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、及び

日本工営株式会社で構成される共同企業体に委託しました。 

 調査団は令和 3 年 10 月から令和 5 年 2 月まで東ティモール国の政府関係者と協議を行うとと

もに、計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成

の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

令和 5 年 2 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

社会基盤部 

部長 田中 啓生 

  



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

要約-1 

要 約 

1．国の概要 

東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」）は、インドネシアの東部、スラウェシ島・

ニューギニア島・オーストラリアの中間に位置するティモール島の東方部に位置し、人口約 116

万人を有する島嶼国である。同国の首都に位置するプレジデンテ・ニコラウ・ロバト国際空港（以

下、「ディリ国際空港」）では、インドネシア、オーストラリア、シンガポールとの国際定期便（38

便／週程度）が運航されており、年間利用旅客数は約 28 万人／年（2018 年時点）である。国内の

飛び地であるオエクシ及び南部のスアイとの間で国内定期便が運航しており、今後も国内外の旅

客者の着実な増加が見込まれている。 

IFM の推計によれば東ティモールの 2021 年の人口は約 134 万人である。過去 10 年間年率約 2％

弱の高い伸び率を示している。東ティモール統計局の資料によると、20 歳以下の人口が全体の約

50％弱を占め、今後も継続的な人口増加が見込まれる。 

2010 年から 2019 年までの実質 GDP は平均して約 2.5％の伸びを示している。2021 年の GDP は

US$ 1.5 billion- である。COVID19 の影響を受け 2020 年には-8.6％というマイナス成長を見せたも

のの、IMF の予測によれば、その後は同じく 2.5％程度の成長が続くと予測されており、2024 年に

は COVID19 の影響を受ける前の 2019 年の水準まで回復することが見込まれる。 

2．プロジェクトの背景、経緯及び概要 

ディリ国際空港は、元々旧インドネシアの地方空港であったため、旅客ターミナルビルは国内

線用の設計となっており、建物面積は小さく、その一部に国際線用施設（入出国、税関、検疫検

査）を設置しているため、狭隘でサービス水準は非常に低い状況である。また、滑走路端安全区

域や着陸帯等の空港基本施設が、国際民間航空機関（ICAO）の標準を満たしておらず、安全性の

向上が喫緊の課題である。また、現在の滑走路は 1,850m のため航空機材によっては重量制限が

必要な状況であり、照明施設が壊れているために夜間の離着陸ができない等の制限もある。更に

は、管制塔も建設から 35 年を経過し老朽化しており、また、高さ不足により滑走路東端を視認で

きない等の安全上の問題を抱えている。 

東ティモール政府もディリ国際空港の処理能力が不足することを産業振興や観光開発の障害

と認識しており、戦略的国家開発計画 2011-2030 等の上位計画で解決すべき課題として掲げてい

る。その対応として、東ティモール政府は、将来的な拡張整備の意向を示し、国際投資公社（IFC）

に対し、本空港のマスタープランの策定を依頼、大規模な空港ターミナルの建設を含む空港拡張

整備事業の実施を閣議決定、マスタープランに沿った施設建設を計画している。上記状況から、

東ティモール政府は、無償事業での旅客ターミナルの整備を要請した。 

3．調査結果の概要とプロジェクトの内容 

 JICA は、第 1 次現地調査（2021 年 11 月から 2022 年 1 月）として調査団を派遣し、本事業に

係る要請内容の確認を行い、現地調査を実施した。さらに帰国後には現地調査結果を基に国内解

析を行うとともに東ティモール側と協議を継続し、概略設計を実施するとともに、概算事業費の
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積算を行った。その結果を基に、2022 年 12 月に第 2 回現地調査を実施し、概略設計概要説明を

行った。 

プロジェクトの主要施設、設備は下表に示す通りである。 

表 1．主な施設計画 

施設、設備名 面積 

1．新設旅客ターミナルビル 鉄筋コンクリート造、延床面積：11,788m2 

1 階：5,617m2 

2 階：6,171m2 

2．付帯特殊設備 

4．プロジェクトの工期及び概算事業費 

本事業の工期は、詳細設計を 6.0 ヶ月、入札期間を 3.0 ヶ月、施設建設期間を 28.0 ヶ月と想定

している。東ティモール側の負担事業は、銀行手数料の負担、整備施設、設備の運営維持管理費

及び人員等の負担である。 

5．プロジェクトの評価 

（1）妥当性

本計画は、東ティモール国の空の玄関であるディリ国際空港の施設を改善するものである。ディ

リ空港の混雑緩和と容量拡大及び安全性の向上は、同国全体の航空の利便性、安全性向上に資す

るものであり、観光産業への裨益や国全体への経済効果も大きい。また、現行のターミナルは、

旧インドネシア時代に国内線用として使われていたものであり、国内線と国際線の出発動線が同

じになるなど不適切な運用が存在する。また、2017 年の旅客数約 270,000 人に対し、面積が 3,500m2

程度とピーク時旅客に換算しても旅客ターミナル全体が狭溢であり、チェックイン、入国審査に

長蛇の列ができるなどサービス水準が低くなっている。ディリ空港は東ティモール国の空の玄関

であり、首都空港であることからも改善への緊急性は高い。 

東ティモール国の開発計画である「戦略的開発計画 2011-2030 年」、航空セクターの開発政策で

ある「国家民間航空政策」でもディリ国際空港の処理能力不足、空港基本施設が安全基準を満た

していない点について認識されており、施設の拡張の必要性が述べられている。特にターミナル

相手国の安全が害される恐れのある情が含まれるため非公開 
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施設の老朽化と処理能力不足は観光産業や経済振興の阻害要因になると考えられており改善の必

要性が述べられていることからも本計画と東ティモール国の開発計画の目標達成との整合性は高

い。 

（2）有効性

本計画は、今後予測される航空需要の増加に対応し、ディリ国際空港の処理能力を向上させる

とともに航空の利便性、安全性を向上させることで経済活動の活性化に寄与するものである。本

計画の定量的な有効性として、旅客ターミナルの新設に伴う、国際線取扱旅客数の増加、外国人

訪問客数、旅客処理時間を挙げる。また、本計画による直接、間接効果について示す。 

定量的効果指標では基準年をCOVID19の影響を受ける前の2018年の実績値とし、事業完成3年

後である2029年の目標値を示す。 

表2．評価指標 

指標名 基準値（2018 年） 目標値（2029 年） 

国際線取扱旅客数 212,900 380,000 

外国人訪問客数 74,600 130,000 

出発時国際線チェックインカウ

ンター平均待ち時間
20 分※1 10 分※2 

到着時国際線入国審査 

平均待ち時間 
20 分※3 10 分※4 

出展：JST 

※1：出発ピーク 158 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 3 台、処理時間：1.5 分（動態調査）

※2：出発ピーク 262 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 6 台、処理時間：1.5 分（動態調査）

※3：到着ピーク 210 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 3 台、処理時間：30 秒（動態調査）

※4：到着ピーク 346 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 6 台、処理時間：30 秒（動態調査）

本計画を実施することで、次に示す定性的効果が期待できる。 

 旅客ターミナルの新設により空港利用者の安全性、利便性、快適性が向上する。 

 利便性・快適性の向上が観光の促進に貢献し経済効果をもたらす。 

本事業は、前述のように十分な裨益効果が期待されることから、我が国の無償資金協力による

実施が妥当であると判断される。 
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巻頭写真集 

空港での協議の様子 新設 PTB 計画地の視察 

既存 PTB の外観 既設 PTB 出発、到着ロビー 

 相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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前回準備調査時はランドサイトは柵がなく自由に出

入りできたが、空港敷地に沿って新しい柵及びゲー

トが据え付けられた。

前回準備調査時は、建物 2 階にバーガーキングが

入っており、搭乗待ちの出発客や送迎客でにぎわっ

ていたが商業ビルから撤退していた。 

前回準備調査時にはなかったが、エアサイドの各誘

導路には、新たに誘導案内板が設置されている。 

既設 PTB は、前回準備調査時からトイレが増設され

た他更新はないが、既設 PTB の預け荷物受取場では

屋根の防水工事が実施されていた。 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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第1章 プロジェクトの背景 

1-1 当該セクターの現状と課題

1-1-1 現状と課題

東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」）は、インドネシアの東部、スラウェシ島・

ニューギニア島・オーストラリアの中間に位置するティモール島の東方部に位置し、人口約 116

万人を有する島嶼国である。同国の首都に位置するプレジデンテ・ニコラウ・ロバト国際空港（以

下、「ディリ国際空港」）では、インドネシア、オーストラリア、シンガポールとの国際定期便（38

便／週程度）が運航されており、年間利用旅客数は約 28 万人／年（2018 年時点）である。国内

の飛び地であるオエクシ及び南部のスアイとの間で国内定期便が運航しており、今後も国内外の

旅客者の着実な増加が見込まれている。

しかしながら、ディリ国際空港は、元々旧インドネシアの地方空港であったため、旅客ターミ

ナルビルは国内線用の設計となっており、建物面積は小さく、その一部に国際線用施設（入出国、

税関、検疫検査）を設置しているため、狭隘でサービス水準は非常に低い状況である。また、滑

走路端安全区域や着陸帯等の空港基本施設が、国際民間航空機関（ICAO）の標準を満たしておら

ず、安全性の向上が喫緊の課題である。また、現在の滑走路は 1,850m のため航空機材によっては

重量制限が必要な状況であり、照明施設が壊れているために夜間の離着陸ができない等の制限も

ある。更には、管制塔も建設から 35 年を経過し老朽化しており、また、高さ不足により滑走路東

端を視認できない等の安全上の問題を抱えている。

東ティモール政府もディリ国際空港の処理能力が不足することを産業振興や観光開発の障害

と認識しており、戦略的国家開発計画 2011-2030 等の上位計画で解決すべき課題として掲げてい

る。その対応として、東ティモール政府は、将来的な拡張整備の意向を示し、国際投資公社（IFC）

に対し、本空港のマスタープランの策定を依頼、大規模な空港ターミナルの建設を含む空港拡張

整備事業の実施を閣議決定、マスタープランに沿った施設建設を計画している。

1-1-2 航空需要 

ディリ国際空港からは、オーストラリアのダーウィン、シンガポール、インドネシアのデンパ

サールの 3 都市へ国際線定期便が就航していた。しかし、2019 年以降、COVID19 の影響を受け、

一時マレーシアのみ等就航都市が減ったが、2022 年 10 月現在、シンガポール（月に 1，2 便程

度）、クアラルンプール（月に 2 便程度）、デンパサール（週 7 便程度）、ダーウィン（週 5 便）へ

便が就航している。

また、エアロオペレーター及びミッションアヴィエーションフェローシップが主に国内で

チャーターフライト及び緊急患者輸送のサービスを提供しており、ZEEMS が国内定期便を南部

のスワイ及び飛び地のオエクシに就航させている。

旅客数は、2018 年までは安定して増加しており、2010 年から 2018 年にかけて平均して年率約

7％の成長を見せた。離発着回数も 2018 年までは増加を見せたが、2019 年以降は COVID19 の影
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響を受け、旅客数、航空機発着回数共に著しく減少した。下表に過去の航空実績を示す。 

表 1-1.1 航空実績 

Year 
Aircraft movement (Times) Passenger (Thousands) Cargo (Tons) 

International Domestic International Domestic International 

2010 2,566  2,414  133.2 16.7 415.7 

2011 2,306  1,912  143.7 7.8 426.0 

2012 2,834  2,460  168.7 10.1 471.5 

2013 2,680  2,702  192.0 12.9 239.6 

2014 2,896  3,302  189.5 17.4 171.0 

2015 2,982  3,266  193.0 19.0 246.6 

2016 3,232  2,717  212.7 16.4 284.0 

2017 2,698  3,674  216.4 30.3 326.1 

2018 2,754  5,674  212.9 33.5 241.7 

2019 2,858  3,868  167.5 19.6 156.4 

2020 1,168  1,344  37.0 3.7 91.5 

2021 806  928  22.3 2.2 205.1 

出展：Statistics Office 

下図に旅客数の推移を示す。 

 

図 1-1.1 ディリ国際空港の旅客数の推移 

1-1-3 開発計画 

(1) 東ティモール国戦略的国家開発計画 

Timor Leste Strategic Development Plan 2011-2030 （SDP：東ティモール国戦略的開発計画）では、
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将来の航空需要に対処するため、ディリ国際空港を拡張することが述べられている。 

ディリ国際空港については処理能力の不足が認識されており、2020 年までに滑走路延長と新

ターミナル施設建設を実施して年間 100 万人相当の処理能力を有することを目標としている。滑

走路は、将来 A330 型機などの大型機就航を可能とするため、コモロ川を越えて 2,500m に延長

し、さらに幅 45m に拡幅するとされている。また観光産業振興のため、新ターミナル施設を建設

して近代的な空港運用を実現すると述べられている。 

(2) ディリ都市計画策定プロジェクト 

「東ティモール国ディリ都市計画策定プロジェクト」（平成 28 年 10 月、国際協力機構）では、

ディリ国際空港について、狭隘な旅客ターミナルビルや滑走路長が不十分なことなど国際基準を

満足しておらず、セキュリティー及びセイフティの面で問題があると指摘し、空港施設の安全性

と容量改善が主要課題としている。ディリ国際空港の開発はディリ都市圏ビジョン 2030 の一つ

の柱である「強固な経済の拠点」実現に寄与すると指摘している。さらに ICAO 標準に合致し、

IATA マニュアルに即した適切なサービスレベルの確保を念頭に「安全で快適な空港」実現を開

発方針とすることを提言している。 

(3) 運輸セクターマスタープラン 2018 

 運輸セクターマスタープランでは、公共交通の制度、運営能力の向上を求めている。航空セク

ターでは、国際標準に準じた安全、セキュリティー、施設整備、運用を実施するための各種国内

規格の策定を重点としている。また、空港運営、拡張への民間セクターの関与を積極的に進める

方針を掲げている。ディリ空港の拡張に関しては、安全性等の面で国際標準を満たすとともに滑

走路の 2,000m への延伸し、年間 50 万人を取り扱う空港とすることを目標としている。 

(4) マスタープラン 2019 

 東ティモールは、ディリ国際空港の開発に関して IFC にマスタープランの作成を依頼し、その

後、作成されたマスタープランを空港開発の指針として閣議決定をした。マスタープランでは、

滑走路は西側の海の方向へ延伸し、2,100m、最小滑走路端安全区域（以下、「RESA」）を含む 2,500m、

正規 RESA を含む 2,500m の 3 案を提示している。PTB は 2040 年で床面積 14,536m2、2055 年で

21,471m2 と定めており、その他、平行誘導路、ランドサイド側のゾーニング等、空港施設配置を

定めている。 

(5) Airport Project Preparation 

ADB は 2019 年に滑走路延伸を含む空港拡張事業のためのフィージビリティ調査を実施した。

滑走路の延長は 2,100m とし、Stage 1,2,3 の段階建設を検討しており、Stage 1 の施設は、ADB の

ローンにより整備される。借款契約は 2021 年 10 月に結ばれており、滑走路の延長、拡幅、取付

誘導路、部分平行誘導路、エプロン（Code E x 1、Code C x 3、Code B x 3）管制塔、航空灯火等が

本事業で整備される予定である。建設は設計施工で実施される予定であり、2023 年 1 月現在、業

者の選定作業が実施されている。 

 



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

1-4 

1-1-4 社会経済状況 

(1) 人口 

IFM の推計によれば東ティモールの 2021 年の人口は約 134 万人である。過去 10 年間年率約

2％弱の高い伸び率を示している。下図に人口推移を示す。 

 

出典：IMF 

図 1-1.2 人口推移図 

また、東ティモール統計局の資料によると、20 歳以下の人口が全体の約 50％弱を占め、今後も

継続的な人口増加が見込まれる。下図に統計局が算出した 2020 年時の年齢別人口分布を示す。 

 

出典：Statistics Office 

図 1-1.3 2020年時の年齢別人口数 

(2) GDP 

2010 年から 2019 年までの実質 GDP は平均して約 2.5％の伸びを示している。COVID19 の影響
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を受け 2020 年には-8.6％というマイナス成長を見せたものの、IMF によれば、その後は同じく

2.5％程度の成長が続くと予測されており、2024 年には COVID19 の影響を受ける前の 2019 年の

水準まで回復することが見込まれる。下図に GDP の推移を示す。 

出典：IMF 

図 1-1.4 GDPの推移 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要

東ティモール政府はディリ国際空港の施設改善につき、我が国に無償資金協力の実施を要請し

た。これを受け、JICA は 2018 年 3 月～2019 年 5 月にかけて「プレジデンテ・ニコラウ・ロバト

国際空港整備計画準備調査」（以下「前回準備調査」という。）を実施し、要請案件の必要性及び

妥当性を確認するとともに、概略設計、事業計画の策定、概略事業費の積算等を実施した。その

後、東ティモール政府は、マスタープラン（2019 年 IFC 作成）に沿った拡張整備を閣議決定した。

それを受けて、我が国は、前回準備調査の結果を踏まえつつ、支援対象コンポーネントを旅客ター

ミナルビルおよびターミナルビルに付随する施設に絞る形で施設規模の再検討を行うことを決

定し、E/N が締結された。なお、我が国無償資金協力の対象外となるその他のコンポーネント（誘

導路、管制塔等）については、東ティモール政府あるいは他ドナーによる資金にて整備すること

となっている。

マスタープランで計画された各施設は、主に JICA、アジア開発銀行（以下、「ADB」）、オース

トラリア政府外務貿易省（以下、「DFAT」）が、役割分担、協調し整備を支援することとなった。 

1-3 我が国の援助動向

我が国の国別協力方針では、大目標を「持続可能な国家開発の基盤づくり支援」とし、「経済社

会基盤（インフラ）の整備・改善」、「産業の多様化の促進」、「社会サービスの普及・拡充」が重

点分野としている。特に、運輸・交通分野においては、道路、橋梁、港湾、空港等の交通ネット

ワーク構築を中心とした、経済活動の活性化に資するインフラ整備に係る支援を行うことを方針

としており、本案件は我が国の協力方針に合致する。我が国の運輸交通セクターに対する協力実

績を下表に示す。 

GDP(Billion)

Number Change

2010 1.296

2011 1.374 6.02%
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2013 1.485 3.13%

2014 1.552 4.51%

2015 1.594 2.71%

2016 1.648 3.39%

2017 1.598 -3.03%
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2019 1.62 2.08%
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表 1-3.1 主要対象施設と支援機関 

年度 案件名 協力内容 供与金額 支援 

2004 ディリ－カーサ道路補修計画 
首都ディリから南部の主要都市カーサを結

ぶ国道 A02 号線の補修 
14.92 億円 無償 

2008 モラ橋建設計画 
右岸側のモラ橋梁の建設とモラ橋梁左岸の

擁壁および右岸の進入路の建設 
8.85 億円 無償 

2010 オエクシ港緊急改善計画 
マハタ地区の港の桟橋、陸上ターミナルの

整備 
11.75 億円 無償 

2012 国道 1 号整備事業 
首都ディリと西部の主要都市バウカウを結

ぶ国道 1 号線の改修 
52.78 億円 有償 

2013 モラ橋護岸計画 
モラ橋の橋脚・橋台の防護工事およびモラ

川岸の護岸堤防の改修 
10.08 億円 無償 

2014 
ディリ港フェリーターミナル

緊急移設計画 

既存のフェリーターミナルの移設・拡張 
21.97 億円 無償 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

1-4-1 他ドナーの事業スコープ 

空港全体の施設整備にかかる事業には、本事業のほかに ADB 資金（ADB）による事業、オー

ストラリア政府（AUS）援助による事業、民間企業による事業及び東ティモール側（GoTL）自己

資金による事業があり、その概要は、下表に示すとおりである。 

表 1-4.1 空港施設整備の各機関の役割分担 

No 施設名 資金 備考 

JICA 支援による整備 

1 旅客ターミナルビル JICA 延べ床面積 11653m2 相当 

2 旅客ターミナルビル付随施設 JICA 給水、汚水処理施設等 

その他支援による整備 

1 滑走路 ADB 
主に海側（西側）へ延伸し 2,100m、幅を 45m に拡幅、ター

ニングパッド整備 

2 誘導路 ADB 取付誘導路 x2、部分平行誘導路 

3 エプロン ADB Code E（MARS） x 1、Code C x 3、Code B x 3 

4 GSE 通路 ADB - 

5 航空灯火 ADB PAPI、滑走路灯、誘導路灯、エプロン照明等 

6 場周道路 ADB 空港北側の Beto Tasi コミュニティへの迂回道路を含む。 

7 排水施設 ADB エアサイドは ADB 事業により整備 

8 管制塔 ADB Eyelevel が地上高さ 19.5m、事務所棟を兼ねる。 

9 ターミナル道路 AUS - 

10 駐車場 AUS 2030 年で 186 台、約 4,650m2 
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No 施設名 資金 備考 

11 電源施設 ADB/GoTL ETDL の移設および SS-1,2,3の建設 

12 空港管理事務所、 ADB 管制塔に隣接 

13 VIP ターミナル GoTL 新設旅客ターミナルの西側 

14 貨物ターミナル AUS VIP ターミナルの西側 

15 消防庁舎 AUS 現旅客ターミナルの東側 

16 場周フェンス AUS - 

17 Primary Health Care Centre AUS 感染症対策のための建屋 

18 政府系施設 AUS/GoTL 税関、出入国管理局、検疫事務所、国境警察事務所 

19 航空燃料施設 AUS ETO、Pertamina 航空燃料施設の移設 

20 グランドハンドリング会社 Private SDV、STAT の移設 

21 ショップ、カフェ Private バーガーキング、商店の移設 

各施設の整備担当を下図に示す。 

出典：JST 

図 1-4.1 各施設のドナーによる整備区分 

1-4-2 ADB支援

(1) 設計施工業者

ADB 事業では設計施工方式で設計施工業者の調達を行う。2021 年 9 月 28 日に同業者の調達事

前公示が発行されて事前審査は終了している。現在は、設計施工業者の選定作業が進められてい

る。

JICA の支援による整備 

ADBの支援による整備 

AUSの支援による整備 

民間による整備 
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(2) 施工監理コンサルタント（CSC）

エアサイドの土木施設、管制塔・管理棟の工事監理を実施する施工監理コンサルタントが ADB
資金で調達される予定で、現在プロポーザルの評価作業が進められている。 

(3) 人材育成コンサルタント（Capacity Building）

人材育成コンサルタントが ADB 資金で調達される予定で、現在選定作業が進められている。 

1-4-3 オーストラリア政府支援

オーストラリア政府の Department of Foreign Affair and Trade （DFAT）はディリ国際空港を支援

するために 3 つの組織を持っている。 

 Partnerships for Infrastructure (P4I)

 Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific (AIFFP)

 Timor Leste geographical team at the Embassy and in Canberra

下記項目（図 1-4.2 参照）について、2022 年 12 月に総額 USD 70 million（40 million が借款、30 

million が無償）の約款が締結された。オーストラリアの事業も設計施工で進められる予定であり、

空港北側地区の小学校の移設、コモロ川の橋の建設が優先され実施される予定である。

 Access road and Terminal access bridge

 Car parks
 Cargo terminal building

 AQ/PQ Building

 Aviation rescue and firefighting building

 Primary Health Care building

 Aircraft fuel depot

 Airport maintenance building
 Perimeter fence

 Beto Tasi Bridge and Elementary School （空港用地外）

上記について、下記調査業務がオーストラリアの支援により進められている。

 Scoping Study

 Cluster of Climate Change
 Procurement Strategy

 Preliminary Design/ Cost Estimates
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図 1-4.2 オーストラリア政府支援計画 

1-4-4 IFCによる支援

東ティモールは、建設後の空港施設をPPPスキームにより民間会社に運営委託する予定である。

IFC は、運営委託条件の設定など東ティモール政府を支援している。運営会社の選定は 2023 年か

ら始まり 2025 年の初めには決まる予定である。 

1-4-5 その他の支援

Reforms of Timor-Leste’s Customs operations（USAID）：税関と動物防疫・植物検疫に関する迅速

化の指導を実施している。Governance for Developing Program （オーストラリア政府）により

Strategic Advisory Team のアドバイザーを CAA に派遣し、Safety と Security について支援を実施

している。

1-4-6 東ティモール政府による取り組み

東ティモール政府が自国予算で事業管理会社（PMC）を調達し、IPMU の技術的補佐を行い、

各ステークホルダーのプロジェクトの調整を行う予定である。また、VIP ターミナルや電源局舎

の仕様の検討も PMC が実施する予定である。2023 年 1 月時点で東ティモール政府による選定作

業中である。

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 プロジェクトを取り巻く状況 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制

2-1-1 組織・人員

(1) 東ティモールの実施体制

 東ティモールは、支援機関に関わらずディリ空港の開発はすべて同じ体制で実施することとし

ており、社会基盤基金管理評議会（CAFI）が実施機関となる。CAFI と省庁間委員会（IMC）は同

じ省庁の大臣で構成されている。IMC が意思決定を行い、日常の事業管理は統合事業管理ユニッ

ト（IPMU）が実施する。現在、省庁横断ワーキンググループ（IMWG）が主体となり事業管理を

実施しているが、IPMU の設立後は IMWG のメンバーがそのまま IPMU に入り事業管理を実施す

る予定である。

IPMU は、制度チームと技術チームに分かれ、制度チームには、計画領土省、財務省、運輸通

信省、主要事業事務局、国家開発局、国家調達委員会、空港公社、航空局等の関係機関の代表が

入ることとなる。また、技術チームは入札により選定されるプロジェクトマネージャー、副プロ

ジェクトマネージャー、チーフ土木技術者、調達マネージャー、法務専門家、財務専門家、契約

専門家、環境配慮専門家、社会配慮専門家、土木技術者、海洋技術者、通信技術者等の専門コン

サルタントにより形成され、事業管理会社（PMC）による支援を受けることとなる。

下図に実施体制を示す。実施機関はCAFIとなり、コンサルタント契約、業者契約の主体はMoTC
となる。無償事業も事業管理は IPMU が実施し、PMC が各ステークホルダーの支援によるプロ

ジェクト間の調整を実施することとなる。詳細設計、施工監理は PMC の調整の下 IPMU へ報告

することとなる。

出典：NPC

図 2-1.1 ディリ国際空港開発実施体制 
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(2) ANATL 

 現在、ディリ国際空港は、ANATL により運営されている。ANATL は省令により設立された公

社である。東ティモールの全空港、航行援助施設の運用維持管理及び航空管制業務を実施してい

る。ANATL の組織図を下図に示す。 

 

出展：ANATL 

図 2-1.2 ANATLの組織図 

 ディリ国際空港には約 120 名の職員が勤務しており、その他、東部のバカウ空港、南部のスワ

イ空港に職員が常駐している。 

2-1-2 財政・予算 

 ANATL の収支は下表に示す通りである。平均して約 7 割が着陸料などの航空系収入となって

いる。また支出は年々増加しており、2018，2019 年は支出が収入を上回っている。 
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表 2-1.1 ANATLの過去の収支  

 

出展：ANATL        

一方、IFC、ADB は調査中に事業実施後の経済財務分析を実施しており、事業実施後は、航空

需要、コンセッションの増加により収入増を予測している。下図に事業実施後の収支の推移を示

す。 

 

出展：ADB      

図 2-1.3 事業実施後の空港収支 

2015 2016 2017 2018 2019

1. Revenues

Aero Income 1,694 1,541 1,944 1,750 1,451

Passenger Service Charges 910 730 946 1,069 856

Landing Charges 784 811 998 681 590

Other Aero Income 0 0 5

Non-Aero Income 499 892 646 875 912

Rentals 498 891 617 851 596

Advertising 0 0 239

Other Non-Aero Income 28 24 77

Total Revenues 2,192 2,432 2,589 2,625 2,363

2. O&M Expenditure

Salaries & Wages 813 1,360 1,501

Goods & Services 1,046 1,213 1,093

Material & Tools 536 53 481

Total Expenditure 1,025 2,231 2,395 2,626 3,075

3. Surplus / (Dificit) 1,167 201 194 -1 -712
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2-1-3 技術水準 

ディリ国際空港は、ANATL によって運営維持管理されている。ANATL は空港運営に関しては、

航空会社から着陸料、空港使用料、駐車場料金、コンセッションエリアの賃料などを得て運営さ

れている。また、航空管制の他、空港内の消火救難、セキュリティ、施設の維持管理等も担って

おり、施設の修理、改修なども行われていることから、現在の空港を継続運営するには十分な能

力を持っていると考えられる。 

一方、新しいターミナルが建設されると、運営体制が大きく変更されることが予想され、人員

の増強、新規機材の運用への対応、コンセッションエリアの有効活用など、空港運営能力の向上

を図る必要があると考えられる。東ティモールは、新施設の建設と同時に、民間連携によりディ

リ空港を運営するべく準備を進めており、ANATL の職員に加えて運営事業者から経営層、新規職

員を加えて、事業後の空港運営が実施される予定である。 

2-1-4 既存施設・機材 

(1) 旅客ターミナルビル 

現在の旅客ターミナルビルは 1983 年に建設され、現在まで 38 年間使用されてきた。面積は約

3,800m2 で、建設当初は国内線専用ターミナルとして利用されたが、2002 年から国際線が運航さ

れ、既存ターミナル施設に国際線機能（CIQ）及び保安設備を設置した状況で運用されている。 

建設時の年間想定旅客取扱い数は 10万人である。2010年には 150,000 人の利用者であったが、

2017 年では 246,000 人と 7 年間で 1.6 倍の取り扱い数となっている。そのため、狭隘なチェック

インエリアでは、カウンター数が 4 個しかなく、搭乗手続きから出国手続きまでの間が大変な混

雑となっている。 

一方、到着エリアでは、本調査時は、コロナの影響下にあったために、48 時間内に PCR 検査

を受けた証明書の確認及びワクチンの接種証明書などの確認作業が 2 か所で行われ、重複作業も

あり、手荷物を受け取って税関に行く手前まで 1 時間 30 分という異常に長い時間を要した。 

旅客は全員、税関の X 線検査を受ける。コロナ禍の一過性のものであるが、ビジネスクラスの

旅客は先に降機することで、ターミナルの外に出るまで 1.5 時間程度の所要時間であったが、後

続の旅客は VIP の到着が優先され、途中で留め置かれたため更に 2 時間程度要した。 

通常の場合においても、前回の調査報告の通り、到着時に VISA の購入手続き、出入国カード

の記入、税関申告書の記入等が必要、更に書類への記入場所と入国審査のための列とが輻輳する

ため、旅客は狭い空間での長時間の滞留を余儀なくされている。また、手荷物受取場から税関審

査場付近が複雑な動線であるため、ここでも大変な混雑が発生している。 

以下に既設旅客ターミナルレイアウトを示す。 
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図 2-1.4 既設旅客ターミナル図 

(2) その他施設 

a) 滑走路 

ディリ国際空港にはアスファルト舗装された滑走路 1 本（延長 1,850m、復員 30m）が設置さ

れている。滑走路にひび割れは無く、舗装状態も概ね問題無い。しかし、滑走路長が 1,850m であ

るため、航空機に重量制限が課されている等、運行に支障が出ている。現地政府は ADB 事業に

て海側への滑走路延伸を計画（滑走路長 2,100m、幅員 45m）しており、同計画実施後は小型ジェッ

ト（B737/A320）が重量制限無しに離着陸することが可能となる見込みである。また、同事業を通

じて滑走路端安全区域（RESA）を 90m 整備することによって、事業完了後は ICAO 基準を満た

した滑走路となる。 

 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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b) 誘導路 

旅客ターミナルビルへ向かう中央誘導路 1 本（延長 110m、幅員 23m）、小型機用エプロンへ

の取付誘導路 3 本がある。誘導路には凹凸が見られるため ANATL は小規模の補修をおこなう計

画を立てており、既にローカル会社と補修契約を締結済みである。誘導路についても ADB 事業

にて中央誘導路 1 本及び平行誘導路 1 本が新設される計画である。 

c) エプロン 

小型ジェット 3 機が駐機可能なエプロン約 18,700m2（奥行き 87m x 幅 215m）が設置されて

いる。既存エプロンにも凹凸が見られるため、ANATL は小規模補修を実施する計画を立ててい

る。ADB 事業にて奥行き 130m x 幅 297m の新エプロンが設置される計画であり、完成後は中型

ジェット（B787 クラス）1 基、小型ジェット 3 機、プロペラ機（Q400 クラス）3 機の駐機が可

能となる。 

d) 排水設備 

空港敷地内において陸側（南）から滑走路側（北）へ向かって約 1.2%の勾配で下がっている。

敷地内東側エリア（既存旅客ターミナルビル、既存エプロン、既存駐車場等）の排水は滑走路を

横切る暗渠と開渠を通って北側の海に向かって排出される。また、敷地内西側エリア（新旅客ター

ミナルビル建設候補地、新エプロン建設候補地等）の排水は滑走路に平行な排水路を通って西側

の海に、滑走路北側エリアの排水はそのまま北側の海に排出される。西側については排水管 3 本、

北側については排水管 2 本設置されており、排水管の直径は約 80cm である。 

e) 航空灯火 

進入灯火、滑走路灯、誘導路灯、エプロン照明等の飛行場灯火は設置されていない。 

f) 駐車場 

現駐車場は現旅客ターミナルの前面に位置しており、約 80 台駐車可能なスペースが確保され

ている。新旅客ターミナル建設に伴い駐車場の新設が必要であり、アクセス道路も含めオースト

ラリア政府の支援で整備する予定である。 
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出典：JST 

図 2-1.5 ディリ国際空港の土木施設 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況

2-2-1 関連インフラの整備状況

(1) 電 力

ディリ国際空港施設への電力供給は、電源局舎で 22kV の受電（架空による）電圧をトランス

で 3 相 4 線の 380V-220V に降圧後、各施設（管制塔、航空灯火、NDB、VOR/DME、ANATL 調

達事務所、警察、旅客ターミナル及びエプロン照明等）に直埋設ケーブルで行われている。しか

し、VOR/DME 施設は距離があるため 380V を 6kV に昇圧して給電を行っている。 

電源局舎には停電時のバックアップ電源として容量 1,000kVA の低圧発電機が設置され 100%

の負荷をカバーしている。

下図で示すとおり本プロジェクトで整備する施設内に埋設電力ケーブルが存在するが、埋設時

の図面は無く具体的なケーブルの埋設位置は不明である。ANATL はプロジェクト開始前に既設

施設の移転及び電力の切り替えを完了する必要がある。

滑走路（1,850m x 30m、アスファルト舗装）。現在滑

走路灯は設置されていない。 

エプロン（16,366m2、GSE 通路含む。コ

ンクリート及びアスファルト舗装）

排水管 2 本設置 

誘導路（12,529m2、ショルダー含む。

アスファルト舗装）

幹線道路 4 車線化計画に伴い、道路

北側の集落は移転済み。 

排水管 3 本設置 
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図 2-2.1 既設埋設ケーブルルート図 

(2) 通 信 

現在の電話設備はティモールテレコムにより提供されている。アクセス道路沿いと電源局舎横

から光ファイバーにより 2 回線が引かれている。管制塔の機器室にテクニカルコンテイナーが設

置されており、そこから、旅客ターミナル、VIP ターミナル、ANATL 事務所などに回線が引か

れている。 

(3) 給 水 

現在の空港は市水道本管が付近にないことから深井戸（60m 程度）5 か所を水源としてターミ

ナルビル、消防ステーション、管制塔へ給水している。深井戸位置を下図にしめす。井戸に併設

して地上置型の樹脂タンクを設置しそれに井水を貯留後各施設に給水ポンプで加圧給水してい

る。井水水質についてティモール水道公社（BEE TL）に水質検査を委託しその結果は比較的良好

であった。 
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図 2-2.2 既存井戸位置 

BEE TEL （BEE Timor-Leste Empresa Publica、東ティモール水道公社）は 2021 年 1 月に公共省

の一部門から公社化されておりディリ市内を含む水道事業を行っている。BEE TEL によるとディ

リ国際空港の東約 0.8km に位置する Ministry of Agriculture and Fishery 構内研修センター横に新に

ポンプステーションを建設中でポンプの据え付けを待っている状況である。現状、このポンプス

テーションからの配水管はディリ国際空港敷地まで敷設されていないが 100mm 管で延伸するこ

とは可能で水量、水圧も問題ないとのことである。 

この深井戸はケーシング径 300mm、深さ 100m であることを現地確認しており、これを新設す

る PNLIA ターミナルビルの水源とすることが給水の安定供給という点から望ましいと考える。

ただし、BEE TEL はこれまで不十分な予算、人的資源により脆弱な水道事業を立て直すために作

られた新しい組織で今後、全面的に料金徴収、維持管理資産管理などのシステム整備を ADB な

どの支援により始めている状況である。BEE TEL とのヒアリング時にディリ国際空港への水道引

き込みに要する申請方法、工事費用の負担額、水道料金体系を問い合わせたが未定との回答で

あった。したがって今後継続して東ティモール国負担で本施設近傍までの配水管敷設を行うこと

を先方政府に確認をしていくことが必要である。 
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図 2-2.3  BEE TL配水管の延伸 

(4) 汚水処理 

東ティモールでは公共下水道が整備されていないことから、現空港施設からの汚水排水は点在

する腐敗槽により一次処理され浸透処理されている。 

滑走路延伸や空港整備計画に対する EIA レポートによれば新な汚水排水は放流先である河川、

海域への影響を最小にするため世界銀行グループ（WBG）の発行する Environment, Health and 

Safety Guidelines (EHS) に示す排出基準を満たすことを求めている。その排出基準は下記のとお

りである。 

表 2-2.1 汚水処理基準 

Parameter  Unit Guideline Value 

PH pH 6-9 

BOD mg/l 30 

COD mg/l 125 

Total Nitrogen mg/l 10 

Total Phosphorous mg/l 2 

Oil and grease mg/l 10 

Total suspended solids mg/l 50 

Total coliform bacteria MPM/100ml 400 

      出典：WBG EHS Guidelines Table 1.3.1     

新設国際線ターミナルビルのからの想定排水量は想定給水量である 62m3/日と見込まれる。こ

の容量をもち上記処理水質を満足する合併式処理浄化槽をターミナルビルに隣接して設置する。

また、処理水は雨水排水側溝を経由し海域に放流する。 
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2-2-2 自然条件 

(1) 気 象 

東ティモールの気候は主に雨期と乾期に分類され、6 月から 10 月までが乾期、12 月から 4 月

までが雨期となり、それぞれの季節への移行期が 5 月及び 11 月に該当する。ケッペンの気候区分

において、東ティモールは主にタタライマウ山周辺以外は熱帯サバナ気候 (Aw)に区分される。 

気象データはディリ国際空港東側の敷地に設置された観測機器で収集されており、気温、湿度、

気圧、日射量、雨量、風向風速の観測が実施されている。以下に過去 10 年間（2012 年～2021 年）

の統計結果を示す。統計結果によると、平均気温は年間を通じて大きな差はなく、概ね 30℃前後

を推移しており、最高気温は 35℃前後、最低気温は 10℃ - 15℃を推移している。一方で降雨量

は、11 月から 5 月にかけて多くなるため、この時期が雨期に当たり、残りの 6 月から 10 月が乾

季に当たる。2021 年 4 月に 305mm の日最大降水量を観測し、広範囲で洪水、浸水被害が生じた。

風向については、乾季で北西風が卓越しており、雨季は西及び北西風が卓越している。 

 
出典： Peel,M.C., Finlayson,B.L.,and McMahon,T.A.(2007)(University of Melbourne) 

図 2-2.4 東ティモールにおけるケッペンの気候区分 

表 2-2-2 ディリ国際空港の月別降雨量及び平均気温（2012年～2021 年） 

観測

所名 
項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年間 

ﾃﾞｨﾘ 

国際

空港 

降水量 125.2 108 112.5 124.8 63.1 25 14.3 4 3.5 7.7 75.8 132 795.6 

日最大降水量 117 84.2 70 305 54.4 48.5 44 13.2 8.5 13 65 89 - 

気温 29.5 29.1 29.2 29.6 29.5 28.6 28.1 28.1 28.8 29.9 30.6 30 29.2 

最高気温 34.2 33.8 34.4 35.2 35 35.4 34.4 35.4 35.4 34 34.4 35.2 ‐ 

最低気温 17 16 16.2 15.6 14.6 10 10.6 12 12.8 13.6 15 16 ‐ 

出典：Airport Weather observation center からの受領データを基に調査団により編集 
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出典：Airport Weather observation center からの受領データを基に調査団により編集 

図 2-2.5 ディリ国際空港の月別降雨量、平均気温、風向風速（2012年～2021年） 

(2) 地質調査 

旅客ターミナルビルの位置が前回準備調査よりも西側へ移設するため、追加でボーリング調査

を 2 か所実施した。 

地層は、黄褐色シルト層に細かい砂が混成した地層となっており、地下水は地下 5.5‐18.5m 程

度である。以下にボーリング実施位置及び試験結果を示す。 

 

図 2-2.6 追加ボーリング調査位置 

 建物の基礎底に当たる地下 3m では N 値は No.5 が 20、No.6 が 30 となっている。 
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図 2-2.7 追加ボーリング柱状態図 

以上の結果、及び前回調査の地質調査から 2 層 PTB としては、杭等は必要なく直接基礎で十分

耐えられる耐力が確保できると考えられる。

2-2-3 気候変動

(1) 気候変動

2020 年 11 月に公表された東ティモールの「SECOND NATIONAL COMMUNICATION 」（以下

2nd NC）において、2015 年の二酸化炭素総排出量が公表されており、民間航空分野は 11.26 Gg-

CO2-e と全体の 0.29 %に過ぎない。しかし本事業の対象となる旅客ターミナル及びその付随施設

は沿岸に立地するため、気候変動の影響を大きく受ける可能性が高い。そのため本項目において、

気候リスク（曝露、ハザード、脆弱性）を評価し、事業内容において適切な適応オプションを検

討する。なお、検討には気候変動対策支援ツール【適応】（JICA Climate-FIT）を用いた。 

1) 暴露項目

本事業の対象施設は旅客ターミナルであり、沿岸に立地する空港内に建設されるため曝露項目

に該当する。 

2) 気候ハザード

a) 海面水位

空港は沿岸立地のため、海面水位の上昇幅により影響を受けると想定される。2nd NC におい

て、1990年から 2009年の間に空港沿岸海域は平均で 4.5-5.0 mm/年の海面上昇が観測されており、

2050 年には 200 mm、2100 年には 500 mm の上昇が予測されている。 
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b) 平均気温上昇 

空港に併設されている気象観測所において 2003 年以降の気象データを受領した。2021 年まで

の 19 年間の平均気温、最高最低気温の推移を下図に示す。それによると平均気温は上昇傾向にあ

るものの、最高最低気温は低下傾向にある。 

 

出典：Weather observation center からの受領データを JST が編集 

図 2-2.8 PNLIAにおける気温の推移（2003年～2021年） 

c) 降雨量 

気温と同様に、月降雨量及び日降雨量についても気象観測所から 2003 年以降の気象データを

受領した。2021 年までの 19 年間の推移を下図に示す。それによると日降雨量及び時間降雨量共

に大きな変化はない。ただし 2021 年 4 月に日降雨量 305mm を観測し、周辺地域は洪水被害に見

舞われた。  
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出典：Weather observation center からの受領データを JST が編集 

図 2-2.9 PNLIAにおける月間降雨量(上)及び日時間降雨量(下)の推移(2003 年～2021年) 

d) 洪水 

統計資料が入手できなかったため、ここ数十年の洪水の発生傾向は不明である。ただし降雨量

の統計から発生頻度に変化はなく、今後も単発的に洪水被害が生じると想定する。また 2021 年

4 月には 305mm の日最大降水量を観測し、広範囲で洪水、浸水被害が生じた。 

3) 気候変動リスク評価 

以上の情報を基に、下表の通り気候リスク評価を行った。気候ハザードにおいて最もリスクの

高い項目は海面上昇となるため、それに対する脆弱性、気候リスクを基に、適応オプションを列

挙した。
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表 2-2-3 気候リスク評価 

気候ハザード 
H1 海面水

位 

H2 平均

気温上昇 

H3  

降雨量 
H4 洪水 

脆弱性 

カ 

ウ 

ン 

ト 

気候リスク 適応オプション 
現状頻度 ＋＋ ＋ ＋ ＋ 

将来 ↗ → → → 

曝
露 

E1 旅客ターミナル 3 2 2 2 

 海面上昇を考慮して設計さ

れていない。 

 State Safety Programme 

(SSP)が作成されていない 

 緊急避難計画、施設のメンテ

ナンス、安全管理方法内に気

候変動リスクを考慮してい

ない。 

 電気設備等が高所に設置さ

れていない。 

1 

 海に隣接したイン

フラ設備（電気等）

への浸水被害 

 空港の各施設に提

供している地方公

共施設・サービス

（電力等）提供の喪

失 

 旅客ターミナルへ

の損害 

 ハザードマップ、不測事態の緊急時計

画の策定（天幕の設置、食事券の配布、

休憩施設の導入、フレックスな勤務体

制、伝達経路の確保） 

 定期的なメンテナンス計画の策定 

 洪水及びそれに伴う公害発生時の対

応計画の策定 

 洪水/浸水発生地域における設計基

準・建築計画・緊急対応計画を策定す

る。 

 脆弱な構造設備を保護する。 

 適切な排水設計を行う。 

 重要な機材の設置場所を、海抜高が高

い場所に移動する。 

 バックアップ電源の整備、配電設備の

強化（空調等のための電力供給容量の

増加のため） 

出典:JST 
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2-2-4 環境社会配慮 

2-2-4-1-1 環境影響を与える事業コンポーネントの概要 

本事業のコンポーネントは、「表 1-4.1 空港施設整備の各機関の役割分担」に示した通りであ

り、複数のドナーにより空港全体の整備が実施される予定である。JICA はそのうち旅客ターミナ

ルビル及びその付随施設（給水、汚水処理施設）の建設を支援する。 

本事業（JICA 事業）の事業範囲は、JICA が支援する旅客ターミナルビル及びその付帯施設の

ほか、ADB が支援する誘導路、管制塔、エプロン、オーストラリア政府が支援するターミナル道

路、駐車場である。滑走路の延長・拡幅については、本事業の事業効果の達成に必ずしも不可欠

な事業ではないことから本事業とは切り離して考えることができるため事業範囲の対象外とし

た。一方、滑走路延伸は、ADB 事業により実施され、用地取得（201,893m2）と住民移転（248 世

帯 1,437 人）が発生することから、ADB 事業が最も環境社会に重大な影響を及ぼす事業となる。 

JICA 事業を含む他ドナーの事業は全て空港エリア内で実施されるため、用地取得及び住民移転は

発生しない。ADB 事業については、既に 2021 年 3 月に土地収用及び移転支援計画報告書1が、

2021 年 7 月に環境影響評価報告書2が公表されているため、当該報告書のレビューを通じて JICA

ガイドラインとの比較を下表の通り行った。その結果、環境社会配慮に対する追加対応項目はな

かった。またオーストラリア政府が支援する駐車場及びターミナル道路については、図 1-4.2 及

び 1-4-3 以外に具体な報告書の確認は出来なかったが、影響を与える評価項目（大気汚染、廃棄

物、騒音・振動、生態系、既存の社会インフラや社会サービス、事故等）について、事業地域が

近接していて工種も類似していることから、JICA 事業に対する影響評価で対応可能と考える。以

上より、これ以降は JICA 事業のコンポーネントに係る環境社会配慮事項について記載する。 

表 2-2-4  ADB 提出の EIAレポートと JICAガイドライン要求事項の比較結果 

JICA ガイドライン（別紙 2 カテゴリ A 案件のた
めの環境アセスメント報告書） 

ADB EIA レポートの該当項目 
(2021 年 7 月公表) 

課題 追加対応 

1． 概要 
重要な結果と推奨される行動について、簡潔
に述べる 

EXECUTIVE SUMMARY なし なし 

2． 政策的、法的、及び行政的枠組み 
環境アセスメント報告書が実施される際の政
策的、法的、及び行政的枠組みを述べる。 

第 2 章  POLICY, LEGAL AND 
ADMINISTRATIVE FRAMEWORK 

なし 
なし 
 

3． 案件の記述 
提出案件、及びその地理的、生態学的、社会
的、時間的背景を簡潔に記述する。プロジェ
クトサイト外で必要となり得る投資（例：専
用パイプライン、アクセス道路、発電所、給
水設備、住宅、原材料及び製品保管施設等）
についての記述も全て含まれる。住民移転計
画、先住民族計画、または社会開発計画の必
要性を明らかにする。通常、プロジェクトの
地域とプロジェクトが与える影響範囲を示す
地図を含む。 

第 3 章 DESCRIPTION OF THE 
PROJECT 
 
住民移転計画については別途作
成。 

なし なし 

 
1 https://www.adb.org/projects/documents/tim-52320-002-rp 
2 https://www.adb.org/projects/documents/tim-52320-002-eia-0 
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JICA ガイドライン（別紙 2 カテゴリ A 案件のた
めの環境アセスメント報告書） 

ADB EIA レポートの該当項目 
(2021 年 7 月公表) 

課題 追加対応 

4． 基本情報 
調査地域の特性を評価し、関連する物理的、
生物学的、また社会経済的条件を記述する。
プロジェクトが開始する前から予期されてい
る変化も記述に含む。またプロジェクト地域
内での、しかしプロジェクトとは直接関係の
ない、現在進行中及び提案中の開発行為も考
慮に入れる。ここで与えられる情報はプロ
ジェクトの立地、設計、運営、及び緩和策に
関する決定に関わるものであるべきである。
数値の正確さ、信頼度及び情報源について
も、この節に記される。 

第 3 章 DESCRIPTION OF THE 
PROJECT 

なし なし 

5． 環境への影響 
プロジェクトが与えうる正及び負の影響を、
可能な範囲で定量的に予測・評価する。緩和
策及び緩和不可能な負の環境影響全てを特定
する。環境を向上させる機会を探る。入手可
能な情報の範囲並びにその質、重要な情報の
欠落及び予測値に伴う不確実性を認知、評価
する。また、更なる配慮を要としない事項を
特定する。 

第 8 章 ENVIRONMENTAL IMPACTS 
AND MITIGATION MEASURES 
影響を与える影響項目について
定量的な予測が大気、騒音につい
て行われている。 
その他の項目については定性的
に示されている。 

なし なし 

6． 代替案の分析 
プロジェクトの立地、技術、設計、運営につ
いての有効な代替案（｢プロジェクトを実施
しない｣案を含む）を、それぞれの代替案が
環境に与えうる影響、その影響の緩和可能
性、初期及び経常経費、地域状況への適合
性、及び必要となる制度整備・研修・モニタ
リングの観点から、系統的に比較する。それ
ぞれの代替案について、環境影響を可能な範
囲で定量化し、可能な場合は経済評価を付
す。特定のプロジェクト設計案を選択する根
拠を明記し、望ましい排出レベル及び汚染防
止・削減策の正当性を示す。

第 4 章 Analysis of 
Alternatives 
IFC のマスタープラン段階の複
数案のレビュー、滑走路の 2500m
拡張に対する複数案、プロジェク
ト実施しない場合の案も記載

なし なし 

7． 環境管理計画（EMP） 
建設・操業期間中に負の影響を除去相殺、削
減するための緩和策、モニタリング及び制度
の強化を扱う。 

第 10 章 ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT PLAN 

なし なし 

8． 協議 
協議会の記録（協議会の開催時期･場所、参
加者、進行方法、及び主要な現地ステークホ
ルダーの意見とこれに対する対応等について
記載される）。影響を受ける人々、地元の非
政府組織（NGOs ）、及び規制当局が情報を与
えられた上で有する見解を得るために行われ
た協議の記録も含む。

第 9章 STAKEHOLDER ENGAGEMENT, 
INFORMATION DISCLOSURE AND 
GRIEVANCE 
MECHANISM 
スコーピング段階、ドラフト EIA
段 階 に お け る Public
Consultation を実施

なし なし 

出典：JICA 調査団（JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010）に基づき調査団作成） 
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出典：Environmental Impact Assessment Timor-Leste on Presidente Nicolau Lobato International Airport 

Expansion Project 

図 2-2.10 事業レイアウト（ADBその他事業を含む。JICA事業は PTBの建設） 

2-2-4-1-2 ベースとなる環境社会の状況 

(1) 土地利用 

JICA 事業エリアは、空港管理者である ANATL が所有する土地内にあるが、北側以外は住宅街

に囲まれている。ANATL の所有地内にはいくつかの建物があるが、全て空港関係施設であるた

め、住宅は存在しない。よって本事業による追加の用地取得や住民移転は発生しない。 
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表 2-2-5 事業計画地周辺の土地利用状況及び現況写真 

 

  

事業計画地(東側より撮影) 
プレジデンテ・ニコラウ・ロバト通り 

(道路拡幅計画により沿道建物は撤去済) 
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小学校（計画地東側） 高等学校（計画地西側） 

  

クリニックの看板（計画地西側） カトリック修道院（計画地南側） 

  

Tasitolu 保護地区 コモロ川上流方向 

出典：JST 

(2) 地形・地質 

事業実区域は南緯 8°32’53"から 8°33’07"、東経 125°31’09"から 125°31’37"の範囲にあり、ディ

リ市内の西側に位置している。空港南西に位置する小高い丘エリア以外の周辺地域は海抜 30m 以

下の土地が広がっている。 
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出典：Topographic-map.com 

図 2-2.11 ディリ国際空港周辺地形 

(3) 大気質

東ティモール国内では大気質に関する環境基準は存在しないため、 International Finance 

Corporation（IFC）ガイドラインの基準を採用することとする。2018 年に実施した JICA による準

備調査によれば、事業実施区域及びその周囲に大規模な汚染発生源施設は存在しない。参考とし

て、2020 年に ADB 事業で分析した二酸化硫黄、一酸化炭素、一酸化窒素、二酸化窒素、オゾン、

PM10、PM2.5の大気質モニタリング結果を以下に示す。採取は空港周辺の 3 地点で実施され、2 地

点の PM10 を除くすべての項目が IFC のガイドライン基準を下回る結果となった。解析により、

PM2.5と PM10の両方に 3 つの異なるピーク時間帯（5：30～7:00、11：30〜13：30、19：00 から深

夜）があることが判明した。これは各測定地点が住宅地内にあり、粒子状物質の主要発生源であ

る固形燃料を使用した各世帯の調理時間に対応している可能性が高い3。 

3 Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, Ministry of Transport and 

Communications and ADB, July 2021 
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出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB 

図 2-2.12 大気質測定地点 

表 2-2-6 測定結果及び東ティモールで適用される大気質環境基準 

単位: μg/m3 

地点名/機関名 
PM10 

（24hrs） 

PM2.5 

（24hrs） 

CO 

（24hrs） 

NO2 
（1hr） 

SO2 
（24hrs） 

AQ1 ≒ 39 ≒ 7 <1 <1 <1 

AQ2 ≒ 68 ≒ 9 <1 <1 <1 

AQ3 ≒ 106 ≒ 8 <1 <1 <1 

IFC 50 25 - 200 20 

日本の環境基準値（参考） 
100 

(SPM) 
35 

11,262 

(10ppm) 

84-126 

(0.04-0.06ppm) 

116 

(0.04ppm)  

※PM10及び PM2.5の値はグラフから読み取っているため、近似値を示している。 

日本の大気環境対策、IGES、2015 年(https://www.iges.or.jp/jp/china-city/pdf/20151013/Japan_taikikankyo) 

CO：1ppm=1,300μg/m3、NO2：1ppm=2,100μg/m3、SO2：1ppm=2,900μg/m3 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB, 

Environmental, Health, and Safety Guidelines、IFC/ 大気汚染に係る環境基準、環境省 

(4) 水 質 

大気質同様に、2020 年に ADB 事業による水質調査が実施されており、その測定地点は以下の

通り。また大規模な汚染発生源となる施設も存在しない。 
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注）Marine water (MW), Groundwater (GW), Surface water (SW) 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB 

図 2-2.13 水質測定地点 

4) 海域水質 

採取は 2021 年 1 月に空港施設からの排水エリア 4 地点で行われた。大気質同様に東ティモー

ルでは排水に関する規制基準が存在しないため、IFC の基準値を採用することとする。海水の塩

分濃度により、電気伝導度及び総溶解固形物（TDS）が高濃度で検出された。 

表 2-2-7 測定結果及び東ティモールで適用される排水基準 

パラメーター 単位 
測定値 基準値 

MW1 MW2 MW3 MW4 IFC 日本 

pH - 8.7 8.7 8.8 8.8 6-9 5.0-9.0 

電気伝導度 (EC) µS/cm 56800 59100 23800 59800 - - 

全浮遊物質 (TSS) mg/L 0.14 0.13 0.11 0.1 50 200 

総溶解固形物 (TDS) mg/L 28400 29500 11880 29700 - - 

塩分濃度 ‰ 37.8 39.5 14.4 39.8 - - 

水温 ℃ 28.4 28.9 29.0 29.8 - - 

濁度 NTU 0.6 0.5 0.3 0.4 - - 

総大腸菌群 CFU/100ml 0 0 0 0 400 3000 

大腸菌 CFU/100ml 0 0 0 0 0 - 

出典： Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB 

Wastewater and ambient water quality, IFC/ 水質汚濁防止法, 日本 

5) 地下水質 

2020 年に ADB 事業において地下水質調査が実施され、結果は以下の通りである。 大規模な発

生源施設はなく、全ての調査結果は World Health Organization（WHO）の環境基準値を下回ってい

た。 
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表 2-2-8 測定結果及び東ティモールで適用される地下水基準 

パラメーター 単位 
測定値 基準値 

GW1 GW2 WHO(飲料水) 日本(地下水) 

pH - 7.1 7.6 - 5.8-8.6 

電気伝導度 (EC) µS/cm 469 521 - - 

全浮遊物質 (TSS) mg/L 0.02 0.02 - - 

総溶解固形物 (TDS) mg/L 234 261 - - 

塩分濃度 ‰ 0.2 0.2 - - 

水温 ℃ 28.3 27.7 - - 

濁度 NTU 0.5 0.4 - 2.0 

総大腸菌群 CFU/100ml 0 0 - ND 

大腸菌 CFU/100ml 0 0 0 ND 

色度 PCU <1 <1 - - 

砒素 mg/L <0.001 <0.001 0.01 0.01 

カドミウム mg/L <0.0001 <0.0001 0.003 0.003 

銅 mg/L <0.001 <0.001 2 1 

鉛 mg/L <0.001 <0.001 0.01 0.01 

亜鉛 mg/L <0.005 0.047 - 0.1 

水銀 mg/L <0.0001 <0.0001 0.006 0.0006 

アンモニア態窒素 mg/L 0.02 0.04 1.5 - 

油脂 mg/L <5 <5 - - 

溶存酸素 mg/L 9.5 9.5 - - 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB, 

Guidelines for Drinking-water Quality, (WHO)/ 水道水質基準、水質基準項目と基準値（51 項目）（日本） 

6) 表層水質 

2020 年に ADB 事業において、空港東側を流れるコモロ川の下流において表層水の採取が行わ

れた。 

表 2-2-9 測定結果及び東ティモールで適用される表層水基準 

パラメーター 単位 
測定値 基準値 

SW1 IFC (処理水) 日本 (灌漑用) 

pH - 8.4 6-9 6-8.5 

電気伝導度(EC) µS/cm 392 - - 

全浮遊物質 (TSS) mg/L 0.7 50 100 

総溶解固形物 (TDS) mg/L 196.2 - - 

塩分濃度 ‰ 0.2 - - 

水温 ℃ 27.9 - - 

濁度 NTU 824 - - 

カドミウム mg/L <0.0001 - - 

銅 mg/L 0.018 - - 

鉛 mg/L 0.021 - - 

亜鉛 mg/L 0.067 - - 

溶存水銀 mg/L <0.0001 - - 

アンモニア態窒素 mg/L 0.05 - - 

硝酸態窒素 mg/L 0.27 - - 

全窒素 mg/L <0.5 10 - 

全リン mg/L 0.37 2 - 

油脂  mg/L <5 10 - 

溶存酸素 mg-02/L 9.6 - ≥2 

BOD mg/L 5 30 8 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB, 

Waste water and ambient water quality, IFC/水質汚濁に係る環境基準（日本） 
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(5) 騒 音

大気質及び水質調査同様に、空港を離着陸する航空機及び周辺交通以外に主要な騒音発生源は

存在しない。東ティモールにおける騒音に関する基準値はなく、IFC の基準を踏襲している。ADB

事業及び JICA 準備調査において以下の通り騒音調査が実施された。 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB, 

Preparatory Survey for the Project for Improvement of Presidente Nicolau Lobato International 

Airport, JICA 

図 2-2.14 騒音測定地点 

1) 一般環境騒音

騒音測定は、2018 年 4 月に前回準備調査において、2020 年 12 月に ADB 事業で実施され、事

業実施エリア内及びその周辺における騒音レベルを測定している。計測時間は前回準備調査で日

中 1 時間、ADB 事業で 24 時間実施された。TN3 と TN4 を除く全地点において、住宅地の昼夜間

の IFC ガイドラインの基準値を上回り、また大通りの交通量が多いことで、昼間の商業地域にお

ける IFC ガイドラインの基準値を超過していた。

表 2-2-10 測定結果及び東ティモールで適用される騒音基準 

測定

地点 

測定値 
環境基準 

IFC 日本(参照) 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

TN1 73.1 66.0 

A:70 

B:55 

A:70 

B:45 

A:60 

B:55 

A:50 

B:45 

TN2 71.5 - 

TN3 66.6 - 

TN4 59.6 - 

TN5 71.5 64.5 

※：A：工業及び商業地域、B：住居地域 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB, 

Preparatory Survey for the Project for Improvement of Presidente Nicolau Lobato International 

Airport, JICA, 

Environmental, Health, and Safety(EHS)Guidelines,IFC/ 騒音に係る環境基準について、環境省 
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2) 航空機騒音 

今回採用した DNL（昼夜平均騒音レベル）は米連邦航空局（FAA）によって設定され、今日で

は航空機騒音の国際基準として世界中で認知されている。 65dB 以上の DNL は住宅地では不快

なレベルとみなされる。一方、日本では A 特性単発騒音曝露レベル（LAE）は、居住地域では I

類型、生活環境を維持する地域では I 類型 I に分類され、航空機騒音基準と見なされている。事

業実施エリア内およびその周辺の航空機騒音を把握するため、ADB 事業では 2021 年 1 月に実施

された。しかし、2020 年 3 月以降 COVID-19 の感染拡大の影響を受け、空港の発着便数が制限さ

れていたため、測定は 2 回の離着陸を対象とした。その結果、離着陸時に両地点で騒音基準を超

過したが、航空機騒音のない時間帯においても基準値を超え、単発の騒音上昇が確認された。こ

れは機器の近くで、村人の大声が発せられたことが主な原因である。 

表 2-2-11 測定結果及び東ティモールで適用される航空機騒音基準 

測定地点 
測定値 

Environmental standard 

FAA Japan (Reference) 

昼間 夜間 昼夜平均騒音レベル 影響 類型 基準 

AN1 

着陸時 60 - 

55dB 以下 

55dB 以上 65dB 以下 

65dB 以上 

小 

中 

大 

I 

II 

57dB 以下 

62dB 以下 

離陸時 59 - 

離着陸時 66 - 

その他 69 62 

AN2 

着陸時 72 - 

離陸時 61 - 

離着陸時 63 - 

その他 68 73 

出典：Timor-Leste: Presidente Nicolau Lobato International Airport Expansion Project, MoTC and ADB

航空機騒音に係る環境基準について、環境省 

3) 振 動 

空港周辺では既存の振動測定実施情報はなく、主要な振動発生源はない。 

(6) 地盤沈下、地形・地質 

JICA 調査団は、2018 年の前回調査で地質調査を実施している。その結果、事業サイトの地質

は、シルト、砂、礫で構成されており、表層は主にシルトで形成されていた。事業サイトの北側

エアサイドは主に粘土層で、その南側はローム層である。下図にボーリング調査の結果を示す。

地下水位は最浅で-5m となり、Boring No.3 地点では地下水は観測されなかった。また各地点の N

値は 10 以上を示しており、軟弱地盤とは言えない。また国際線ターミナルの建設によって、地形

及び地質を著しく悪化させる工種は計画されていないため、悪影響は想定されない。 
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出典：Preparatory Survey for the Project for Improvement of Presidente Nicolau Lobato International 

Airport, JICA 

図 2-2.15 地質調査地点及び結果 

(7) 保護区・国立公園 

東ティモールでは 46 の保護地域が区分されている4。特に、Cristo Rei 海洋保護区、Behau 海洋

保護区、Lagoa Tasitolu 海洋保護区は下図の通り空港周辺に位置している。 一方、事業実施区域

周辺に国立公園は位置していない。 

表 2-2-12 ディリ国際空港周辺の保護区 

名称 指定年 空港からの距離 (km) 面積 (km2) 

Cristo Rei 海洋保護区 2000 1.3 17.54 

Behau 海洋保護区 2008 2.4 274.91 

Lagoa Tasitolu 海洋保護区 2016 8.0 3.78 

出典：www.protectedplanet.net 

 

4 www.protectedplanet.net 
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注）MPA: Marine Protected Area 

出典：Google earth をベースに調査団作成 

図 2-2.16 空港周辺の保護区 

(8) 廃棄物 

JICA 調査団は 2018 年の前回準備調査で、事業実施区域から南西に 3.7 km に位置するディリ市

衛生局が管理する Liquiçá 地区の Tibar 廃棄物処分場を調査している。ADB の報告によれば、収

集サービスエリアから 120 トン/日廃棄物が発生し、2030 年には 250 トン/日になると予想されて

いる5。一方で、現状の処分場は少なくとも 30 年以上は収集能力があり、廃棄物処分場への影響

は軽微であると言える。 

(9) 生態系 

東ティモールおける陸生動植物の絶滅危惧種を下表に示す。陸生種の絶滅危惧種総数は 13 種

で、絶滅危惧種（6）と危急種（7）に分類されている。 2018 年 4 月に前回準備調査で実施され

た現地調査によれば、事業実施エリア内およびその周辺で絶滅危惧種は確認されなかった。また

事業実施区域内の主な植生は下表の通りであるが、絶滅危機種に指定されていない。 

表 2-2-13 東ティモールにおける陸生動植物一覧 

分類 種数 危惧種 

脊椎動物 

両生類 10 - 

陸生鳥類 151 4 

陸生哺乳類 69 4 

陸生爬虫類 47 - 

無脊椎動物 

昆虫 488 1 

植物 

陸生植物 807 4 

合計 1,572 13 

出典：The National Biodiversity Strategy and Action Plan of Timor-Leste (2011–2020) Revised Edition 

2015 

 
5 TA-8750 TIM: Preparing the Urban Services Improvement Sector Project, 2015.12, ADB 
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表 2-2-14 東ティモール国における陸生動植物（絶滅危惧種）一覧 

一般名 学名 
IUCN 

Status 
脅威となる過程 

陸生鳥類

Timor green pigeon Treron psittaceus EN 

生息場所の消失、農業、狩猟 Timor imperial pigeon Ducula cineracea EN 

Water ground dove Gallicolumba hoedtii EN 

Yellow-crested cockatoo Cacatua sulphurea EN 生息場所の消失、取引のための捕獲、農業 

陸生哺乳類

Thin shrew Crocidura tenuis VU 生息場所の消失、退化、生息制限 

Western naked-backed bat Dobsonia peronei VU 生息場所の消失、血統、生息制限 

Mentawai palm civet 
Paradoxurus 

hermaphrodites 
VU 

Greater long-eared bat 
Nyctophilus 

timorensis 
VU 

昆虫 

Timor yellow tiger Parantia timorica EN 継続的減少に伴う深刻な断片化個体数 

陸生植物

Sandalwood Santalum album VU 生息場所の消失、火災、農業、血統 

Borneo teak Intsia bijuga VU 生息場所の消失、選定伐採 

Burmese rosewood Pterocarpus indicus VU 生息場所の消失、農業、選定伐採 

Mangifera timorensis EN 

注）IUCN Status: EN: Endanger, VU: Vulnerable 

出典：The National Biodiversity Strategy and Action Plan of Timor-Leste (2011 – 2020) Revised 

Edition 2015 

表 2-2-15 事業実施区域内における主な植生種 

Hanek Dila 

Sukaer Malae Hudi 
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Bak Moruk Kaichoti 

出典：Preparatory Survey for the Project for Improvement of Presidente Nicolau Lobato International 

Airport, JICA 

(10) 文化遺産 

2018 年の前回準備調査による現地踏査の結果、ディリ国際空港周辺に文化・歴史的遺産は存在

しない。 

(11) 人 口 

事業実施区域である Dom Aleixo 地区の人口を下表に示す。 Dom Aleixo 地区の平均世帯人数は

全国平均よりも高い。一方で事業による雇用機会の創出は、Dom Aleixo 地区の失業率が全国平均

よりも約 2.0％高いことから、特に地域住民にプラスの影響を与える可能性が高い。 

表 2-2-16  Dom Aleixo地区及び全国の社会動態 

項目 単位 
数値 

Dom Aleixo 全国 

人口 

男性 

人 

67,646 601,112 

女性  62,449 582,531 

全体 130,095 1,183,643 

一般世帯 世帯 20,579 204,597 

世帯平均人数 人 6.3 5.8 

労働人口 

男性 

％ 

54.9 65.0 

女性  33.3 45.7 

全体 44.6 55.5 

雇用 

男性 

％ 

47.6 61.4 

女性  29.4 43.7 

全体 39.7 52.6 

出典：2015 Timor-Leste Population and Housing census 

(12) 識字率・教育水準 

ディリ国際空港が位置する Dom Aleixo 地区の識字率は 95.8％で、全国 65 の地区の中で最も高

い。 Dom Aleixo 地区の教育水準について、初等中等教育を受けた人は 100％以上を占めている。

このミスの理由として、出生証明書の取得率が低く無戸籍の子供が多いことが挙げられる。出生
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証明書の取得率は Dom Aleixo 地区で 4 割弱だが、全国平均は 3 割強に過ぎず、無戸籍の子供は多

い。

表 2-2-17 識字率・教育水準 

地域 

識字率 就学率 

出生証明書 
全体 男性 女性 

小学校 中学校 

全体 男性 女性 全体 男性 女性 

Dom Aleixo 95.8 95.8 95.8 107.7 108.0 107.3 137.2 142.6 131.9 38.9 

ディリ 94.6 94.7 94.6 110.2 111.1 109.3 131.7 136.3 127.0 36.4 

東ティ国 84.3 84.6 84.0 111.6 113.5 109.5 76.9 77.6 76.1 31.3 

出典：2015 Timor-Leste Population and Housing census 

(13) 衛生・安全

Dom Aleixo 地区の衛生及び安全に関する 3 つの指標は、全て全国平均を大きく上回っており、

衛生状態は良好であると言えます。

表 2-2-18 衛生及び安全 （単位：％） 

地域 
改善版衛生設備 

利用世帯 

安全な飲料水へアクセス

できる個人世帯 

個人世帯で改善され

た衛生設備の使用 

Dom Aleixo 85.5 97.0 97.3 

ディリ 83.1 95.7 93.2 

東ティ国 49.5 74.7 57.1 

出典：2015 Timor-Leste Population and Housing census 

(14) 雇 用

雇用状況について、ディリ市内は政府機関が多く、公務員の就業率が高くなる傾向にある。 一

方、自営業者の割合は全国と比較して低い。Dom Aleixo 地区を含むディリ市内の就業率は全国平

均より低く、男性の就業率は 5 割弱、女性の就業率は 3 割弱である。 

表 2-2-19 事業対象地域における雇用状況 

業種 
Dom Aleixo ディリ 東ティ国 

全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性 

政府関係機関 - - - 30.2 32.1 26.9 13.5 15.9 10.2 

国営企業 - - - 9.1 9.6 8.1 3.4 3.6 3.1 

個人経営/個人農場 - - - 14.0 16.4 9.9 4.8 6.2 2.8 

自営農業従事者 - - - 21.0 19.0 24.5 64.2 62.8 66.2 

自営非農業従事者 - - - 14.5 11.8 19.1 10.5 7.8 14.3 

非政府/非営利機関 - - - 
4.0 4.3 3.4 1.3 1.6 1.0 

大使館及び二国間期間 - - - 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 0.1 

国連及び専門的国際機関 - - - 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 

その他 - - - 6.4 5.9 7.2 1.9 1.8 2.1 

全体 - - - 100 100 100 100 100 100 

就業率 39.7 47.6 29.4 40.7 47.8 31.1 52.6 61.4 43.7 

注）: 15 歳-49 歳の値 

出典：2015 Timor-Leste Population and Housing census 
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(15) 宗教及び言語 

ディリ市内と全国で、住民の信仰宗教の割合に大きな違いはない。カトリック教徒は 95％以上

を占め、その残りはプロテスタント、福音主義等で構成される。 

表 2-2-20 信仰宗教 （単位：％） 

地域 カトリック 
プロテスタント

福音主義 
イスラム教 仏教 ヒンズー教 古来宗教 その他 

ディリ 95.8% 3.2% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

東ティ国 97.6% 2.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

出典：2015 Timor-Leste Population and Housing census 

(16) 先住民族 

 2018 年の前回準備調査による現地踏査の結果、ディリ国際空港周辺に先住民族は居住してしな

い。 

2-2-4-1-3 相手国の環境社会配慮精度・組織 

(1) 環境配慮に関する法令 

1) 環境政策、戦略及び法体系 

東ティモールにおける環境社会配慮に関する法律及び規則について下表に列挙する。このうち、

Environmental Licensing Law が当該国の環境影響評価（EIA：Environmental Impact Assessment）手

続きの概要を定めており、その下の 8 つの規則及びガイドラインによって、手続きに必要な環境

影響評価報告書（Environmental Impact Statement）や環境管理計画（Environmental Management Plan）

の作成、公聴会 (Public Consultation Meeting)や評価委員会（Evaluation Committee）の開催につい

て規定されている。また EIA の手続きを担当する環境局（ANLA：Agencia Nacional de Licenciamento 

Ambiental）では、下図の EIA フローを規定しており、事業者は環境認証取得のため、このフロー

に沿って手続きを進めていく必要がある。 
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表 2-2-21 東ティモールの EIAに関連する法及び規則 

憲法 

Constitution of Timor-Leste 

法 

Decree Law No.26/2012 “Environmental Basic Law” 

Decree Law No.5/2011 “ Environmental Licensing Law” 

規則 

No.44/2017 Regulation on Impact and Benefits Agreements 

Guidelines on Impacts and Benefits Agreements 

No.45/2017 Regulation on Status and Rules of Procedures for the Evaluation Committee for Managing the 

Environmental Assessment Procedure for Category A Projects 

Guidelines on Status and Rules of Procedures for the Evaluation Committee for Managing the 

Environmental Assessment Procedure for Category A Projects 

No.46/2017 Regulation on Detailed Requirements for Screening, Scoping and Terms of Reference, 

Environmental Impact Statements and Environmental Management Plan for Environmental Assessment 

Guidelines on Detailed Requirements for Screening, Scoping and Terms of Reference, Environmental 

Impact Statements and Environmental Management Plan for Environmental Assessment 

No.47/2017 Regulation on Public Consultation Procedures and Requirements During the Environmental 

Assessment Process 

Guidelines on Public Consultation Procedures and Requirements During the Environmental Assessment 

Process 

出典：ANLA 

2) 環境管理法令 

e) 環境基本法 

本法は 2012 年 7 月に公布された環境基本法であり、環境保護の基本的な枠組みをまとめてい

る。本法は 10 章 71 条から構成されており、用語の定義と一般的な環境義務に加え、環境影響評

価、環境承認の発行、環境モニタリング、生物多様性保全、気候変動、廃棄物管理、環境情報シ

ステム、市民参加、環境監査等幅広いテーマを網羅している。 

f) Environmental Licensing (EL)法 

2011 年に制定された本法は、東ティモール政府に承認された環境認証を取得するための初期環

境調査（IEE）、環境影響評価（EIA）の手順及び基準を規定している。本法は、カテゴリ分類、評

価委員会、パブリックコンサルテーション、監査、報告要件、当該者の監視・報告等を含む 13 章

47 条で構成されている。 

g) 東ティモールにおける EIA手続き 

Secretariat of State for the Environment の直轄に位置する ANLA は、東ティモールの環境社会配

慮責任機関であり、事業関連書類の受領、スクリーニングの実施、スコーピング、環境影響評価、

環境管理計画の改訂（以下「EMP」という）、環境承認の発行等を担当する。以下に東ティモール

の EIA 手続きフロー図を示す。 

 



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

2-35 

 

注）PD: Project Document、EIS: Environmental Impact statement, TOR: Terms of Reference 

出典：ANLA 

図 2-2.17 東ティモールの EIA手続きフロー図 

表 2-2-22 カテゴリ別対象事業の概要 

カテゴリ 事業要件 

A 環境社会への重大な負の影響が想定される事業 

B カテゴリ A プロジェクト程ではないが、ある程度負の影響が見込まれる事業 

C 環境影響が想定されないか無視できる程度の事業 

出典：Environmental Licensing Law 

3) 本事業の環境スクリーニング 

a) Environmental Licensing (EL)法におけるスクリーニング 

EL 法においてカテゴリ分類の基準を設けており、既存空港の改善についてはカテゴリ B に分

類されるため、JICA スコープ単体の場合はその分類に該当する。 

一方で ANLA との協議の結果、東ティモールにおいて本事業は、JICA スコープとなる旅客ター

ミナル建設に加え、ADB スコープとなる滑走路、誘導路、エプロン建設、オーストラリア政府の

スコープとなるアクセス道路、駐車場建設、東ティモール政府によるその他建設事業が含まれ、

全て一体事業とみなされることとなった。そのため、本一体事業は EL 法の Annex I で掲げる空

港プロジェクト「空港及び離着陸場の建設及び拡張」に該当するため、ANLA からカテゴリ A 事

業の通知を受けた。2023 年現在、IPMU が各ステークホルダー事業から収集した情報を基にカテ

ゴリ A の環境認証の手続きを実施中である。なお、2023 年 10 月の入札公示前までに認証を取得

することを先方政府と MD にて確認した。 
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表 2-2-23  EL法における空港整備関連事業の条件 

カテゴリ 事業の種類 資金提供者 

サブカテゴリ 5: 運輸セクター

A 6. 空港及び飛行場の新設及び延長事業 ADB 

B 4. 空港や飛行場の改修、又は空港での小規模施設建設 JICA 

出典：Environmental Licensing Law 

b) JICAガイドラインに基づくスクリーニング

本事業は、「JICA 環境ガイドライン」に掲げる空港セクターのうち大規模なものには該当せず、

環境への望ましくない影響は重大でないと想定され、また同ガイドラインに掲げる「影響を及ぼ

しやすい特性及び影響を受けやすい地域」にも該当しないため、環境カテゴリ B に分類される。 

4) 東ティモール EIA手続きと JICAガイドライン等の相違

本事業は、東ティモール及び JICA ガイドラインでカテゴリ B に分類される。このため基本的

には、既述した東ティモールの EIA に関連する法及び規則に基づくが、乖離のある項目について

は、JICA ガイドラインを踏襲することとする。 

表 2-2-24  JICAガイドラインと東ティモールの EIA法規の乖離 

JICA ガイドライン 
Environmental Licensing 法

及びその他規則/ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 
乖離点 本調査における方針 

1.プロジェクトを実施するに当たっては、

その計画段階で、プロジェクトがもたら

す環境や社会への影響について、できる

限り早期から、調査・検討を行い、これ

を回避・最小化するような代替案や緩和

策を検討し、その結果をプロジェクト計

画に反映しなければならない。

計画段階からプロジェクト

がもたらす環境や社会への

影響について、できる限り

早期から、調査・検討を行

い、これを回避・最小化する

ような緩和策を検討し、そ

の結果をプロジェクト計画

に反映しなければならな

い。 

代替案検討

の必要性 

JICA ガイドラインに

従う（代替案の検討を

行う）。 

2.環境アセスメント報告書（制度によって

は異なる名称の場合もある）は、プロ

ジェクトが実施される国で公用語また

は広く使用されている言語で書かれて

いなければならない。また、説明に際し

ては、地域の人々が理解できる言語と様

式による書面が作成されねばならない。

規則において、EIA 報告書は

テトゥン語、ポルトガル語、

英語またはインドネシア語

で作成することが規定され

ている。

乖離なし 不要 

3.環境アセスメント報告書は、地域住民等

も含め、プロジェクトが実施される国にお

いて公開されており、地域住民等のステー

クホルダーがいつでも閲覧可能であり、ま

た、コピーの取得が認められていることが

要求される。

法及び規則において報告書

の公開が規定されており、

役所のみならず、公民館、学

校、教会等において住民は

いつでも閲覧可能である。 

コピー取得

について記

載なし 

JICA ガイドラインに

従う（コピー取得を認

めるよう東ティ国に

働きかける） 

4.環境に与える影響が大きいと考えられ

るプロジェクトについては、プロジェク

ト計画の代替案を検討するような早期

の段階から、情報が公開された上で、地

域住民等のステークホルダーとの十分

事業のカテゴリが決定され

た後の段階において、地域

住民等のステークホルダー

協議が実施され、その協議

を経てスコーピング、調査

代替案検討

以外は乖離

なし 

JICA ガイドラインに

従う（代替案の検討を

行う） 
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JICA ガイドライン 
Environmental Licensing 法

及びその他規則/ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 
乖離点 本調査における方針 

な協議を経て、その結果がプロジェクト

内容に反映されていることが必要であ

る。 

TOR が作成される。 

5.環境アセスメント報告書の作成に当た

り、事前に十分な情報が公開されたうえ

で、地域住民等のステークホルダーと協議

が行われ、協議記録等が作成されていなけ

ればならない。 

ガイドラインにおいて事業

実施者はステークホルダー

と協議の記録等を作成し、

保管することが規定されて

いる。 

事前の情報

公開につい

て記載なし 

JICA ガイドラインに

従う（事前の情報公開

を行うよう東ティ国

に働きかける） 

6.地域住民等のステークホルダー(SH)と

の協議は、プロジェクトの準備期間・実施

期間を通じて必要に応じて行われるべき

であるが、特に環境影響評価項目選定時と

ドラフト作成時には協議が行われている

ことが望ましい。 

規定された住民協議は、影

響を受ける人々及び官庁、

市民団体、地域社会組織、担

当省庁、省庁の担当部門、地

方自治体等の関連機関が参

加して実施され、カテゴリ A

事業については 2回の SH協

議の開催が義務付けられて

いる。 

乖離なし 

本事業は ADB 含む他

ドナーとの一体事業

となることから、住民

の混乱を避けるため、

一体事業としてス

コーピング時及びド

ラフト EIA 作成時に

SH 協議を開催する。

JICA事業単独で SH協

議は実施しない。 

7.環境社会配慮に関して調査・検討すべき

影響の範囲には、大気、水、土壌、廃棄

物、事故、水利用、気候変動、生態系及

び生物相等を通じた、人間の健康と安全

及び自然環境への影響（越境の又は地球

規模の環境影響を含む）並びに以下に列

挙する様な事項への社会配慮を含む。非

自発的住民移転等人口移動、雇用や生計

手段等の地域経済、土地利用や地域資源

利用、社会関係資本や地域の意思決定機

関等社会組織、既存の社会インフラや社

会サービス、貧困層や先住民族など社会

的に脆弱なグループ、被害と便益の分配

や開発プロセスにおける公平性、ジェン

ダー、子どもの権利、文化遺産、地域に

おける利害の対立、HIV/AIDS 等の感染

症、労働環境(労働安全を含む)。 

具体項目として、大気、水、

土壌、廃棄物、騒音、生態系、

気候変動、土地利用、地域資

源の記載はあるが、それ以

外は環境社会的パラメー

ターという記載でまとめら

れている。 

環境社会配

慮項目の詳

細な項目指

定なし 

JICA ガイドラインに

従う（JICAガイドライ

ンで指定される影響

評価項目を認めるよ

う東ティ国に働きか

ける） 

8.調査・検討すべき影響は、プロジェクト

の直接的、即時的な影響のみならず、合

理的と考えられる範囲内で、派生的・二

次的な影響、累積的影響、不可分一体の

事業の影響も含む。また、プロジェクト

のライフサイクルにわたる影響を考慮

することが望ましい。 

記載なし。 

派生的・二

次的な影

響、累積的

影響、不可

分一体の事

業の影響、

プロジェク

トのライフ

サイクルに

わたる影響

への記載が

ない。 

JICA ガイドラインに

従う（派生的・二次的

な影響、累積的影響、

不可分一体の事業の

影響、プロジェクトの

ライフサイクルにわ

たる影響を考慮する

よう東ティ国に働き

かける） 

9.モニタリング結果を、当該プロジェクト

に関わる現地ステークホルダーに公表す

るよう努めなければならない。 

モニタリング結果の公表の

記載なし。 

モニタリン

グ結果の公

表の必要性 

JICA ガイドラインに

従う（モニタリング結

果の公表現地ステー

クホルダーへ行うよ

う東ティ国に働きか
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JICA ガイドライン 
Environmental Licensing 法

及びその他規則/ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 
乖離点 本調査における方針 

ける） 

10.第三者等から、環境社会配慮が十分で

ないなどの具体的な指摘があった場合に

は、当該プロジェクトに関わるステークホ

ルダーが参加して対策を協議・検討するた

めの場が十分な情報公開のもとに設けら

れ、問題解決に向けた手順が合意されるよ

う努めなければならない。 

環境監査官は義務の欠如を

是正するため、事業実施者

に対し 10日間の期限を与え

ることができる。 

ステークホ

ルダー協議

の開催、情

報公開の記

載なし 

JICA ガイドラインに

従う（プロジェクトに

関わるステークホル

ダーが参加して対策

を協議・検討するため

の場が十分な情報公

開のもとに設けられ、

問題解決に向けた手

順が合意されるよう

東ティ国に働きかけ

る） 

11. プロジェクトは、重要な自然生息地ま

たは重要な森林の著しい転換または著

しい劣化を伴うものであってはならな

い。 

脆弱で価値のある生態系で

実施する全ての事業に対

し、カテゴリ A の手続きが

求められる。 

重要な自然

生息地、森

林の著しい

転換または

劣化を伴う

プロジェク

トの禁止の

必要性 

JICA ガイドラインに

従う（プロジェクト

は、重要な自然生息地

または重要な森林の

著しい転換または著

しい劣化を伴うもの

であってはならない

ことを東ティ国に働

きかける） 

12.プロジェクトが先住民族に及ぼす影響

は、あらゆる方法を検討して回避に努めね

ばならない。このような検討を経ても回避

が可能でない場合には、影響を最小化し、

損失を補填するために、実効性ある先住民

族のための対策が講じられなければなら

ない。 

文化的コミュニティや種族

が占拠する地域で実施する

全ての事業に対し、カテゴ

リ Aの手続きが求められる。 

事業による

影響の最小

化、回避、損

失補填等の

記載なし 

JICA ガイドラインに

従う（プロジェクト

は、先住民族に多大な

影響を与えるもので

あってはならないこ

とを東ティ国に働き

かける） 

※項目 11，12 は本事業には該当しない 

出典：JST 

2-2-4-1-4 代替案（事業を実施しない案を含む）の比較検討 

JICA 事業は、他ドナーの支援による事業と協調する必要がある。本事業の対象となる旅客ター

ミナルビルは、ランドサイド側のアクセス道路、エアサイド側のエプロンに接続する必要がある。

用地、規模が限定されるため、事業を実施する場合の代替案はほとんどない。よって、事業を実

施しない案と実施する案で「経済、需要面」、「安全、運用」、「技術」、「環境社会」の観点から、

比較検討を行った。  
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表 2-2-25 代替案の比較 

項目 事業を実施しない案 事業を実施する場合 

経済需要 

 増加する将来の航空需要に対応できず経済

成長の機会を失う。

 既設のターミナルでは旅客の処理能力が不

十分であり快適性が失われる。

 東ティモール政府が推進する観光政策に支

障が生じる。

 将来予測される航空需要の増加に対応でき

る。

 新設旅客ターミナル、搭乗橋などを新設する

ことで旅客の快適性、利便性を向上させるこ

とができる。東ティモールの観光促進、経済

成長に資する。

- ＋＋ 

運用安全 

 既存ターミナル位置ではエプロンに大型機

材が駐機できないため、就航機材が限られる

まま旅客数の伸びに対応する必要が生じ、離

着陸回数の増加、エプロンの混雑が生じる。 

 既存ターミナル施設は、イミグレーション、

検疫施設がない等、国際線旅客取扱施設が不

十分なため運用に支障をきたす。

 エプロンは滑走路から十分な距離が確保で

き、制限表面に影響せず大型機が駐機でき

る。また、部分平行誘導路を設置することで

エアサイドの混雑が緩和される。

 国際線旅客ターミナルとして適切な運用が

可能である。

- ＋＋ 

技術 

なし。  旅客ターミナルに入る検査機材、搭乗橋など

新しい技術を習得する必要がある。

- 

費用 

 今後、施設の老朽化に伴い維持管理費が増大

する。

 初期投資及び維持管理費が必要である。

- - 

環境社会 

 旅客需要が増加する中、既設の汚水、廃棄物

処理能力の施設を継続使用することで環境

への悪影響が生じる。

 陸上、海上交通による移動が限られる中、住

民の移動は航空交通に頼っており社会的発

展が阻害される。

 旅客ターミナル位置はほぼ更地になってお

り、樹木伐採など環境への影響は少ない。

 新規設備を導入し、汚水、雑排水を適切に処

理することで環境への負荷を減らすことが

できる。

 国際線旅客を増やすことで観光、人的交流な

ど社会的発展が促進される。

- ＋ 

総合評価 - 採用 

脚注：-負の影響、＋やや正の影響、＋＋正の影響 

出典：JST 

以上の結果から、事業を実施しない案は、今後航空需要の伸びが予測される中、観光需要を十

分に取り込めないなど地域経済、空港運用の観点から想定される負の影響が大きい。このため「事

業を実施する」ことが望ましいと判断される。

2-2-4-1-5 スコーピング

本節では、前回 JICA 調査、ADB 事業による調査及び既存文献から得られた情報をベースに環

境的・社会的な正や負の影響を想定し、スコーピング案を整理したものである。

(1) スコーピング

本環境社会配慮の主な対象は、旅客ターミナルの建設、その他付随する電源局舎、給水、汚水

処理施設等であり、影響因子、影響を受ける項目等、スコーピングの結果を下表に示す。 
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表 2-2-26 事業に対するスコーピング（評価理由） 

影
響
分
野 

No 影響項目 

評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

公
害 

1 大気汚染 ✔ ✔ 

工事中： 工事関係車両／機械の稼働により、大気質に一時的な負の影

響を与えると考えられる。 

供用時： 空港送迎車の増加により、大気環境の悪化が想定される。 

2 水質汚濁 ✔ ✔ 

工事中： ‐ ベースキャンプ設置の場合、有機汚染水排出の可能性がある。 

‐ 廃棄物を現状のまま投棄した場合、汚染の可能性がある。 

供用時： ターミナルに設置するトイレ等から、有機汚染水が排出され

る可能性がある。 

3 廃棄物 ✔ ✔ 

工事中： ‐ 建設残土やアスファルトガラ、伐採樹木等の建設廃棄物が

発生すると考えられる。 

‐ ベースキャンプから一般廃棄物や屎尿が発生する可能性が

ある。 

供用時： ターミナルに設置するトイレ等から一般廃棄物や屎尿が発生

する可能性がある。 

4 土壌汚染 ✔  

工事中： ‐重機、運搬車両からの油漏れ等による軽微な土壌汚染の可

能性がある。 

供用時： 土壌に影響を与えるような活動は計画されていない 

5 騒音・振動 ✔ ✔ 

工事中： 工事関係車両／機械の稼働により、騒音・振動が発生すると考

えられる。 

供用時： 空港送迎車の増加により、騒音の悪化が想定される。 

6 地盤沈下   
工事中/供用時：地盤沈下を発生させるような活動（大規模掘削や揚水）

を予定しておらず、工事エリアも軟弱地盤層ではない。 

7 悪臭 ✔ ✔ 

工事中： ベースキャンプにおいて発生する一般廃棄物等から悪臭が発

生する可能性がある。 

供用時： ターミナルから発生する一般廃棄物等から悪臭が発生する可

能性がある。 

8 底質   工事中/供用時：底質に影響を与えるような活動は計画されていない 

自
然
環
境 

9 保護区   
工事中/供用時：空港周辺に保護区は存在するが、事業規模が小さいた

め 1km 以上離れている保護区への影響はない。 

10 生態系 ✔ ✔ 

工事中：生態系に影響を与えるような活動は計画されていないが、ター

ミナル建設により、伐採樹木が発生する。 

供用時： 空港施設からの排水が海水へ悪影響を与える可能性がある。 

11 水象   

工事中/供用時：地下水位を大きく低下させるような活動（大規模掘削

や揚水）を予定しておらず、工事エリアの地下水位も高位でな

いため、周辺水象に影響を与える可能性はない。 

12 地形・地質   工事中/供用時：事業区域には、貴重な地形・地質はない。 

社
会
環
境 

13 
用地取得及び

住民移転 
  

工事中/供用時：全ての事業計画地は ANATL 所有のため、用地取得及び

住民移転は発生しない。 

14 貧困層 ✔  

工事中： 事業実施区域内に貧困層が居住していないことは確認済みだ

が、周辺に貧困層が居住している場合、工事による派生的・二

次的影響が考えられる。 

供用時： 貧困層へ悪影響を与えるような活動は想定されていない 



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

2-41 

影
響
分
野 

No 影響項目 

評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

15 
少数民族・先

住民族 
✔  

工事中： 事業実施区域内に少数民族・先住民族が居住していないこと

は確認済みだが、周辺に少数民族・先住民族が居住している場

合、工事の派生的・二次的影響が考えられる。 

供用時： 少数民族・先住民族へ悪影響を与える活動は想定されない。 

16 

雇用や生計手

段等の地域経

済 

  

工事中： 新ターミナルの建設において、労働者の需要が見込まれるた

め、周辺集落より新規雇用が発生する可能性がある。 

供用時： 新規ターミナルの従業員雇用が発生する可能性がある。 

17 
土地利用や地

域資源利用 
  

工事中/供用時：全ての事業計画地は ANATL 所有のため、土地利用や地

域資源利用への影響が想定される活動はない。 

18 水利用   

工事中/供用時：地下水位を大きく低下させるような活動（大規模掘削

や揚水）を予定しておらず、工事エリアの地下水位も高位でな

いため、周辺水象に影響を与える可能性はない。よって周辺水

利用への影響は想定されない。 

 

19 

既存の社会イ

ンフラや社会

サービス 

✔ ✔ 

工事中： ターミナルの改修時に、一時的な利用制限による影響が想定

される。 

供用時： 周辺に影響を受けやすい地域(住居、学校、医療施設等)がある

場合、空港送迎車の増加に伴う交通事故の増加が懸念される。 

20 

社会関係資本

や地域の意思

決定機関等の

社会組織 

  
工事中/供用時：全て事業実施者所有地内の事業であるため、社会関係

資本や地域の意思決定機関等への影響は想定されない。 

21 
利益と被害の

偏在 
  

工事中/供用時：全て事業実施者所有地内の事業であるため、周辺地域

に不公平な被害と便益をもたらすことは想定されない。 

22 
地域内の利害

対立 
  

工事中/供用時：全て事業実施者所有地内の事業であるため、地域内の

利害対立を引き起こすことは想定されない。 

23 文化遺産   工事中/供用時：事業対象地及びその周辺に、文化遺産等は存在しない。 

24 景観   
工事中/供用時：本事業は既存施設の改修のため、景観への影響は想定

されない。 

25 ジェンダー ✔ ✔ 

工事中/供用時：本事業によるジェンダーへの特段の負の影響は想定さ

れないが、現地調査時に現地の状況を確認した上で、影響の有

無を評価する。 

26 子供の権利 ✔  

工事中： 本事業による子どもの権利への特段の負の影響は想定されな

いが、現地調査時に現地の状況を確認した上で、影響の有無を

評価する。 

供用時： 空港の再整備は子供の権利に影響はないと考えられる 

27 感染症 ✔ ✔ 

工事中： 建設労働者の流入により、STD 及び COVID-19 等の感染症が拡

大する可能性がある。 

供用時： 空港の再整備により観光客が増加し、STD 及び COVID-19 の感

染拡大に影響を与える可能性がある。 

28 
労働環境（労

働安全含む） 
✔ ✔ 

工事中： 関連法令に従い、建設労働環境を確保する必要がある。 

供用時： 空港職員の適切な労働環境は、関連法令に従い確保される必

要がある。 

その他 工事中： 工事関係車両が空港までの幹線道路を利用するため、交通事
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影
響
分
野 

No 影響項目 

評価 

評価理由 工事前 

工事中 
供用時 

29 事故 ✔ ✔ 

故が増加する可能性がある。 

供用時： 空港送迎車が急激に増加する場合には、交通事故の増加が懸

念される。 

30 
越境の影響及

び気候変動 
  

工事中： 大規模な森林伐採や温室効果ガス排出量の増加等、気候変動

への影響は想定されない。 

供用時： 空港送迎車が増加する程度で、温室効果ガス排出量の増加に

よる気候変動レベルまでの影響は想定されない。 

注）✔：アセスメント対象項目 

出典：JST 

2-2-4-1-6 ベースライン調査及び調査手法 

ベースライン調査及びその調査手法を以下に示す。基本方針として、2018 年に実施された前回

準備調査結果、及び 2020 年に ADB で実施された滑走路延長事業における各影響評価項目の調査

結果を活用した。ただし補完する目的で二次データや文献情報の収集、関係機関及び近隣住民へ

の聞き取りを行った。 

表 2-2-27 ベースラインの調査・分析方法 

影響項目 調査項目 調査手法 

大気汚染 

①大気基準の有無 

②計画地における大気汚染問題の有無 

注) 二次データが存在する場合は、データ収集 

関係機関及び近隣住民への聞き取り、文献

調査 

水質汚濁 

①周辺井戸の簡易水質測定 

②計画地における水質汚濁問題の有無 

注) 二次データが存在する場合は、データ収集 

関係機関及び近隣住民への聞き取り、文

献調査 

廃棄物 

①現地調査： Tibar 廃棄物処分場 

②項  目： 排出量調査及び工事中、供用中

の廃棄物量の予測 

注) 二次データが存在する場合は、データ収集 

現地調査及びCOVID-19の拡大前の状況を聞き

取り 

土壌汚染 

①土壌汚染の有無 

②計画地における土壌汚染問題の有無 

注) 二次データが存在する場合は、データ収集 

関係機関及び近隣住民への聞き取り、文献

調査 

騒音・振動 

①簡易騒音測定 

②計画地における騒音・振動問題の有無 

注) 二次データが存在する場合は、データ収集 

関係機関及び近隣住民への聞き取り、文献

調査 

悪臭 
ベースキャンプ候補地における主な活動につ

いて設計内容を出典する 
定性的分析 

生態系 

(毎木調査含

む) 

①計画地内及び近隣に存在する貴重種の有無 

②工事により伐採が必要となる樹木 

注)二次データが存在する場合は、データ収集 

IUCNレッドリストの照会、現地調査 

貧困層 
計画地周辺における貧困層の有無及び工事に

よる派生的・二次的影響の可能性 
関係機関及び近隣住民への聞き取り 

少数民族・先住

民族 

計画地周辺における少数・先住民族の有無及

び工事による派生的・二次的影響の可能性 
関係機関及び近隣住民への聞き取り 

既存の社会イン

フラや社会サー

ビス 

事業実施区域周辺における社会インフラや社

会サービスの現状 
関係機関及び近隣住民への聞き取り 

ジェンダー 先方機関の組織、女性の雇用状況 関係機関への聞き取り、文献調査 

子どもの権利 事業実施区域周辺における児童労働の有無 近隣住民への聞き取り 
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影響項目 調査項目 調査手法 

感染症 感染の現状、感染症防止対策 関係機関及び近隣住民への聞き取り 

労働環境 
東ティ国の労働関連に関する法令の確認及び

ディリ国際空港における運用状況 
文献調査及びANATLへの聞き取り 

事故 事業実施区域周辺における交通事故の現状 関係機関及び近隣住民への聞き取り 

出典：JST    

 

出典：Google Map をベースに JICA 調査団編集 

図 2-2.18 調査地点図 

2-2-4-1-7 環境社会調査結果 

環境社会調査の結果概要は以下の通りである。 

表 2-2-28 調査結果概要 

評価項目 調査及び評価結果 

大気質 

事業施設及び周辺施設は大気汚染源に該当しないため、大気環境の著しい悪化

は考えられない。また建設時には工事車両が、供用時には送迎車両による交通

量の増加が考えられるが、周辺道路の現状は、朝夕の通勤、帰宅時間帯におい

ても深刻な渋滞が発生していないことから、大気環境の急激な悪化は想定され

ない。 

水質 

地下水を対象に、事業計画地域周辺で簡易水質測定（pH, 電気伝導度）を実施

した。地下水については全ての地点で基準以下であった（詳細は後述）。ADB の

EIA 報告書には事業計画地南側にベースキャンプを設置すると記載され、一般

廃棄物及びし尿処理を行う必要があるため、緩和策として専用下水処理施設の

設置が謳われている。またコモロ川への排水を禁止する緩和策も提唱されてい

る。また無対策の場合、ターミナルに設置するトイレ等から有機汚染水が排出

される可能性があるため、その対策が必要となる。 

廃棄物・有害廃棄物 

ターミナル建設時の土工事により、建設残土やアスファルトガラ、伐採樹木等

の建設廃棄物が発生すると考えられる。また建設作業員から発生する廃棄物が

適切に処分されない場合、周囲の環境に悪影響を及ぼす可能性がある。供用時

においても発生する廃棄物が適切に処分されず、周囲の環境に悪影響を及ぼす

可能性も考えられる。これらの廃棄物は施設の工事・供用において一般的に発

生する廃棄物であり、通常行われている適切な廃棄物処理を実施することで、

その影響を抑える事が可能であり、廃棄物の適切な処理を確実にする必要があ

る。廃棄物の現況調査結果について後述とする。 

土壌 

土壌汚染の要因としては、工事中に使用される車両・建設機械等からの燃料・

油類の漏出などが考えられるが、本事業には特に油類の漏出の可能性が高くな

るような特殊な工事は含まれておらず、通常の工事で行われている建機の点検
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評価項目 調査及び評価結果 

および油類の適切な保管などにより、土壌汚染の発生を充分に防ぐことが可能

だと考えられる。 

騒音・振動 

事業計画地域周辺で騒音調査を実施したが、全ての測定結果は環境基準以下で

あったため、騒音・振動環境は現状良好であると言える（詳細は後述）。一方、

建設時には建設機械や工事車両による騒音・振動が発生するが、対象施設建設

に用いられるのは一般的な建設機械・車両であると共に、発生する騒音・振動

レベルと、サイトから居住区域までの距離を考慮すると、その影響の度合いは

低く、騒音・振動による問題は発生しないと考えられる。また供用時には、送迎

車両による騒音の増加が考えられるが、周辺道路の現状は、朝夕の通勤、帰宅

時間帯においても深刻な渋滞が発生していないことから、騒音・振動環境の急

激な悪化は想定されない。 

悪臭 

工事中は従事する労務者から、供用時はターミナルの利用者による有機的な廃

棄物が適切に処理されない場合、悪臭が発生する可能性があるが、通常の工事、

施設設計で一般的に行われている適切な廃棄物処理を実施することにより、悪

臭の発生は予防することができる。 

生態系 

事業計画区域内で毎木調査を実施したが、絶滅危惧種等の希少種は同定されな

かった（詳細は後述）。一方事業区域内には大小合わせて 150～200 本程度の樹

木が生息していると想定するが、ターミナル建設による樹木の伐採は 20 本程度

となる見込みで、影響はほとんどない。 

貧困層 簡易社会経済調査の結果、貧困層の世帯は確認されなかった。 

少数民族・先住民族 簡易社会経済調査の結果、少数民族・先住民族は確認されなかった。 

既存の社会インフラや 

社会サービス 

事業計画地域地内に既存の社会インフラや社会サービスは確認されなかったた

め、工事中における影響はないが、ターミナルの建設時に、一時的な利用制限

による影響が想定される。供用後は周辺に影響を受けやすい地域(学校、医療施

設等)があるため、空港送迎車の増加に伴う交通事故の増加が懸念される。 

ジェンダー 

建設工事従事者として、女性が根拠なく採用や賃金で差別される場合があるた

め、東ティ国の労働関連法に抵触しないよう監督機関及び施工事業者へ周知、

徹底を行う必要がある。また 2018 年の前回調査以降、既存ターミナル出発ラウ

ンジのトイレの入口及び男女のトイレ入口の間に目隠し用の間仕切りが新たに

設置されており、ジェンダー配慮がなされている。 

子供の権利 

住民へのヒアリング調査の結果、近隣集落において児童労働は確認されなかっ

たが、本事業の建設時に児童労働が行われないよう、監督機関及び施工事業者

へ周知、徹底を行う必要がある。 

HIV/AIDS 等の感染症 

建設に従事する労務者の集中により衛生環境の悪化が考えられるが、通常の工

事で一般的に行われている衛生管理を実施する事により、その影響を抑えるこ

とが可能である。また COVID-19 の国内感染状況を注視し、感染拡大が疑われる

場合には、検温や PCR 検査を積極的に行い、クラスターの発生を防ぐ。 

労働環境（労働安全を含む） 

東ティ国における労働関係の法律は Labor Code No.5/2012が該当し、当該法律

により、建設作業員及び新ターミナル竣工後の従業員に対し適切な労働環境・

労働安全が確保されなければならない。また実際の工事開始に際し、始業前及

び終業後の点呼や、休憩室、救護室の設置等、工事従事者の労働環境・安全に対

して配慮が必要である。 

事故 
工事中の事故、工事車両の集中及び送迎車の増加による交通事故などが想定さ

れ、その予防策を講じる必要がある。 

出典: JST  

(1) 水質調査 

空港エリア内及び周辺集落における水質調査結果について、pH は世界保健機関 (WHO: World 

Health Organization) で定める基準は規定されていないが、日本等で指定されている標準的な値に

収まっており問題ないと考える。電気伝導度についても、飲料水に適した 800μS/cm 以下を満た

しており、水質的に問題ないと言える。また排水について、東ティモールでは公共下水道が整備

されていないことから、現空港施設からの汚水排水は点在する腐敗槽により一次処理され浸透処

理されている。 
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表 2-2-29 水質調査結果 

調査地点 
水質調査結果 環境基準値 

pH 電気伝導度(μS/cm) pH 電気伝導度 (μS/cm) 

GW1 7.7 450 

日本：5.8-8.6 豪州:800 以下 

GW2 7.5 390 

GW3 7.2 460 

GW4 7.5 450 

GW5 7.2 420 

注: pH (水素イオン濃度), 測定機器: (水質) LAQUA B-711 (pH), LAQUA B-771 (電気伝導度) 堀場製作所, (騒

音) 騒音計 NL-27 リオン 

出典：JICA 調査団, 水道水質基準、水質基準項目と基準値(51 項目), 

Water quality standards, Mary River Catchment Coordinating Committee 

(2) 廃棄物

東ティモールでは、廃棄物の収集・処理は地方政府が監督機関であり、首都ディリではディリ

市衛生局が一般廃棄物の収集及び処理を行っている。収集された廃棄物は、ディリ市が運営管理

する Tibar 地区の処分場へ投棄されているが、分別収集が行われていないため、一般廃棄物、医

療廃棄物が混在して投棄されている。また Tibar 処分場は空港から南西方向約 3.7 km に位置して

おり、舗装道路でアクセス性は良いため、ディリ市が所有する 50 台の収集車は 1 日 3 往復して

収集に当たっている。空港内で発生する一般廃棄物については、空港敷地内の指定集積場に投棄

されたものを、ディリ市所有の収集車が毎朝回収している状況である。一日の廃棄物発生量はコ

ロナ禍であるため少量であり、COVID-19 発生前の廃棄物発生量については情報がなかった。

また Tibar 処分場では、建設残土やアスファルトガラ等の建設廃棄物の受け入れは行っていない

とのことであり、建設開始前までに事業実施者により土捨て場、ガラ捨て場の候補地を特定する

必要がある。ガラ捨てについて、所有地もしくは契約者の土地に仮置きを行い、細かく破砕して、

周辺道路の補修材として再利用するのが一般的であり、本事業でも同様の対応を行う予定である。 

表 2-2-30 空港敷地内における一般廃棄物収集状況 

空港敷地内指定集積場 収集車による回収状況 

出典：JST 
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表 2-2-31 Tibar処分場の現況 

 

 

一般廃棄物処理状況 汚水処理施設 

出典：JST   

(3) 騒 音 

昼間時間帯において、空港内及び周辺道路沿いにおいて交通量調査と共に騒音調査をそれぞれ

10 分間実施した。全ての結果は IFC の基準値内であり、日本や他国における道路沿道の騒音レベ

ルと大きな差異がなく通常の騒音環境であると言える。 

表 2-2-32 騒音調査結果 

調査地点 
騒音調査結果 

(LAeq) 

交通量調査結果 環境基準値（昼間） 

大型 普通 二輪 IFC 日本(参考) 

TN1 60.8 dB 0 8 26 

70dB 65dB TN2 68.8 dB 3 113 213 

TN3 69.0 dB 6 144 223 

出典：JST            

(4) 生態系 

事業計画地内にある主要樹種を対象に実施した。その結果、International Union for Conservation 

of Nature（IUCN: http://www.iucnredlist.org/） のレッドリストに記載される樹種は存在しない。敷

地内には大小合わせて 150～200 本程度の樹木が生息していると想定するが、ターミナル建設に

よる樹木の伐採は 20 本程度となる見込みである。 
  

http://www.iucnredlist.org/
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表 2-2-33 事業実施区域内における主な植生種 

 

 

Hanek Sukaer Malae 

  

Hudi Bak Moruk 

出典：JST   

(5) 簡易社会経済調査 

空港周辺の Madohi 地区及び Comoro 地区において、社会経済簡易調査として住民へのインタ

ビュー調査を実施した。調査結果は以下の通りである。 

表 2-2-34 インタビュー調査結果概要 

i. 対象住民 

Madohi 地区 Comoro 地区 

空港西側 空港東側 空港南側 

Terra Santa 集落 
Rozario 集落 

7 de Deziembro 集落 
Golgota 集落 

性別 年齢 性別 年齢 性別 年齢 

男 52 女 31 女 60 

女 25 女 44 男 32 

女 45 女 37 女 32 

男 40 女 60 女 18 

男 44 男 49 男 55 

女 56 男 47 男 47 

男 45   男 44 

 

ii. 調査日 

2022 年 1 月 22 日～25 日 
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iii. インタビュー形式 

対面式 
Madohi 地区 

  

Comoro 地区 

  

生活環境 

平均世帯人数 7.5 人/ 世帯 (子供は 3.5 人/ 世帯) 

家畜 豚、犬、鶏 

土地の種類 

Madohi 地区: 政府所有 (Terra Santa),  

個人所有 (Rozario, 7 de Deziembro) 

Comoro 地区: 政府/個人所有 

電気 送電線は整備済み。雨季に停電が生じる。 

飲料水 深さ 10m 程度の井戸からポンプで汲み上げ。水質は良好 

燃料 主に電気、薪、灯油を利用。 

し尿処理 
浄化槽を設置し、定期的に処理業者へ汲み取りを依頼。 

また排水は公共水路へ排出。 

廃棄物処理 指定の集積場所へ廃棄し、毎日市営トラックにて収集。 

自然災害（洪水、地盤沈下、地震） 近年は洪水の頻度が高くなり、浸水被害も多い。 

健康問題及び健康被害 マラリア、デング熱、頭痛、下痢 

環境に対する懸念事項 航空機騒音 

文化的、考古学的、神聖的な建造物及び場所 存在しない 

現空港ターミナルに対する印象 

国際空港として機能が不十分であり、また他国と比較しても見劣りする。 

非常に狭く、乗客を収容するスペース。座席が不十分。 

新ターミナルの建設が必要である。 

東ティモールの文化的特徴について 

民族衣装、アクセサリー、伝統式住居等、下記の通り様々な意見があった。 
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KAEBAUK SURIK MANU FULUN 

 

 
 

BELAK KARAU DIKUR LAFATIK 

 

 

 

LUHU TAIS UMA ADAT from SUAI 

 

 

 

LOS PALOS 

 

 

 

プロジェクトに対する懸念及び関心事項 

特に若い世代の失業者が多いため、作業労働者としての本建設事業への参加を強く熱望している。 

開発は歓迎だが、周辺コミュニティに影響が及ぶ場合はしっかり対策してほしい。 

敷地境界フェンスが一部破損しているため、強固なものを建設してほしい。 

東ティモールにとってインフラ開発は重要であり、進めるべきである。 

出典：JST  

(6) 障害等に配慮したアクセシビリティの確保、ジェンダーの主流化促進 

2018 年の前回準備調査時と比較して、ターミナル内外で新たなトイレをそれぞれ 1 ヶ所ずつ設

置しており、利用者の利便性向上を図っている。更に出発ラウンジのトイレについては、の入口

及び男女のトイレ入口の間に目隠し用の間仕切りが新たに設置されており、利用者への配慮、

ジェンダー配慮がなされている。また現ターミナルの出発ラウンジ後方にあった用具倉庫が撤去

され、その分シートエリアが拡幅されており、利用者の利便性が向上している。 
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表 2-2-35 既存ターミナルの改修状況 

  

新規トイレ（ターミナル内） 新規トイレ（ターミナル外） 

 

 

出発ラウンジ（2018 年時） 出発ラウンジ（2022 年） 

  

トイレ入口(2018 年) トイレ入口(2022 年) 

出典：JST   

 

 

 

 

 

 

 

 

拡幅エリア 

    
   拡幅 

  エリア 
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2-2-4-1-8 影響評価

上述の環境社会調査結果を受け、下表の通り影響項目の評価を行った。 

表 2-2-36 事業に対する影響評価 

影
響
分
野

No 影響項目 

スコーピング

時の影響評価

調査結果に基

づく影響評価 
評価理由 

工事前 

工事中 
供用時 

工事前 

工事中 
供用時 

公
害

1 大気汚染 ✔ ✔ B- D 

工事中： 工事関係車両／機械の稼働により、大気質に一時的

な負の影響を与えると考えられる。 

供用時： 供用時には送迎車両による交通量の増加が考えら

れるが、周辺道路の現状は、朝夕の通勤、帰宅時間

帯においても深刻な渋滞が発生していないことか

ら、大気環境の急激な悪化は想定されない。 

2 水質汚濁 ✔ ✔ B- B- 

工事中： ‐ ベースキャンプ設置の場合、有機汚染水排出の可能

性があるが、ADBの EIA報告書には緩和策として専

用下水処理施設の設置が謳われている。またコモロ

川への排水を禁止する緩和策も提唱されている。 

‐ 廃棄物を現状のまま投棄した場合、汚染の可能性が

ある。 

供用時： ターミナルに設置するトイレ等から、有機汚染水が

排出される可能性がある。 

3 廃棄物 ✔ ✔ B- B- 

工事中： ‐ 建設残土やアスファルトガラ、伐採樹木等の建設

廃棄物が発生すると考えられる。 

‐ ベースキャンプから一般廃棄物や屎尿が発生す

る可能性があるが、ADBの EIA報告書には緩和策と

して専用下水処理施設の設置が謳われている。また

コモロ川への排水を禁止する緩和策も提唱されて

いる。 

供用時： ターミナルに設置するトイレ等から一般廃棄物や

屎尿が発生する可能性がある。 

4 土壌汚染 ✔ B- N/A 
工事中： ‐重機、運搬車両からの油漏れ等による軽微な土壌

汚染の可能性がある。 

5 騒音・振動 ✔ ✔ B- D 

工事中： 工事関係車両／機械の稼働により、騒音・振動が発

生すると考えられる。 

供用時： 供用時には送迎車両による交通量の増加が考えら

れるが、周辺道路の現状は、朝夕の通勤、帰宅時間

帯においても深刻な渋滞が発生していないことか

ら、騒音環境の急激な悪化は想定されない。 

6 地盤沈下 N/A N/A - 

7 悪臭 ✔ ✔ B- B- 

工事中： ベースキャンプにおいて発生する一般廃棄物等か

ら悪臭が発生する可能性がある。 

供用時： ターミナルから発生する一般廃棄物等から悪臭が

発生する可能性がある。 

8 底質 N/A N/A -
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影
響
分
野 

No 影響項目 

スコーピング

時の影響評価 

調査結果に基

づく影響評価 
評価理由 

工事前 

工事中 
供用時 

工事前 

工事中 
供用時 

自
然
環
境 

9 保護区   N/A N/A - 

10 生態系 ✔ ✔ B- B- 

工事中：生態系に影響を与えるような活動は計画されていな

いが、ターミナル建設により、伐採樹木が発生する。 

供用時： 空港施設からの排水が海水へ悪影響を与える可能

性がある。 

11 水象   N/A N/A - 

12 地形・地質   N/A N/A - 

社
会
環
境 

13 
用地取得及び

住民移転 
  N/A N/A - 

14 貧困層 ✔  D N/A 
工事中： 事業実施区域内及びその周辺に貧困層の居住は確

認されなかった。 

15 
少数民族・先

住民族 
✔  D N/A 

工事中： 事業実施区域内及びその周辺に少数民族・先住民族

の居住は確認されなかった。 

16 

雇用や生計手

段等の地域経

済 

  N/A N/A - 

17 
土地利用や地

域資源利用 
  N/A N/A - 

18 水利用   N/A N/A - 

19 

既存の社会イ

ンフラや社会

サービス 

✔ ✔ B- B- 

工事中： ターミナルの改修時に、一時的な利用制限による影

響が想定される。 

供用時： 周辺に影響を受けやすい地域(住居、学校、医療施設

等)があるため、空港送迎車の増加に伴う交通事故

の増加が懸念される。 

20 

社会関係資本

や地域の意思

決定機関等の

社会組織 

  N/A N/A - 

21 
利益と被害の

偏在 
  N/A N/A - 

22 
地域内の利害

対立 
  N/A N/A - 

23 文化遺産   N/A N/A - 

24 景観   N/A N/A - 

25 ジェンダー ✔ ✔ B- D 

工事中：建設工事従事者として、女性が根拠なく採用や賃金、

労働環境で差別される場合がある。 

供用時：事業者である ANATLでは積極的な女性雇用も推進さ

れており、ジェンダーへの特段の負の影響は想定さ

れない。 

26 子供の権利 ✔  B- N/A 
工事中： 住民へのヒアリング調査の結果、近隣集落において

児童労働は確認されなかったが、本事業の建設時に

児童労働が行われないよう、監督機関及び施工事業
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影
響
分
野 

No 影響項目 

スコーピング

時の影響評価 

調査結果に基

づく影響評価 
評価理由 

工事前 

工事中 
供用時 

工事前 

工事中 
供用時 

者へ周知、徹底を行う必要がある。 

27 感染症 ✔ ✔ B- B- 

工事中： - 建設労働者の流入により、STD 及び COVID-19 等の

感染症が拡大する可能性がある。 

        - 労働者が COVID-19に感染することで、クラスター

が発生する可能性がある。 

供用時： 空港の再整備により観光客が増加し、STD 及び

COVID-19 の感染拡大に影響を与える可能性がある。 

28 
労働環境（労

働安全含む） 
✔ ✔ B- B- 

工事中： 関連法令に従い、建設労働環境を確保する必要があ

る。 

供用時： - 空港職員の適切な労働環境は、関連法令に従い確

保される必要がある。 

        - 空港職員が COVID-19 に感染することで、クラス

ターが発生する可能性がある。 

そ
の
他 

29 事故 ✔ ✔ B- B- 

工事中： 工事関係車両が空港までの幹線道路を利用するた

め、交通事故が増加する可能性がある。 

供用時： 空港送迎車が急激に増加する場合には、交通事故の

増加が懸念される。 

30 
越境の影響及

び気候変動 
  N/A N/A - 

注釈：スコーピング時の影響評価 ✔：アセスメント対象項目 

調査結果に基づく影響評価 B-：一定の負の影響が予測される。D：影響なし N/A：スコーピング時に D 評価のため

今回は評価対象外 

 

出典：JST 

2-2-4-1-9 緩和策及び緩和策実施のための費用 

上述した影響評価に対する緩和策及び緩和策実施のための費用は下表に示す通りである。
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表 2-2-37 事業に対する緩和策及び緩和策実施のための費用 
No. 項目 予想される影響 緩和策（案） 実施機関 責任機関 費用 

工事前／工事中 

1-a 

大気質 
工事関係車両／機械の稼働により、大気質に一

時的な負の影響を与えると考えられる。 

工事サイトの周辺を 3.0m のフェンス等で囲う 

工事業者 IPMU※1 工事業者負担 1-b 場内の散水 

1-c 定期的な大気質検査 

2 水質 
廃棄物を現状のまま投棄した場合、汚染の可能

性がある。 
排水設備の整備 工事業者 IPMU※1 工事業者負担 

3 廃棄物 
建設残土やアスファルトガラ、伐採樹木等の建

設廃棄物が発生すると考えられる。 

建設廃棄物は指定された廃棄物処理場で適切に処理

する。 
工事業者 IPMU※1 工事業者負担 

4 土壌 
重機、運搬車両からの油漏れ等による軽微な土

壌汚染の可能性がある。 

建設機械、運搬車両を良好な状態に保つとともに定期

的な整備を実施する。 
工事業者 IPMU※1 工事業者負担 

5-a 

騒音・振動 
工事関係車両／機械の稼働により、騒音・振動

が発生すると考えられる。 

建設機械、運搬車両を良好な状態に整備するとともに

低騒音・低振動型の重機を導入する。 

工事業者 IPMU※1 

工事業者負担 

5-b 
大きな騒音・振動が発生する作業は時間を制限すると

ともに事前に関係者へ連絡する。 

5-c 工事サイトの周辺を 3.0m のフェンス等で囲う。 
“1-a”に含

める 

5-d 
道路標識の設置により、アクセス道路を通行する運搬

車両のスピードを制限する。 工事業者負担 

5-e 定期的な騒音・振動検査 

6 悪臭 
ベースキャンプにおいて発生する一般廃棄物

等から悪臭が発生する可能性がある。 

建設労働者の排せつ物などは簡易トイレ・浄化槽を設

置し、定期的な点検・メンテナンスを行う。 
工事業者 IPMU※1 工事業者負担 

7 生態系 

生態系に影響を与えるような活動は計画され

ていないが、ターミナル建設により、伐採樹木

が発生する。 

伐採樹木は周辺住民の薪材として再利用する。 工事業者 IPMU※1 ANATL*2 負担 

8 

既存の社会イン

フラや社会サー

ビス 

ターミナルの改修時に、一時的な利用制限によ

る影響が想定される。 

ターミナルの改修時には、道路標識の設置や誘導員の

配置により、利用者に混乱が生じないよう配慮する。 
工事業者 IPMU※1 工事業者負担 

9-a 

ジェンダー 
建設工事従事者として、女性が根拠なく採用や

賃金、労働環境で差別される場合がある。 

トイレや休憩所等の女性への配慮、積極的な雇用 

工事業者 IPMU※1 工事業者負担 9-b 
男女の賃金に根拠なく差をつけない（同一労働同一賃

金） 

9-c 上記について、コントラクターとの契約への記載 

10 子供の権利 

本事業の建設時に児童労働が行われないよう、

監督機関及び施工事業者へ周知、徹底を行う必

要がある。 

施工業者に対し、無償事業契約約款”6.1.21 Child 

Labor"を遵守させる。 
工事業者 IPMU※1 工事業者負担 

11 感染症 建設労働者の流入により、STD 及び COVID-19 等 AIDs、HIV を含む感染症予防教育を工事従事者に対し 工事業者 IPMU※1 工事業者負担 
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No. 項目 予想される影響 緩和策（案） 実施機関 責任機関 費用 

の感染症が拡大する可能性がある。 て実施する。また COVID-19 への対策は以下の通り。 

- ソーシャルディスタンスを保つ 

- 手洗い及びアルコール消毒の奨励 

- 全ての工事従事者に対するマスクの配布と装着の

徹底 

- 毎日の朝礼前に検温の実施 

- 労働者に陽性者が確認された場合は直ちに休工と

し、全員に PCR 検査を実施し、クラスターの発生を防

ぐ。 

12-a 
労働環境（労働安

全を含む） 

Labour Code (2012) に従い、労働環境を確保

する必要がある。 

安全教育の実施、安全に配慮した作業計画の作成等に

より労働環境に配慮する。また始業前及び終業後の点

呼の徹底や、休憩室、救護室等を設置する。 工事業者 IPMU※1 

工事業者負担 

12-b 
労働者が COVID-19 に感染することで、クラス

ターが発生する可能性がある。 

労働者に陽性者が確認された場合は直ちに休工とし、

全員に PCR 検査を実施し、クラスターの発生を防ぐ。  

“11”に含め

る 

13 事故 
工事関係車両が空港までの幹線道路を利用す

るため、交通事故が増加する可能性がある。 

安全教育の実施、安全に配慮した作業計画の作成等を

徹底する。また始業前及び終業後の点呼の徹底や、休

憩室、救護室等を設置する。 

工事業者 IPMU※1 
“12-a”に含

める 

供用時 

1-a 

水質汚濁 
ターミナルに設置するトイレ等から、有機汚染

水が排出される可能性がある。 

事業施設からの汚水対策として浄化槽を導入し、定期

的な点検・メンテナンスを行う。 

導入時: 

工事業者 

点検・メ

ンテナン

ス 時 : 

Airport 

Operator

*2 

導 入 時 : 

IPMU※1 

点検・メン

テ ナ ン ス

時: MOTC*3 

導入費用 

浄化槽： 

工事業者負担 

点検・メンテ

ナンス 

Airport 

Operator*2 負

担 

1-b 定期的な排水検査 

Airport 

Operator

*2 

MOTC*3 
Airport 

Operator*2 

2 廃棄物 
ターミナルに設置するトイレ等から一般廃棄

物や屎尿が発生する可能性がある。 

事業施設からの汚水対策として浄化槽を導入し、定期

的な点検・メンテナンスを行う。 

導入時: 

工事業者 

点検・メ

ンテナン

ス 時 : 

Airport 

Operator

*2 

導 入 時 : 

IPMU※1 

点検・メン

テ ナ ン ス

時: MOTC*3 

“1”に含め

る 

3 悪臭 ターミナルから発生する一般廃棄物等から悪 定期的に廃棄物処理業者に依頼して処分することに Airport MOTC*3 ANATL*2 負担 
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No. 項目 予想される影響 緩和策（案） 実施機関 責任機関 費用 

臭が発生する可能性がある。 なるが、確実に実施されているかどうか定期点検を行

う。 

Operator

*2 

4 生態系 
空港施設からの排水が海水へ悪影響を与える

可能性がある。 

事業施設からの汚水対策として浄化槽を導入し、定期

的な点検・メンテナンスを行う。 

導入時: 

工事業者 

点検・メ

ンテナン

ス時: 

Airport 

Operator

*2 

導 入 時 : 

IPMU※1 

点検・メン

テナンス

時: MOTC*3 

“1”に含め

る 

5 

既存の社会イン

フラや社会サー

ビス 

周辺に影響を受けやすい地域(住居、学校、医

療施設等)があるため、空港送迎車の増加に伴

う交通事故の増加が懸念される。 

当該地域において横断歩道やハンプを導入し、歩行者

の安全を確保する。 
MOPW*4 MOPW*4 MOPW*4 負担 

6 感染症 

空港の再整備により観光客が増加し、STD 及び

COVID-19 の感染拡大に影響を与える可能性が

ある。 

COVID-19 の感染拡大が収まるまで、下記の対策を講

じる。 

- ターミナルでの定期的な空気循環及び殺菌処理 

- トイレ、搭乗カウンター、入口ゲートでの消毒液の

設置 

- 搭乗ゲート及び検疫検査ゲートでの検温 

- 全空港職員のマスクの装着 

Airport 

Operator

*2 

MOH※5 

Airport 

Operator*2 負

担 

7-a 

労働環境（労働安

全を含む） 

空港職員の適切な労働環境は、関連法令に従い

確保される必要がある。 

空港職員への安全教育の実施及び安全に配慮した勤

務体系の構築等により労働環境に配慮する。 Airport 

Operator

*2 

MOEA※6 
Airport 

Operator*2 負

担 7-b 
空港職員が COVID-19 に感染することで、クラ

スターが発生する可能性がある。 

空港職員に陽性者が確認された場合は直ちに出勤停

止措置を行い、職員全員に PCR 検査を実施しクラス

ターの発生を防ぐ。 

MOH※5 

8 事故 
空港送迎車が急激に増加する場合には、交通事

故の増加が懸念される。 

横断歩道やハンプを導入し、歩行者の安全を確保す

る。 
MOPW*4 MOPW*4 “5”に含め

る 

注釈：*1IPMU: Integrated Project Management Unit, *2Airport Operator: Operator to be contracted by GoTL for airport operation, *3MOTC: Ministry 

of Transport and Communications, *4MOPW: Ministry of Public Works, *5MOH: Ministry of Health, *6MOEA: Ministry of Economic Affairs 

出典：JST  
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2-2-4-1-10 モニタリング計画 

事業に対して緩和策（案）を設定する項目について、その効果を検証するためのモニタリング計画は以下の通りとする。 

表 2-2-38 事業に対するモニタリング計画 
No. 環境項目 緩和策 項目 基準 地点 期間及び頻度 費用（USD） 

工事前／工事中 

1-a 

大気質 

工事サイトの周辺を 3.0m のフェンス等で囲

う。 
設置の有無 

なし 

事業実施区域境界 
工事開始時 

1 回 
500/m 

1-b 場内の散水 実施の有無 
事業実施区域及び周

辺 
毎日（乾期） 緩和策に記載 

1-c 定期的な大気質検査 PM10 IFC※2 事業実施区域境界 毎月 5,000 

2 水質 排水設備の整備 

設置の有無及び定期

的な点検・メンテナン

ス 

なし 事業実施区域内 
工事開始時 

工事中：毎月 
40,000 

3 廃棄物 
建設廃棄物は指定された廃棄物処理場で適切

に処理する。 

廃棄物の内容と量 

廃棄物処理状況 
なし 指定廃棄物処理場 

工事開始時 

工事中：毎月 
55,000 

4 土壌 
建設機械、運搬車両を良好な状態に保つととも

に定期的な整備を実施する。 

建設機械、運搬車両の

定期的整備 
なし 事業実施区域 毎月 緩和策に記載 

5-a 

騒音・振動 

建設機械、運搬車両を良好な状態に整備すると

ともに低騒音・低振動型の重機を導入する。 

建設機械、運搬車両の

定期的整備及び低騒

音・低振動型重機の導

入確認 
なし 事業実施区域 毎月 緩和策に記載 

5-b 
大きな騒音・振動が発生する作業は時間を制限

するとともに事前に関係者へ連絡する。 

緩和策の取り組み状

況 

5-c 
工事サイトの周辺を 3.0m のフェンス等で囲

う。 
“1-a”と同じ 

5-d 
道路標識の設置により、アクセス道路を通行す

る運搬車両のスピードを制限する。 

設置の有無及び順守

状況 
なし アクセス道路 

工事開始時 

工事中:毎月 
13,000 

5-e 定期的な騒音・振動検査 
騒音：LAeq 

振動：L10 
IFC※2 事業実施区域境界 毎月 3,000 

6 悪臭 

建設労働者の排せつ物などは簡易トイレ・浄化

槽を設置し、定期的な点検・メンテナンスを行

う。 

設置の有無及び定期

的な点検・メンテナン

ス 

なし 事業実施区域内 
工事開始時 

工事中：毎月 
2 に含む 

7 生態系 伐採樹木は周辺住民の薪材として再利用する。 
伐採樹木の保管及び

再利用状況 
なし 

事業実施区域及び 

その周辺 
伐採後毎月 緩和策に記載 
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No. 環境項目 緩和策 項目 基準 地点 期間及び頻度 費用（USD） 

8 

既 存 の 社 会 イ

ン フ ラ や 社 会

サービス

ターミナルの改修時には、道路標識の設置や誘

導員の配置により、利用者に混乱が生じないよ

う配慮する。

道路標識の設置や誘

導員の配置 
なし 事業実施区域境界 毎月 5-d に含む

9-a

ジェンダー 

トイレや休憩所等の女性への配慮、積極的な雇

用

女性用トイレ及び休

憩所の設置、女性の雇

用者数 

無償事業の契約

約款 

‘6.1.24 Non-

Discrimination 

and Equal 

Opportunity’ 

事業実施区域 

工事開始前 

緩和策に記載 
9-b

男女の賃金に根拠なく差をつけない（同一労働

同一賃金） 

同一労働同一賃金の

確認 工事開始前／雇

用時 
9-c

上記について、コントラクターとの契約への記

載 
雇用契約書の確認 

10 子供の権利 
施 工 業 者 に 対 し 、 無 償 事 業 の 契 約 約

款 ’6.1,21 Child Labor’ を遵守させる。 
児童労働の確認 

無償事業の 

契約約款 

‘6.1.21 Child 

Labor’ 

事業実施区域 毎月 緩和策に記載 

11 感染症 

AIDs、HIV を含む感染症予防教育を工事従事者

に対して実施する。また COVID-19 への対策は

以下の通り。 

- ソーシャルディスタンスを保つ

- 手洗い及びアルコール消毒の奨励

- 全ての工事従事者に対するマスクの配布と

装着の徹底

- 毎日の朝礼前に検温の実施

- 労働者に陽性者が確認された場合は直ちに

休工とし、全員に PCR 検査を実施し、クラス

ターの発生を防ぐ。

- 工事従事者への教

育状況

- COVID-19 の対策状

況

なし 事業実施区域 毎日 24,000 

12-a

労働環境（労働

安全を含む） 

安全教育の実施、安全に配慮した作業計画の作

成等により労働環境に配慮する。また始業前及

び終業後の点呼の徹底や、休憩室、救護室等を

設置する。 

- 安全教育の実施状

況

- 作業計画の提出

- 点呼状況等

Labour Code 

(2012) 

事業実施区域 

毎月 

11 に含む 

12-b

労働者に陽性者が確認された場合は直ちに休

工とし、全員に PCR 検査を実施し、クラスター

の発生を防ぐ。 

PCR 検査結果の確認 なし 感染者発生毎 

13 事故 

安全教育の実施、安全に配慮した作業計画の作

成等を徹底する。また始業前及び終業後の点呼

の徹底や、休憩室、救護室等を設置する。 

- 事故の発生件数

- 安全教育の実施状

況

なし 事業実施区域 毎月 11 に含む 

供用時 
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No. 環境項目 緩和策 項目 基準 地点 期間及び頻度 費用（USD） 

1-a 

水質 

事業施設からの汚水対策として浄化槽を導入

し、定期的な点検・メンテナンスを行う。 

設置の有無及び定期

的な点検・メンテナン

ス 

なし 浄化槽設置地点 

設置工事 

終了時及び 

半年毎 

230,000 

1-b 定期的な排水検査 

pH, 電気伝導度 , 全

懸濁物質(TSS), 全容

解固形物, 塩分濃度, 

水温, 濁度, 全大腸

菌群, 大腸菌 

IFC※2 滑走路西側の排水路 半年毎 300/回 

2 廃棄物 
事業施設からの汚水対策として浄化槽を導入

し、定期的な点検・メンテナンスを行う。 
“1”と同じ 

3 悪臭 

定期的に廃棄物処理業者に依頼して処分する

ことになるが、確実に実施されているかどうか

定期点検を行う。 

廃棄物の内容と量 なし 空港敷地内 半年毎 緩和策に記載 

4 生態系 
事業施設からの汚水対策として浄化槽を導入

し、定期的な点検・メンテナンスを行う。 
“1”と同じ 

5 

既 存 の 社 会 イ

ン フ ラ や 社 会

サービス 

当該地域において横断歩道やハンプを導入し、

歩行者の安全を確保する。 

導入状況 

歩行者の通行状況 
なし 

住居、学校、医療施

設等の周辺道路 
半年毎 緩和策に記載 

6 感染症 

COVID-19 の感染拡大が収まるまで、下記の対

策を講じる。 

- ターミナルでの定期的な空気循環及び殺菌

処理 

- トイレ、搭乗カウンター、入口ゲートでの消

毒液の設置 

- 搭乗ゲート及び検疫検査ゲートでの検温 

- 全空港職員のマスクの装着 

COVID-19 の対策状況 なし ターミナル内 半年毎 12,000 

7-a 

労働環境（労働

安全を含む） 

空港職員への安全教育の実施及び安全に配慮

した勤務体系の構築等により労働環境に配慮

する。 

空港職員への安全教

育の実施状況 

安全に配慮した勤務

体系の構築 

Labour Code 

(2012) 
ターミナル内 半年毎 

6 に含む 

7-b 

空港職員に陽性者が確認された場合は直ちに

出勤停止措置を行い、職員全員に PCR 検査を実

施しクラスターの発生を防ぐ。 

PCR 検査結果の確認 なし ターミナル内 感染者発生毎 

8 事故 
横断歩道やハンプを導入し、歩行者の安全を確

保する。 
“5”と同じ 

*1 コストは実績に基づく参考値であり、詳細設計の段階で最終化される。(BOQ にて計上される), *2IFC: International Financial Cooperation（国際金融公社） 

出典：JST
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2-2-4-1-11 実施体制 

(1) 緩和策及びモニタリング計画 

緩和策及びモニタリング計画の実施体制について記載する。工事前/工事中については、工事業

者が実施機関である IPMU へ定期報告を行い、IPMU が実施責任機関として東ティモールの環境

監督機関である ANLA 及び JICA へ実施状況の報告を定期的に行う。報告頻度は、ANLA へは 1

回/年、JICA へは 1 回/3 ヶ月としている。また必要に応じて ANLA へ随時報告し、指示を仰ぐ。

また供用時については、Airport Operator が実施責任機関として定期的に ANLA 及び JICA へ実施

状況の報告を行う。報告頻度は、ANLA へは 1 回/年、JICA へは 1 回/6 ヶ月としている。また工

事前/工事中と同様に、必要時には ANLA へ随時報告し、指示を仰ぐ。 

 

 

 【工事前/工事中】 【供用時】 

出典：JST  

図 2-2.19 工事前/工事中及び供用時の実施体制図（案） 

(2) 苦情処理メカニズム 

住民またはステークホルダーからの苦情処理については 、工事前/工事中及び供用時において、

管轄する Dili Municipality または実施機関が対応することとなる。周辺コミュニティでは区長が

それぞれ任命されており、彼らが住民代表として Dili Municipality に異議を申し立てるか、もしく

は工事中であれば IPMU、供用時であれば Airport Operator に対して直接苦情を申し立て、その対

応協議を続けることとなる。苦情処理の手続き期間として、工事中及び供用時共に最大 45 日を想

定している。 

 

 
 

 

 

 

JICA 

Contractor 

IPMU 

ANLA 

Inspection Body 

Internal International 

JICA ANLA 

Inspection Body 

Internal International 

Airport 
Operator 
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    【工事前/工事中】                【供用時】 

出典：JST  

図 2-2.20工事前/工事中及び供用時の苦情処理体制（案） 

2-2-4-1-12 ステークホルダー協議 

ステークホルダー協議について ANATL 及び ANLA と協議した結果、記述の通り東ティモール

において本事業は、JICA スコープとなる旅客ターミナル建設に加え、ADB スコープとなる滑走

路、誘導路、エプロン建設、オーストラリア政府のスコープとなるアクセス道路、駐車場建設、

東ティモール政府によるその他建設事業が含まれ、全て一体事業とみなされることとなった。そ

のため、JICA スコープ単独で SH 協議を実施すると住民の混乱を招くことから、一体事業として

東ティモールの EIA 手続きフロー（カテゴリ A）に従って、ステークホルダー協議を 2 回（スコー

ピング時及び DFR 作成時）実施することになった。2023 年 1 月時点で第 1 回目のステークホル

ダー協議は実施されていない。 

 

JICA 

IPMU 

Inspection Body 

Airport Operator 

Dili Municipality 

Local resident + Representative 

JICA 

Inspection Body 

Dili Municipality  

Local resident+ Representative 

Max.15 days 

Max.30 days 

As required 

Max.15 days 

Max. 30 days 
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As required 
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2-2-4-1-13 モニタリングフォーム案

(1) 工事前/工事中

1) 大気質

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

1-a
仮囲いの設置の 

有無 
事業実施区域境界、工事開始時、現場確認、“5-c”を含む 

1-b 場内の散水 事業実施区域及び周辺、毎日（乾期）、現場確認 

No. 項目 測定値（平均値） 測定値（最大値） ベースライン値 現地基準 IFC 備考（測定場所、頻度、方法等） 

1-c PM10 µg/m3 µg/m3 39-106 µg/m3 無 50 µg/m3 
事業実施区域境界、毎月、 

サンプリング後に分析

2) 水 質

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

2 

排水設備設置の有

無及び定期的な点

検・メンテナンス 

事業実施区域、工事開始時及び毎月、現場確認 

3) 廃棄物

No. 廃棄物の種類 廃棄物量 (ton or m3) 周辺環境への影響 備考（測定場所、頻度、方法等） 

3-d

建設発生土 
指定廃棄物処理場、工事開始時及

び毎月、目視又は 

重量計測 

瓦礫 

伐採林 
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No. 廃棄物の種類 廃棄物量 (ton or m3) 周辺環境への影響 備考（測定場所、頻度、方法等） 

一般廃棄物   

有機系廃棄物   

その他   

4) 土壌汚染 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

4 
建設機械、運搬車両の 

定期的な整備状況 
 

事業実施区域、毎月、稼働時の検査及び

重機ドライバーへのヒアリング 

5) 騒音・振動 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

5-a 

建設機械、運搬車両の 

適切な整備及び低騒音・低

振動型重機の導入確認 

 
事業実施区域、毎月、稼働時の検査及び

重機ドライバーへのヒアリング 

5-b 
騒音・振動が発生する 

作業の制限及び事前通知 
 

5-d 
道路標識の設置状況 

運搬車両の走行状況 
 

事業実施区域、毎月、運搬車両ドライ

バーへのヒアリング及び現場確認 

 

No. 項目 単位 測定値 ベースライン値 現地基準 日本 備考（測定場所、頻度、方法等） 

5-e 
騒音レベル LAeq dB 60.8 – 69 dB 

無 
85 dB 事業実施区域境界、毎月、騒音計・振動計による 

現地測定 振動レベル Lv10 dB - 75 dB 
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6) 悪 臭 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

6 

簡易トイレ・浄化槽の設置

の有無及び定期的な点検・

メンテナンス 

 
事業実施区域内、工事開始時及び毎月、

現場確認 

7) 生態系 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

7 
伐採樹木の保管及び 

再利用状況 
 

事業実施区域及びその周辺、伐採後毎

月、現場確認及び近隣住民へヒアリング 

8) 既存社会インフラや社会サービス 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

8 
道路標識の設置や 

誘導員の配置 
 

事業実施区域境界、毎月、現地踏査及び

関係者へヒアリング 

9) ジェンダー 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

9-a 
女性用トイレ及び休憩所の

設置、女性の雇用者数 

 事業実施区域、工事開始前、現地踏査 

及び日報確認 

9-b 同一労働同一賃金の確認  事業実施区域、工事開始前／雇用時 

雇用契約書の確認 9-c 雇用契約書の確認  
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10) 子ども権利 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

10 児童労働の確認 
 事業実施区域、毎月、日報確認及び 

関係者へヒアリング 

11) 感染症 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

11 
工事従事者への教育状況 

COVID-19 の対策状況 

 事業実施区域、毎月、日報確認及び 

関係者へヒアリング 

12) 労働環境 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

12-a 

安全教育の実施状況 

作業計画の提出 

点呼状況等 

 
事業実施区域、毎月、日報確認及び 

関係者へヒアリング 

No. 項目 感染者の情報 感染者の発生状況 経過報告 備考（測定場所、頻度、方法等） 

12-b PCR 検査結果の確認 
   事業実施区域、感染者発生毎、日報確認

及び関係者へヒアリング 

13) 事 故 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

23 
事故の発生件数 

安全教育の実施状況 

 事業実施区域内、毎月、日報確認及び 

関係者へヒアリング 
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(2) 共用時 

1) 水質・廃棄物・生態系 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

1-a 

2 

4 

浄化槽の設置状況及び定期的

な点検・メンテナンス 
 浄化槽設置地点、設置終了時及び半年毎、現場確認 

 

No. 項目 測定値（平均値） 測定値（最大値） ベースライン値 IFC 備考（測定場所、頻度、方法等） 

1-b 

pH   8.7 - 8.8 6 – 9 

滑走路西側の排水路, 半年毎, サ

ンプリング後に分析 

Electrical Conductivity (EC) µS/cm µS/cm 23800 – 59100 - 

Total Suspended Solid (TSS) mg/L mg/L 0.11 – 0.14 50 

Total Dissolved Solid (TDS) mg/L mg/L 11880 – 29500 - 

Salinity ‰ ‰ 14.4 – 39.5 - 

Temperature ℃ ℃ 28.4 – 29.0 - 

Turbidity NTU NTU 0.3 – 0.6 - 

Total coliform CFU/100ml CFU/100ml 0 400 

E.coli CFU/100ml CFU/100ml 0 0 

2) 既存の社会インフラや社会サービス・事故 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

5 

9 

横断歩道やハンプの導入状況 

歩行者の通行状況 

 空港内及び住居、学校、医療施設等の周辺道路、半年

毎、現地踏査及び関係者へのヒアリング 

3) 感染症 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

6 COVID-19 の対策状況  ターミナル内、半年毎、日報確認及び関係者へヒアリング 
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4) 労働環境 

No. 項目 報告期間中の状況 備考（測定場所、頻度、方法等） 

7-a 
空港職員へ安全教育の実施状況 
安全に配慮した勤務体系の構築 

 ターミナル内、半年毎、日報確認及び関係者へヒアリン
グ 

 
No. 項目 感染者の情報 感染者の発生状況 経過報告 備考（測定場所、頻度、方法等） 

7-b PCR 検査結果の確認 
   ターミナル内、感染者発生毎、日報確認及び関係者へ

ヒアリング 

2-2-4-1-14 環境チェックリスト 

分
類 

環境項目 主なチェック事項 
Yes: Y 

No: N 

具体的な環境社会配慮 

(Yes/No の理由、根拠、緩和策等） 

１ 

許
認
可
・
説
明 

(1)EIA および環

境許認可 

(a) 環境アセスメント評価報告書（EIA レポート)等は作

成済みか。 

 

 

 

(b) EIA レポート等は当該国政府により承認されている

か。 

(c) EIA レポート等の承認は付帯条件を伴うか。付帯条件

がある場合は、その条件は満たされるか。 

(d) 上記以外に、必要な場合には現地の所管官庁からの

環境に関する許認可は取得済み

か。                                       

(a) N 

 

 

 

 

(b) N 

 

(c)不明 

 

(d) N 

(a) 東ティモールにおいて本事業は、JICA スコープとなる旅客ターミナ

ル建設に加え、ADB スコープとなる滑走路、誘導路、エプロン建設、オー

ストラリア政府のスコープとなるアクセス道路、駐車場建設、東ティ国

政府によるその他建設事業が含まれ、全て一体事業とみなされることと

なった。そのため事業実施者である ANATL が取りまとめて作成を行う。 

(b) 手続き中である。 

 

(c) 作成中 

 

(d) 不要 

(2)現地ステー

クホルダーへの

説明 

(a) プロジェクトの内容および影響について、情報公開

を含めて現地ステークホルダーに適切な説明を行い、理

解を得ているか。 

(b) 住民等からのコメントを、プロジェクト内容に反映

させた

(a) Y 

 

 

(b) Y 

(a) 近隣住民へのインタビューを通じ理解を得ている。スコーピング時

と EIA レポート作成時にステークホルダー協議を実施する方針である。 

 

(b) 労働者としての雇用を期待しており、公平な雇用を期す予定であ

る。 
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分
類 環境項目 主なチェック事項 

Yes: Y 

No: N 

具体的な環境社会配慮 

(Yes/No の理由、根拠、緩和策等） 

か。

(3)代替案の検

討 

(a) プロジェクト計画の複数の代替案は（検討の際、環

境・社会に係る項目も含めて）検討されているか。 

(a) Y (a) 事業を実施しない案及び原案の 2 案について、経済需要面、費用面、

環境面の評価を行った。 

２

汚
染
対
策

(1)大気質

(a) 利用する航空機等から排出される大気汚染物質によ

る影響はあるか。当該国の環境基準等と整合するか。必

要な緩和策はとられるか。 

(b)空港及び附帯施設付近において大気汚染状況が既に環

境基準を上回っている場合、プロジェクトが更に大気汚

染を悪化させるか。大気質に対する対策はとられるか。 

(a) N

(b) N

(a) ターミナル建設後も発着便数は急激に変化しないため、大気環境へ

の影響が悪化することはない。 

(b) トラックや重機により工事中に一時的に大気濃度は悪化する可能性

がある。そのため工事中は安全運転の徹底、破砕時の散水実施等の緩和

策を実施する。一方、供用時には大気汚染を悪化させる活動は想定され

ない。 

(2)水質

(a) 関連施設・付帯設備等からの排水に含まれる BOD、

COD、SS、油分等の汚濁物質は当該国の排出基準等と整合

するか。また、排出により当該国の環境基準と整合しな

い区域が生じるか。 

(a)不明 (a) 当該国の排水基準は規定されていないため比較は難しいが、浄化槽

の設置等、対策を施した後に排水を行う予定である。 

(3)廃棄物
(a) 空港及び付帯施設からの廃棄物は当該国の規定に

従って適切に処理・処分されるか。 

(a) Y (a) 建設発生土の大半は空港敷地内で再利用する予定のため、廃棄物は

大量に発生しない。また Tibar 最終処分場の残余年数は十分である。 

(4)土壌汚染

(a) サイトの土壌は、過去に汚染されたことがあるか。

また、航空機燃料等の漏出によって土壌を汚染しない対

策がなされるか。 

(a) Y (a) サイトの土壌は未開発の土地のため、過去に汚染された経緯はな

い。また適切な航空機燃料の漏出対策を行う予定である。 

(5)騒音・振動

(a) 航空機による騒音は当該国の基準と整合するか。

(b) 空港利用者の車輌や空港稼働に伴う車両等からの騒

音・振動による悪影響はあるか。ある場合、対策は用意

されるか。 

(a)不明

(b) N

(a) 当該国に騒音の基準は存在しない。プロジェクトによる急激な便数

の増加はなく、騒音環境の大きな変化は生じない。 

(b) 空港利用者の増加が見込まれるため、騒音が大きくなる可能性があ

るが、全て空港敷地内のため周辺への影響は軽微である。 

(6)地盤沈下
(a) 大量の地下水汲み上げを行う場合、地盤沈下が生じ

る恐れがあるか。 

(a) N (a) 本プロジェクトにおいて地下水を大量に汲み上げる活動は想定され

ていない。 

(７)悪 臭
(a) 悪臭源はあるか。悪臭防止の対策は取られるか。 (a) Y (a) ターミナルから発生する一般廃棄物等から悪臭が発生する可能性が

あるが、定期的に廃棄物処理業者に依頼して処分する。 
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分
類 

環境項目 主なチェック事項 
Yes: Y 

No: N 

具体的な環境社会配慮 

(Yes/No の理由、根拠、緩和策等） 

 

(1)保護区 

(a) サイトは当該国の法律・国際条約等に定められた保

護区内に立地するか。プロジェクトが保護区に影響を与

えるか。 

(a) N (a) プロジェクト周辺に保護区は存在しない。 

(2)生態系 

(a) サイトは原生林、熱帯の自然林、生態学的に重要な

生息地（珊瑚礁、マングローブ湿地、干潟等）を含む

か。 

(b) サイトは当該国の法律・国際条約等で保護が必要と

される貴重種の生息地を含むか。 

(c) 生態系への重大な影響が懸念される場合、生態系へ

の影響を減らす対策はなされるか。 

(d) プロジェクトによる水利用（地表水、地下水）が、

河川等の水域環境に影響を及ぼすか。水生生物等への影

響を減らす対策はなされるか。 

(a) N 

 

 

(b) N 

 

(c) -  

 

(d) N 

(a) 事業計画地及びその周辺に生態学的に重要な生息地は存在しない 

 

 

(b) 事業計画地及びその周辺に貴重種の生息地は存在しない 

 

(c) 事業計画地は未利用の更地のため、生態系への重大な影響は懸念さ

れない 

(d) プロジェクトの地下水下流側に河川等の水域環境は存在しないが、

沿岸地域のため、海水域の生物への影響が懸念される。しかし汚水排水

対策として浄化槽の設置を予定しているため、海水域の生物の影響は想

定されない。 

(3)水象 

(a) 空港及び関連施設の建設による水系の変化に伴い、

地表水・地下水の流れに悪影響を及ぼすか。 

 

(b) 海域に建設される場合、流況、波浪、潮流、流入河

川水流等に悪影響を及ぼすか。 

(a) N 

 

 

(b) N 

(a) 事業計画地は沿岸内陸部に位置し、ターミナル建設による大規模な

汲み上げも計画されていないため、下流側の地表水及び地下水の流れに

悪影響は及ぼさない。 

(b) ターミナルは海域に建設されない。 

３ 

自
然
環
境 

(4)地形・地質 

(a) 広範囲の造成に伴い、計画地周辺の地形・地質構造

が大規模に改変されるか。  

(b) 盛土、切り土等地山の改変は、地山の安定を考慮し

て計画されるか。 

(c) 盛土部、切土部、土捨て場、土砂採取場からの土壌

流出は生じるか。土砂流出を防ぐための適切な対策がな

されるか。 

(d) 海域に建設される場合、自然海浜の消失は生じる

か。 

(a) N 

 

(b) N  

 

(c) N 

 

 

(d) N 

(a) 事業計画地はほぼ更地のため、計画地の地形及び地質構造の大規模

改変は行われない。 

(b) 盛土、切り土等地山の改変は多少行われるが、地山の安定を揺るが

すほどの大規模事業は計画されていない。 

(c) 盛土、切り土等地山の改変は多少行われるが、小規模かつ内陸で事

業が実施されるため、土壌流出は生じない。建設発生土の処分について

もその多くが敷地内で適切に処理される。 

(d) ターミナルは海域に建設されない。 
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分
類 

環境項目 主なチェック事項 
Yes: Y 

No: N 

具体的な環境社会配慮 

(Yes/No の理由、根拠、緩和策等） 

４ 

社
会
環
境 

(1)住民移転 

(a) プロジェクトの実施に伴い非自発的住民移転は生じ

るか。生じる場合は、移転による影響を最小限とする努

力がなされるか。 

(b) 移転する住民に対し、移転前に補償・生活再建対策

に関する適切な説明が行われるか。 

(c) 住民移転のための調査がなされ、再取得価格による

補償、移転後の生活基盤の回復を含む移転計画が立てら

れるか。 

(d) 補償金の支払いは移転前に行われるか。 

(e) 補償方針は文書で策定されているか。 

(f) 移転住民のうち特に女性､子供､老人､貧困層､少数民

族・先住民族等の社会的弱者に適切な配慮がなされた計

画か。 

(g) 移転住民について移転前の合意は得られるか。 

(h) 住民移転を適切に実施するための体制は整えられる

か。十分な実施能力と予算措置が講じられるか。 

(i) 移転による影響のモニタリングが計画されるか。 

(j) 苦情処理の仕組みが構築されているか。 

(a) N 

 

 

(b)  

 

(c) 

 

 

(d) 

(e) 

(f) 

 

 

(g) 

(h) 

 

(i) 

(j) 

(a)ターミナルの建設に伴う非自発的住民移転は生じない。 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

(d) 

(e) 

(f) 

 

 

(g) 

(h) 

 

(i) 

(j) 

(2)生活・生計 

(a) プロジェクトによる住民の生活への悪影響は生じる

か。必要な場合は影響を緩和する配慮が行われるか。 

(b) プロジェクトによって周辺の道路交通や地域住民に

よる土地利用、水域利用に影響はあるか。 

 

 

 

(c) 他の地域からの人口流入により病気の発生（HIV 等の

感染症を含む）の危険はあるか。必要に応じて適切な公

衆衛生への配慮は行われるか。 

(d) プロジェクトの実施により必要となる社会基盤の整

(a) N  

 

(b) N 

 

 

 

 

(c) Y 

 

 

(d) Y  

(a) プロジェクトの実施による雇用が想定され、プラスの影響が期待さ

れる。 

(b) 事業計画地は全て事業実施者による管理地のため、土地利用の影響

はない。また事業計画地の下流側に住居は存在しないため、水域利用の

影響はない。供用時には送迎車両による交通量の増加が考えられるが、

周辺道路の現状は、朝夕の通勤、帰宅時間帯においても深刻な渋滞が発

生していないことから、急激な悪化は想定されない。 

(c) 建設時に労働者の流入により HIV 等の感染症を含む病気が発生する

可能性がある、そのため感染症予防教育を工事従事者に対して実施する

等、適切な公衆衛生への配慮を行う。 

(d) アクセス道路として既存道路を利用するため、既存の社会基盤を整
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分
類 

環境項目 主なチェック事項 
Yes: Y 

No: N 

具体的な環境社会配慮 

(Yes/No の理由、根拠、緩和策等） 

備は十分か（アクセス道路等）。不十分な場合、整備計

画はあるか。 

(e) 空港施設及び構造物による日照阻害、電波障害は生

じるか。 

 

 

(e) N 

備する必要はない。 

 

(e) 空港施設は二層のため日照阻害及び電波障害は生じない。 

(3)文化遺産 

(a) プロジェクトにより、考古学的、歴史的、文化的、

宗教的に貴重な遺産、史跡等を損なう恐れはあるか。ま

た、当該国の国内法上定められた措置が考慮されるか。 

(a) N (a) 事業計画地周辺に文化遺産は存在しない 

(4)景 観 

(a) 特に配慮すべき景観が存在する場合、それに対し悪

影響を及ぼすか。影響がある場合には必要な対策は取ら

れるか。 

(a) N (a) 事業計画地周辺に配慮すべき景観は存在しない。 

(5)少数民族、

先住民族 

(a) 少数民族、先住民族の文化、生活様式への影響を軽

減する配慮がなされている

か。                            

(b) 少数民族、先住民族の土地及び資源に関する諸権利

は尊重されるか。 

(a) -  

 

(b) -  

(a) 事業計画地周辺に少数民族、先住民は存在しない。 

 

(b) - 

４ 

社 

会 

環 

境 

(6)労働環境 

(a) プロジェクトにおいて遵守すべき当該国の労働環境

に関する法律が守られるか。 

(b) 労働災害防止に係る安全設備の設置、有害物質の管

理等、プロジェクト関係者へのハード面での安全配慮が

措置されているか。 

(c) 安全衛生計画の策定や作業員等に対する安全教育

（交通安全や公衆衛生を含む）の実施等、プロジェクト

関係者へのソフト面での対応が計画・実施されている

か。 

(d) プロジェクトに関係する警備要員が、プロジェクト

関係者・地域住民の安全を侵害することのないよう、適

切な措置が講じられているか。 

(a) Y 

 

(b) Y 

 

 

(c) Y 

 

 

 

(d) Y 

(a) 当該国の労働法に準拠した労働環境とする予定である。 

  

(b) 労働法に準拠し、ハード面の安全配慮に基づいた措置を行う予定で

ある。 

 

(c) 労働法に準拠し、ソフト面での対応及び計画を行う予定である。 

 

 

 

(d) 警備要員に対しても研修を実施し、プロジェクト関係者・地域住民

の安全を侵害することのないよう、適切な措置を講じる予定である。 

 

 

(1)工事中の影

響 

(a) 工事中の汚染（騒音、振動、濁水、粉じん、排ガ

ス、廃棄物等）に対して緩和策が用意されるか。 

(a) Y 

 

(a) 緩和策を列挙した環境管理計画を用意している。 
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分
類 

環境項目 主なチェック事項 
Yes: Y 

No: N 

具体的な環境社会配慮 

(Yes/No の理由、根拠、緩和策等） 

 

５ 

そ 

の 

他 

(b) 工事により自然環境（生態系）に悪影響を及ぼす

か。また、影響に対する緩和策が用意されるか。 

(c) 工事により社会環境に悪影響を及ぼすか。また、影

響に対する緩和策が用意されるか。 

(b) N 

 

(c) N 

  

(b) 事業計画地は未開発の更地であり、また周辺に生態学的に重要なエ

リアは存在しないため、自然環境への悪影響は想定されない。 

(c) プロジェクトの実施による新規雇用が想定され、プラスの影響が期

待される。 

(2)モニタリン

グ 

(a) 上記の環境項目のうち、影響が考えられる項目に対

して、事業者のモニタリングが計画・実施されるか。 

(b) 当該計画の項目、方法、頻度等はどのように定めら

れているか。 

(c) 事業者のモニタリング体制（組織、人員、機材、予

算等とそれらの継続性）は確立されるか。 

(d) 事業者から所管官庁等への報告の方法、頻度等は規

定されているか。 

(a) Y 

 

(b) – 

 

(c) Y 

 

(d) Y 

(a) 工事中及び供用中の汚染については軽微な影響が想定されるため、

それらに対応したモニタリング計画を用意している。 

(b) 東ティ国の技術レベルや機材の整備状況を勘案し、実施機関と十分

に協議を行い決定する。 

(c) 今後、事業実施者へ人員を求めていく。 

 

(d) 工事中:ANLA へ 1 回/年、JICA へ 1 回/3 ヶ月としている。 

供用時:ANLA へ 1 回/年、JICAへ 1 回/6 ヶ月としている。 

 

 

 

 

 

６ 

留 

意 

点 

他の環境チェッ

クリストの参照 

(a) 必要な場合は、道路、鉄道、橋梁に係るチェックリ

ストの該当チェック事項も追加して評価すること（空港

へのアクセス道路が整備される場合等）。 

(b) 空港が海上に建設される場合等、必要な場合には港

湾に係るチェックリストの該当チェック事項も追加して

評価すること。 

(c) 必要な場合は、林業に係るチェックリストの該当

チェック事項も追加して評価すること（大規模な森林伐

採が行われる場合等）。 

(a) N 

 

 

(b) Y 

 

 

(c) N  

(a) 特に該当しない。 

 

 

(b) 滑走路延長事業は ADB の融資であり、ADB が作成した EIA 報告書にて

評価が行われ、環境管理計画、環境モニタリング計画が策定されてい

る。 

(c) ターミナルの建設伴って伐採を行うが、大規模な森林伐採には該当

しない。 

環境チェックリ

スト使用上の注

意 

(a) 必要な場合には、越境または地球規模の環境問題へ

の影響も確認する（廃棄物の越境処理、酸性雨、オゾン

層破壊、地球温暖化の問題に係る要素が考えられる場合

等）。 

(a) N (a) 事業実施に伴う地球温暖化の問題に係る要素は想定されない。 

注 1）表中『当該国の基準』については、国際的に認められた基準と比較して著しい乖離がある場合には、必要に応じ対応策を検討する。 

当該国において現在規制が確立されていない項目については、当該国以外（日本における経験も含めて）の適切な基準との比較により検討を行う。 

注 2）環境チェックリストはあくまでも標準的な環境チェック項目を示したものであり、事業および地域の特性によっては、項目の削除または追加を行う必要がある。 

出典：JICA チェックリストを基に調査団作成 
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2-3 当該国における無償資金協力事業実施上の留意点

東ティモールでは、前回準備調査が当国の無償資金協力の最新の準備調査で、それ以後、準備

調査は実施されていない。また、本体工事も前回調査時に実施中であった、「ディリ港フェリー

ターミナル緊急移設計画」、「東ティモール国立大学工学部新校舎建設計画」、「コモロ川上流新橋

建設計画」が完了しており現地で邦人コントラクターの活動はない。

東ティモール国では、無償資金協力事業についての一般的な免税処置はなく、事業単位で、閣

議承認を受け免税処置をとっている。

過去の無償案件では、E/N、G/A に基づき、法人企業に対する法人税、個人所得税は免税とな

る。法人税は、申告額をゼロとし実施機関を通して税務署へ申告する。個人所得税は、毎月納付

を行い、その納付書を実施機関に提出し、実施機関が税務署へ還付請求書を提出し、後日還付さ

れている。

資機材の輸入に関しては、輸入税 2.5％、物品税 2.5％となっている。これらは東ティモール国

内の手続きにより実施機関が支払うことで実質無税となっている。E/N、G/A を締結する前に、財

務省は、実施機関にこれらを負担する確約書の提出を求めている。

支払い手続きは、物品輸入前に施工業者よりコンサルタントへ船籍書類のコピーを添付したレ

ターを提出し、コンサルタントが実施機関へ提出、財務省の承認を得て、実施機関が税金支払い

の手続きを実施している。

過去には、実施機関の税負担準備の遅れにより、輸入資材の通関ができず、ディリ港に 1 ヵ月

前後止められる場合があった。また、実施機関による税負担はわかっているものの、政府による

予算配分の遅れにより、支払いする事ができず、通関手続きができない事象も発生している。今

回の調査では、無償事業に係わる関税関係は、現地法に基づき免除となることが確認された

東ティモールの実施機関と税徴収を所管する省庁が同じでないことが多いので、免税に関する

対応に時間を要する場合が発生している。



第 3 章 プロジェクトの内容 
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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要

3-1-1 プロジェクトの目標

本事業で整備する新旅客ターミナルビルと関連施設は、航空旅客の安全性、利便性、快適性

を改善しつつ増加する航空需要に適切に対処することにより、主に外国人訪問客増加を支え、

観光産業の振興につながると考えられる。よって、東ティモールの経済発展に寄与することが

期待される。上位目標及びプロジェクト目標を以下の通りとする。 

上位目標 ： ディリ国際空港の輸送量増加により、東ティモールの経済発展に寄与す

る。 

プロジェクト目標 : ディリ国際空港において旅客ターミナル新築により旅客の安全性・利便

性・快適性が改善され、将来的な航空需要の増加への対応がなされる。 

3-1-2 プロジェクトの概要

(1) 第 1次現地調査で議論された計画内容とその後

本調査の第 1 回現地調査において、Technical Memorandum（T/M）が調査団と IMWG の議長代

理（Director General of Directorate General for Management and Mobilization of External Resources）と

の間で 2021 年 12 月 10 日に調印された。同 T/M では IMC（Inter-ministerial Commission）による

最終承認を前提に、プロジェクトの計画内容として下記が合意された。

1） 旅客ターミナルビル 

建築概要 地上 2階建て、延べ床面積 11,400 m2 

構造 鉄筋コンクリート構造+鉄骨造屋根 

機械設備 給排水衛生設備、空調換気設備、消火設備 

電気設備 受配電設備、照明コンセント設備、電話設備、LAN設備、火報

設備、放送設備、CCTV設備、FIDS設備、避雷設備 

ターミナル機器 搭乗橋、手荷物搬送設備、セキュリティ機器、エレベータ 

2） ユーティリティビル

建築概要 地上 1階建、延べ床面積 500 m2 

構造 鉄筋コンクリート構造 

機械設備 給排水設備、換気設備、消火設備 

電気設備 受配電設備、照明コンセント設備、電話設備、避雷設備 

3） 電力供給設備 発電機 500 kVA 2基、受変電設備 
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4） 上水供給施設 日当たり需要量 62 m3 を満足する貯水槽、浄化装置、ポンプ

施設を設置 

   

5） 下水処理施設 日当たり下水量 62m3 を処理する処理施設を設置し、環境基準

に合致するレベルまで処理し最寄りの排水溝に放流。 

しかし、旅客ターミナルビル計画の根幹にかかわる階層方式について IMC の承認が得られず、

業務実施が大幅に遅れることになった。最終的には、階層方式について、1.5 層方式から 2 層方式

に変更することが IMC により決定され、それに基づき旅客ターミナルビル計画案は大幅に変更

された。 

さらに、COVID-19 パンデミックやウクライナ情勢による資機材価格の高騰及び急激な円安の

進行により、E/N において合意された無償資金協力の枠内でプロジェクトを実施することが困難

な見通しとなった。 

上記より、電力供給設備を無償資金協力の対象から外すとともに、旅客ターミナルビルの一部

分と PBB、BHS、保安検査機材を先方負担事業として、無償資金協力の対象を整理することとし

た。 

(2) 概略設計と無償資金協力の対象 

本調査での概略設計は、旅客ターミナルビル全体が対象となるが、前述の経緯より無償資金協

力の対象は E/N の金額を考慮して決定することとなる。したがって、概略設計をもとに旅客ター

ミナルビル全体の積算を実施し、無償分と先方負担分について整理する必要があり、無償分と先

方負担分の区分けは下表のとおりとする。 

表 3-1.1 無償資金分と先方負担分の区分け 

 無償資金協力分 先方負担分 

建築工事及び空港
特殊設備 

✓ 旅客ターミナルビル躯体工事、
外装工事、屋根工事、 
 

✓ 国際線パブリックエリアの床・
壁下地工事、仕上げ工事、建具工
事 

 
✓ エレベータ工事 
 
※無償資金協力分と先方負担分の
境界壁の壁下地は無償協力分に含
む 

✓ 出発・到着手荷物搬送システム（BHS
及び BHS 架台） 
 

✓ 保安検査機材 
 
✓ 旅客搭乗橋（PBB） 
 
✓ 下記エリアの床・壁下地工事、仕上

げ工事、建具工事 
 Concession (Shop, Restaurant, 
CIP lounge)：Yellow 

 CIQ Offices：Light blue 
 Airline offices：Light blue 
 AVSEC(Security), Monitors 
rooms：Light blue 

 Domestic Arrival and 
Departure：as attached 
 

✓ カウンター等固定家具、出発ゲー
トラウンジの椅子とサイン標識 
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無償資金協力分 先方負担分 

✓ 東ティモールの文化伝統を表現す
る意匠

✓ 外構

機械電気設備工事 ✓ 国際線パブリックエリアの機械
電機設備工事

✓ Shop, Restaurant, CIP lounge,
CIQ Offices, Airline offices,
AVSEC(Security) Monitors
rooms, Domestic Arrival and
Departure にかかる下記工事
 遮断機までの配電設備
 ひとつのエリアにつき 1 か所
の給水管立ち上がり

 ひとつのエリアにつき 1 か所
の排水口

 空調設備のための設置場所と
配管・ダクトスペース

 防災設備（スプリンクラー、
自動火災報知設備、非常放送,
非常照明）

✓ 上水供給施設及び下水処理施設

✓ 下記エリアの機械電機設備工事
 Concession (Shop, Restaurant,
CIP lounge)：Yellow

 CIQ Offices：Light blue
 Airline offices：Light blue
 AVSEC(Security), Monitors 
rooms：Light blue

 Domestic Arrival and 
Departure：as attached 

✓ フライト情報表示設備（FIDS）

✓ ローカルエリアネットワーク設備
（LAN）

✓ 電話設備

✓ 監視カメラ設備（CCTV）

✓ 下水処理タンク

出展：JST 

図 3-1.1 無償資金協力分と先方負担分の区分 （1階） 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-1.2 無償資金協力分と先方負担分の区分 （2階） 

3-2 協力対象事業の概略設計

3-2-1 設計方針

(1) 基本方針

本事業で整備されるのは、下記のとおりである。

 旅客ターミナルビルの建設（国際線国内線一体とし、延べ床面積 11,653 m2 を満たす。）

 関連施設（上水供給施設、下水処理施設）

当初、旅客ターミナルビルの供用開始年次は 2025 年と計画されており（2022 年 10 月時点で、

供用開始年次は 2026 年）、施設計画上の目標年次は供用開始 5 年後の 2030 年（Stage 1）とされ

た。ADB 事業におけるエプロンの規模は、2040 年対応（Stage 2）で計画されているため、旅客

ターミナルビルは将来の拡張整備が容易に実施できることを考慮して計画する。

本調査開始時点で発電機を含む電源局舎は本事業に含まれるはずであった。しかし、COVID-19

やウクライナ情勢による資機材価格の高騰及び急激な円安の進行により、E/N において合意され

た無償資金協力の枠内で実施することが困難となったため、発電機を含む電源局舎は先方負担事

業とすることで確認している。

また上記により、旅客ターミナルビル床面積最大 11,653 m2 すべてを無償資金協力の枠内で実

施することが困難となったため、一部を先方負担事業とすることが確認されている。

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）

ファイナル・レポート

3-5

(2) 自然条件に対する方針

気候は、熱帯モンスーン気候に属し、雨季と乾季の区別がある。雨季は 12～4 月、乾季は 6～
10 月で、5 月と 11 月は遷移シーズンにあたる。日中の最高気温は、山岳地域を除き、1 年を通じ

て 30℃台と比較的高温である。このような気候より、自然条件に対する方針は下記のとおりとす

る。

 温度・日射への対策としては、窓面に対する日射の遮蔽を行い、自然通風を取り入れ、日よ

けの屋根を設置するなどの対策を講じる。

 降雨・多湿への対策としては、カビなどの発生による汚れを防ぐ仕上げ材料を選定する。

 乾季における埃の侵入に留意した開口部、空調設備計画とする。

 屋根樋など雨水排水断面の設計にあたっては、スコールで降雨が集中することを考慮した

降雨強度を採用する、

 空港が海浜地域にあることから、外気に面する箇所（屋根、外壁）には最低限の塩害対策を

講じる。

 地震と風については、東ティモールに現在構造設計基準がないことから、日本の基準を基

にインドネシアの基準等を参考にする。

(3) 社会条件に対する方針

社会条件に対する方針としては、セキュリティ、ユニバーサルデザイン、ジェンダー平等、省

エネルギーを考慮した設計とする。

 旅客ターミナルビル内のセキュリティについては、航空機搭乗前のハイジャック防止対策、

旅客ビルの入り口の入館セキュリティ及び従業員のセキュリティを考慮し計画する。

 ユニバーサルデザインについて 1980 年に米国で下表に示す 7 原則が示された。日本では

2006 年に施行された「バリアフリー新法」（高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法）において交通施設におけるその考え方が確立された。本調査でもユニバーサル

デザインの原則を概略設計へ反映させる。下表にユニバーサルデザインの 7 原則と旅客

ターミナルビルへの適用例の一部を示す。

表 3-2.1 ユニバーサルデザインの 7原則 

7 原則 具体的適用例 

1 公平性  施設内の段差による障害を解消するための計画、設備を提案する。

2 自由度  男女それぞれのトイレ内にベビーシート、ベビーベッドを設ける。

3 単純性  目的とする場所に迷わずに行ける分かり易いサイン計画

4 分かりやすさ  複数の言語を大きな文字でわかりやすく表示したサイン計画

5 安全性  滑りにくい床材、安全性を考慮した建具の採用

6 身体への負担の少なさ  高齢者や幼児等に対応した手すりを配置する。

7 余裕あるスペース  空間計画に当たっては、アクセスのための十分なスペースを確保する。

 国家戦略として 2010 年代にジェンダー平等、主流化を推進したことにより、世界経済
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フォーラムが発表した最新のジェンダーギャップ指数（2021）は、156 ヵ国中 64 位と大幅

に順位を上げている。このジェンダー平等、主流化を後押しするべく、適切なトイレを計

画する。 

 持続可能で環境負荷低減に十分配慮した計画を行うこととし、運用時において環境負荷の

少ない施設とするための省エネルギー手法として、節水型衛生陶器や LED 照明器具の導

入、自然採光活用並びに断熱性能向上を目指す。 

(4) 建設事情に対する方針 

建築物に関する東ティモールの独自の建築基準法は未整備である。そのため、日本の建築法規

に基づき設計する。ただし、建築物防火、下水処理並びに建築物エネルギー効率については、下

記の規定、ガイドラインに基づく。 

 建築物防火：NFPA (National Fire Protection Association) 規定 

 下水処理及び建築物エネルギー効率：EHS ガイドライン（Environment, Health. and Safety 
Guidelines, WBG） 

建設工事に使用する生コンクリートや骨材については、製造設備を持った会社が複数あり、現

地で入手可能である。セメントや鉄筋は現地で生産していないためインドネシア製や中国製が流

通しており入手可能である。ただし、調達や品質には留意する必要があり、必要に応じて輸入品

も選択肢とする。その他の建設資材も一般的な資材であれば輸入品が流通しているが、調達や価

格において不利なものも多く、それらについては日本・第三国から調達することも検討する。 

(5) 現地業者（建設会社、コンサルタント）活用についての方針 

現地には生コンプラントやアスファルトプラントを所有する中規模の建設会社が複数存在す

る。大規模な建設工事は外国企業によるものが多いがそれらの下請企業として参加している現地

建設会社も数社あり、現地業者は本事業の下請け会社として能力や品質管理などの面で十分と判

断できるが、品質レベルを担保するためには日本の元請業者の下で適切な指導を行いながら工事

を行う必要がある。 

現地コンサルタントは、ADB 事業で実施された Airport Project Preparation （F/S 調査）におい

ては、日本国コンサルタントのサブコンサルタントとして業務を実施した現地コンサルタントが

あるので、これを含めた現地コンサルタントを活用する。 

(6) 日本企業活用にかかる方針 

近隣のシンガポールやインドネシアには多くの日系企業が進出しており、アルミニウム製品、

ガラス製品、衛生陶器等を製造している。競争力を確保できるものについては、これら日系企業

の製造する建築資材や設備を可能な限り利用する。 

(7) 施設のグレードの設定に対する方針 

ディリ国際空港は、首都空港で最大の国際空港である。その旅客ターミナルビルの整備を行う
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ことにより、利便性、安全性の向上及び将来的な航空需要の増加への対応を図り、東ティモール

の持続的経済発展に資することが目標である。したがって、前述の方針を踏まえ、既に E/N にお

いて合意されている予算枠を守りながら、首都空港として遜色のない施設のグレードを念頭に計

画する。

(8) 工期に対する方針

工期にかかる検討においては、ADB 事業及びオーストラリア支援事業との工程調整が肝要であ

る。

ADB 事業は設計施工（Design-Built）による建設を進めており、ADB F/S 調査によると滑走路延

長、誘導路、エプロン工事等を含め工事期間は 24 カ月を予定しているが、現在、設計施工業者、

施工監理コンサルタントの調達が遅れている。

オーストラリア支援事業の中の空港施設には、高架道路、構内道路・駐車場、ヘルスケアビル

ディング、メンテナンスビルディング、消防車庫等が含まれており、工事期間は 21 カ月が見込ま

れている。

表 3-2.2 工期にかかる方針 

出展：JST 

一方、旅客ターミナルビル着工までには、先方負担分である EDTL Power Plant の新設及び既存

電源局舎の撤去と、オーストラリア政府支援による Airport Maintenance Building の新設及び既存

施設の撤去を終了しておく必要がある。

(9) 詳細設計実施にむけた留意事項

 概略設計後に東ティモール側から旅客ターミナル屋根のデザインについて、ターミナルへの訪

問客への歓迎の意を表現できるようなアーチ形のデザインを要請された。第 2 回現地調査実施時

に第 2 案として、当該屋根のデザインを東ティモール側へ提示した。屋根のデザインに関しては、

東ティモール政府内で関係機関の合意を取る必要があることから、原案、新案 1（山型アーチの

屋根）、新案 2（伝統家屋型アーチの屋根）の検討を東ティモール側で実施することとなった。新

Project Implementation Schedule

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JICA（PTB）

1 Preparatory Survey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Finalization of PTB Outlines

Draft Report Explanation (DOD)

2 Grant Agreement

3 Detailed Design 1 2 3 4 5 6

4 Tender Period 1 2 3

5 Construction Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ADB Project（Extension of RWY, Construction of TWY, Apron, ATC Tower etc)

1 Loan Approval

2 Design and Built Procurement

3 Detailed Design 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Construction Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DFAT Austrarian (Access Road and Carpark, Quarantine and Health Care Building, Maintenance, Cargo and ARFF Buildings, etc)

1 Loan Signoff

2 Managing Contractor Procurement 1 2 3 4 5 6

3 Design and Procuremnt for Work Packages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 Construction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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案が採用される場合は、設計変更を行う必要がある。屋根をアーチ状にする場合は、新管制塔か

ら管制官の航空機、滑走路面等への視認性を確保するために管制塔の計画高を上げる必要が生じ

る。

また、東ティモールは、旅客ターミナルに現地の文化伝統を表現するためのデザインを委員会

を立ち上げ検討し、先方政府予算で旅客ターミナル外壁のファサード、内壁等に反映させる予定

である。ファサードは屋根の形ともデザイン的な整合を取る必要があり、原設計とのインター

フェースの調整、設計の変更が必要となる可能性がある。

(10) 設計基準

1) 建築計画

避難計画、構造計画等は、日本の建築基準法に基づいて計画する。材料規格については JIS、

ASTM の採用を検討する。 

2) 建築設備準拠基準

空調換気設備： ASHRAE（The American Society of Heating, Refrigerating and Airconditioning

Engineers, 米国暖房、冷凍、空調技術者協会） 

SHASE（The Society of Heating, Air conditioning and Sanitary Engineers, Japan 日

本空気調和衛生工学会）

衛生設備； IPC（International Plumbing Code, 国際衛生基準） 
SHASE（The Society of Heating, Air conditioning and Sanitary Engineers of Japan 

日本空気調和衛生工学会）

消火設備： NFPA（National Fire Protection Association, 米国防火協会） 

日本消防法（FSA; Japan Fire Service Act） 

電気設備： 国際電気標準会議 （International Electrical Code（IEC）） 

日本工業規格 （Japanese Industrial Standards（JIS）） 

3-2-2 基本計画（施設計画／機材計画）

(1) 施設配置

旅客ターミナルビル及び関連施設の配置は下記を考慮して計画する。 

 エプロンにおける MARS（Multi Access Ramp System）を考慮し、Code C と Code E の航空

機に対応できる二つの固定橋を設け、それぞれに PBB（Passenger Boarding Bridge）を設置

する。



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

3-9 

 

図 3-2.1 旅客搭乗橋と駐機航空機 

 近い将来の拡張あるいは Stage 2 では容易性を重視し西側へ拡張することとする。 

 Stage 3 ではエプロンの拡張方向である東側へ拡張することとする。 

 

図 3-2.2 将来拡張方向 

 国内線用スタンドがエプロン東側に計画されていることから、国内線施設は新旅客ターミ

ナルビルの東側に併設する。 

 

Stage 1   2 

Stage 3 

MARS 

MARS MARS 
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図 3-2.3 将来エプロン拡張エリア 

 東ティモールの意向により、出発旅客動線と到着旅客動線を上下に分離した 2 層方式を採

用する。

図 3-2.4 階層方式 

 旅客ターミナルビルのための関連施設である上水供給施設及び下水処理施設については、

新旅客ターミナルの近傍に一体で計画する。

上記より、新旅客ターミナルビル及び関連施設の基本配置は、下図に示す通りとする。 

Dep. Curb 

Arr. Curb 

Terminal Access Bridge Aircraft 
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図 3-2.5 旅客ターミナルビル配置計画 

(2) 旅客ターミナル計画

旅客ターミナルは、東ティモール政府が閣議決定したマスタープラン 2019 及び調査中に東ティ

モール側と議論した内容に沿って計画した。下記が、東ティモール側から提示された主な要望で

ある。

 床面積を 2030 年に必要とされる 11,653m2 を満たすように計画する。

 高架式のアプローチ道路と接続するため出発エリアを 2 階、到着エリアを 1 階とする完全 2

層方式とする。

 VVIP ターミナルとの接続点を設ける

 小規模ハブ空港としてのトランジット機能を設ける。

 東ティモールの文化、伝統を表現する計画を設ける。

 コンセッションエリアを 700m2 程度設ける。

 感染症対策エリアを設ける。

 将来の拡張に対応できる計画とする。

IFC マスタープランで示された旅客需要は下表の通りである。 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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表 3-2.3 マスタープラン 2019の旅客需要 

計画値 2030 2040 

国内線旅客 

年間旅客 62,000 89,000 

月間旅客 6,000 8,600 

一日当たりの旅客 200 280 

ピーク時 

到着 33 42 

出発 33 42 

両側 57 76 

ピーク日率 310 318 

国際線 

年間旅客 387,000 598,000 

月間旅客 35,700 55,000 

一日当たりの旅客 1,250 1,920 

ピーク時旅客 

到着 336 478 

出発 240 341 

両側 518 737 

ピーク日率 310 311 

合計 

年間旅客 449,000 686,000 

月間旅客 41,700 63,600 

一日当たりの旅客 1,450 2,200 

ピーク時旅客 

到着 346 484 

出発 262 366 

両側 538 757 

ピーク日率 310 312 

出展：マスタープラン 2019 

また、旅客需要により導かれた旅客ターミナルの各エリアの所要規模は下表に示す通りである。

ターミナルは 2030 年の 11,653m2 を満たすように計画した。

表 3-2.4 IFCマスタープランによる施設規模（単位：m2） 

エリア 2030 2040 

空港会社事務所 530 697 

チェックインエリア 449 632 

チェックインカウンター 8 10 

Baggage Make up 1,600 1,600 

Baggage Break down 713 713 

Baggage Support 320 320 

Baggage Claim 1,618 1,642 

出発ホール 494 573 

出発ゲート 2,951 3,100 

到着ロビー 941 1,107 

保安検査場 548 560 

保安検査ユニット 3 3 

出国審査場 170 204 

入国審査場 358 424 

税関検査場 861 997 

通路 436 474 

その他 1,372 1,493 

合計 11,653 14,536 

出展：マスタープラン 2019 
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旅客ターミナルへの入口は、高架式道路に接続される歩道を通ってアクセスできるよう 2 階

に設けた。ターミナルの入口には感染症対策を行えるスペースを設け、疑わしい旅客はターミ

ナル外へ搬送できる通路を設けた。入って左手には航空会社のチケットカウンター及びカフェ

を配置した。旅客はターミナルに入ると右手のターミナル保安のための保安検査場を通り

チェックインカウンターへ向かう。国際線旅客は、チェックイン後、左手の出国検査場を通り、

保安検査場に向かう。その後、出発ラウンジに入る。出発ラウンジにはゲートを 4 か所設け、

固定橋から搭乗橋を通って航空機に乗り込む。出発ラウンジには CIP ラウンジに加え十分はコ

ンセッションエリアを設けた。

国内線旅客は、チェックイン後、右手の通路を通り保安検査場を通過後、1 階に降り出発ラウ

ンジに向かう計画とした。

機内預け手荷物はチェックイン後、搬送ベルトで X 線検査装置を通った後、1 階のバッゲー

ジメークアップエリアに運ばれる計画とした。

到着客は、ターミナル西側からビルに入り検疫、入国審査場を通り手荷物受取場に向かう。手

荷物受取場には手荷物搬送ベルトを 2 基計画した。旅客は、手荷物受取後、税関検査を受ける。

税関検査前に免税店を計画した。税関検査後は到着ロビーへ向かう。到着ロビーには、レンタ

カー、携帯会社等が入れるコンセッションエリアを十分設けた。また、東ティモールの伝統文化

の表現に関しては、外壁及び内装の壁に、先方政府が調達する壁画を据え付けるスペースを設

け対応することとした。下図に旅客ターミナルの平面計画を示す。

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.6 PTB平面計画 

主要エリアの計画は下表の通りである。

表 3-2.5 主要エリアの計画 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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主要エリアの仕上げは下表に示す通りである。 

表 3-2.6 主要エリアの仕上げ 

部位 旅客ターミナル 

外部仕上げ 

外壁 
GF：コンクリート打ち放し、アクリルラッカー仕上げ 

1F：金属サイディング（ガルバリウム）、フッ素樹脂塗装 

屋根 
金属屋根（ガルバリウム）、フッ素樹脂塗装 

2F 空調機置場：保護コンクリート、アスファルトルーフィング 

内部仕上げ 

床 
磁器質タイル 

事務所他：コンクリート金饅仕上のまま、床仕上：テナント工事 

壁 

躯体部：断熱ボード（内断熱） 

一般間仕切部：石膏ボード下地、AEP 

CB 間仕切部：モルタル仕上。AEP 

便所：磁器タイル 

天井 

躯体部：断熱ボード（内断熱） 

金属格子フレーム：SOP 

コンセッション他：天井無し、AEP 

事務所、便所他：石膏ボード下地、AEP 

(3) 構造計画 

1) 計画建物概要 

(上部構造) 

本建物は 112.0m×59.0m の長方形平面で、高さ 13.7m 地上 2 階（一部 3 階）建てである。構造

種別は、柱梁を鉄筋コンクリート造の純ラーメン構造、屋根は RC 梁の上部にＨ型鋼を設け、軽

量鉄骨による母屋材を設けてある。平面形状はランドサイド側に凸形状であり、立面形状はＹ方

向に屋根を R 形状の山形としている。 

使用材料は、コンクリートが Fc24（礎版・基礎梁～屋根梁）、鉄筋種別は SD295A（D10～D16）

SD345（D20～D25）、SD390（D29 以上）、屋根材受け及び外壁胴縁を受ける鉄骨は圧延鋼材Ｈ形

鋼とし、材質は H 形鋼を SS400、軽量形鋼は SSC400 を採用する。 
 

(基礎構造) 

地盤状況（ボーリング柱状図 BH-6)は、現況 GL-3.00m まで N 値 13～29 の砂質シルト層、GL-

3.00～4.00m は N 値 33 の礫層、GL-4.00m～6.45m はＮ値 19～24 の砂層、GL-6.45m～7.70m は N

値 5 のシルト層、GL-7.70m～8.70m は N 値 8 の砂層、GL-8.70m～10.00m は N 値 11 のシルト層、

GL-10.00m～17.00m は N 値 9～49 の砂層、GL-17.00m 以深は N 値 50 以上の砂層となっている。

基礎形式は現況 GL-3.15m 付近の砂層を支持層とする直接基礎（ベタ基礎）とする。 
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地盤調査結果より、ボーリング調査時の孔内水位が現況地盤面から 5.50m で観測されているが

基礎に対する影響は特に考慮しない。直接基礎はベタ基礎を採用し支持地盤耐力は、現場着工時

に平板載荷試験にて確認する。また、土間コンクリート下部 50cm は突き固めを行い、FDT 95％

で突き固めを確認する。現況地盤面-6.45ｍ付近（設計 GL-5.25m）で一部 N 値 5 と低い値がみら

れるものの層厚も 50cm 以下と薄く今回採用の 2 階建てベタ基礎の沈下に対しては影響ないもの

と考えられる。 

2) 設計条件 

a) 準拠する設計基準 

1．AIJ、JIS, JASS5, JASS6 （日本基準） 

2．ACI、AISC、ASTM （アメリカ基準） 

b) 設計強度 

1．コンクリート強度（シリンダー強度） 
土間コンクリート  21N/mm2 

基礎、柱、梁、床、階段 24N/mm2 

2．鉄筋強度 

D10～D16 SD295（295N/㎟） 

D20～D25 SD345（345N/㎟） 

D29 以上 SD390（390N/㎟） 
3．鉄骨 

圧延材、板材  SS400（235N/mm2） 

角型鋼管       STKR400（235N/mm2）  

円型鋼管       STK400（235N/mm2）  

軽量形鋼  SSC400（235N/mm2）   

高強度ボルト  M16,M20,M22（F10T）900N/mm2 
アンカーボルト M16～M36（SNR400B）235Nmm2 

4．地盤耐力 60kN/m2 現場着工時に平板載荷試験にて確認する。 

c) 設計荷重 

1．材料重量 

コンクリート   24kN/m3 
穴あきコンクリートブロック 17kN/m3 

充填コンクリートブロック 23kN/m3 

鉄骨    78.5kN/m3 

2．固定荷重 

防水シート   0.10kN/m2 

断熱材   0.05kN/m2 
母屋材   0.10kN/m2 
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天井材   0.30kN/m2 

床仕上げ材     0.60kKN/m2 
3．積載荷重 

屋根    0.60kN/m2 

事務所   2.90kN/m2 

コンコース   3.50kN/m2 

4．風荷重    

ダーウィンでのサイクロンの最大瞬間風速は 290km/h（80m/sec）、最大風速は瞬間風速の

1/（2.0～1.5）≒40～54m/sec を参考にする。本計画の基準風速は 46m/sec を採用する。（沖縄

と同等） 

5．地震荷重 

インドネシア基準  ベースシアー係数 C0＝0.2  

(4) 電気設備計画 

1) 受変電設備 

空港構内全体の高圧配電の更新及び新旅客ターミナルビルへの電力供給は東ティモール国工

事で行われることが確認されている。本施設整備では、東ティモール国により整備される 20kV 

構内配電所で EDTL より一括受電し、新ターミナルエリアに建設される受変電施設にて降圧され

た電力を受電する。 

受電電力：  380/220V 3 相 4 線、50Hz 

受変電設備の想定容量は、旅客ターミナルビル及び付帯施設の拡張計画に基づき検討する。 

2030 年 新旅客ターミナルビル延床面積：11,800m2 

想定負荷容量は下表により算出を行った。 

表 3-2.7 設備容量 

負荷名称 
負荷密度 

（VA/㎡） 

床面積 

（㎡） 

負荷容量 

（kVA） 

照明コンセント負荷 46 11,800 542 

空調換気設備機器 46 11,800 542 

エレベータ(4 基) - - 27.5 

BHU１～4 - - 41 

PBB（2 基） - - 82 

ポンプ - - 13.3 

消火ポンプ - - 137.5 

計   1,385 

設備容量合計は 1,385kVA であり、需要率を 60%,と想定すると最大需要電力は 

1,330kVA x 0.60 ≒ 831kVA → 1,000kVA 

従って、要望する変圧器容量は 1,000kVA とする。 
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2) 非常用発電機設備

停電時のバックアップ電源として 100％の負荷をカバーする非常用発電機は東ティモール国工

事で行われることが確認されている。

3) 幹線設備

新旅客ターミナルビルは新設受変電施設から受電する。

幹線ケーブルサイズは接続される設備容量にあわせて適正な電圧降下、許容電流値を満足する

よう設定する。配線方式は、シャフト内はケーブルラック方式を原則とし、その他は配管配線と

する。

配電方式は以下の通りとする。

配電方式 幹線: 3φ4W 380V/220V 

単相負荷 1φ2W 220V 
動力負荷 3φ3W 380V 

4) 照明設備

照明器具は保守、ランニングコストを配慮し LED 灯を主体とした照明計画を行う。照度基準

（全般照度）として国際規格、JIS 規格の平均照度を参考にし、また、東ティモール国内の現状

も加味し下記の通りとする。 

表 3-2.8 計画照度 

出発ホール、到着ホール 300lux 

ラウンジ 300lux 

チェックインカウンター 400lux 

バゲージクレーム 300lux 

ロビー 300lux 

事務室 400lux 

便所 200lux 

倉庫、機械室 150lux 

階段 100lux 

照明の点滅は各室を原則とし、必要な小区画ごとに点滅できるように点滅回路をわける。また、

避難経路及び出入口には誘導灯を計画する。コンセントは必要箇所に設置する。出入国管理、

チェックイン等のカウンターにはブースごとにコンセントを設置する。

5) 電話設備

電話設備は、ティモールテレコムにより提供されており、既存管制塔機器室に設置されている

テクニカルコンテイナーから各施設に回線が引かれている。

新旅客ターミナルビルも既設同様に新たに設置する主端子盤（MDF）まで光ファイバー回線を

引き込み、各端子盤を経由し各端末まで配管配線を行う。 
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6) LAN（Local Area Network）設備

7) 自動火災報知設備

火災の早期検知、通報、避難を目的とし、自動火災報知設備を計画する。

システムはアドレス設定型の受信機、発信機（押釦、ベル、表示灯）、煙感知器、ストロボライ

トから成る。

建築物に関する東ティモール国独自の防火基準が未整備である為、NFPA に準拠して自動火災

報知設備を計画する。

8) 構内放送設備

 旅客、空港職員に対して、出発、到着スケジュールの伝達、非常放送のために放送設備を計画

する。中央からの放送に加え、チェックインカウンター及び出発ゲートからも個別に放送ができ

る仕様とする。 

9) CCTVシステム

10) 飛行情報表示システム（FIDS）

空港の利便性を向上させるため、旅客が航空機の発着情報をリアルタイムに知ることができる

飛行情報表示システムを導入する。

但し、以下の FIDS の機器は本施設整備の対象外とする。 

・AODB（Airport Operational Database）の構成と FIDS への接続。

・エアライン システムへの構成（例: Departure Control System）。

・CUTE（Common Use Terminal Equipment）システムの構成と FIDS への接続

11) 避雷設備

屋根の形状から外部雷保護システムは棟上げ導体を敷設し建物全体保護することを計画する。 

また、近年各国で内部雷による電子機器、コンピュータ等の故障の被害が大きな問題となって

いる。落雷した場合、直撃雷、誘導雷によって、電力、電話線等を通じて異常電流・電圧が電子

機器に侵入し、器材の故障を引き起こす。このためコンピュータ、電話交換機、機材が新たに設

置される新旅客ターミナルビルには内部雷保護システムとして避雷器（SPD）を各盤に設置する。 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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(5) 機械設備計画 

1) 給水設備 

a) 給水設備概要 

ユーティリティー施設の容量設定は目標年度の航空需要予測に基づく施設整備計画と整合す

るものでなければならない。目標年度 2030 年の航空需要予測を基に想定される一日最大旅客数

より給水設備の容量を検討する。 

計画地周辺は現状公共水道が整備されていないが水道公社（BEE TL）との協議により水道本管

の PNLIA までの延伸が可能とのことなのでそれを水源とする計画とする。 

供給される水道水は深井戸からの井水とのことなので衛生面の確保のために塩素滅菌をおこ

なう。その処理された水は受水槽に貯留後加圧送水ポンプユニットで旅客ターミナルビルに供給

する。 

b) 想定 1日使用水量（国際線旅客ターミナルビル） 

年間旅客数   2017 年度実績    216,400 人/年（593 人/日） 

        2030 年度想定     449,000 人/年（1,230 人/日） 

（第 1 次調査報告書より） 

単位使用水量について、既存旅客ターミナルビルの実績データが現在得られていないため、一

人当たりの平均日仕様水量を 50 L と設定する。 

一人当平均日使用水量    50 ㍑／人日 

一人当最大日使用水量（平均水量×1.2）  60 ㍑／人日 

これらの条件から目標年度（2030 年）の設計最大一日使用水量として 

設計最大日使用水量      1,230 人×50 ㍑／人日＝   61,500 ㍑／日 

→62 m3／日 

c) 貯水槽及び上水受水槽 

水道水の貯水槽は日使用水量と同量としその処理滅菌後の上水を貯留する受水槽は一般的に

適正な容量とされる日使用水量の 50%より大きく 70%相当とする。これは 2030 年以降将来増築

時の旅客増にも対応することを配慮したためである。 

貯水槽容量     62 m3/日× 100%＝ 62 m3 
上水受水槽容量   62 m3/日× 70%＝ 43.4 m3 

ろ過装置、滅菌装置、受水槽や加圧給水装置等の給水設備はターミナルビル内設備機械室に設

置する。貯水槽は機械室に隣接する地下ピット躯体を利用し、上水受水槽は下記仕様のものを設

備機械室内に設置する。 

形式：  FRP 製パネルタンク（中仕切付）  
呼称容量： 54 m3    実容量：45 m3 
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外形寸法： 6 m × 3 m × 3.0m (高さ) 数量：1 台 

2) 給湯設備 

国際線旅客ターミナルビルの便所洗面器に対する給湯の必要性は現地の状況により判断する。

必要とされる場合は個別に貯湯式電気温水器を設け局所給湯方式により給湯する。 

3) 排水設備 

東ティモール国では公共下水道が整備されていないことから、現空港施設からの汚水排水は点

在する腐敗槽により一次処理され浸透処理されている。 

滑走路延伸や空港整備計画に対する EIA レポートによれば新な汚水排水は放流先である河川、

海域への影響を最小にするため世界銀行グループ（WBG）の発行する Environment, Health and 

Safety Guidelines (EHS) に示す排出基準を満たすことを求めている。その排出基準は下表のとお

りである。 

表 3-2.9 WGの排水基準 

Parameter  Unit Guideline Value 

PH pH 6-9 

BOD mg/l 30 

COD mg/l 125 

Total Nitrogen mg/l 10 

Total Phosphorous mg/l 2 

Oil and grease mg/l 10 

Total suspended solids mg/l 50 

Total coliform bacteria MPM/100ml 400 

      出典：WBG EHS Guidelines Table 1.3.1 

新設国際線ターミナルビルのからの想定排水量は想定給水量である 62 m3/日と見込まれる。こ

の容量をもち上記処理水質を満足する合併式処理浄化槽をターミナルビルに隣接して設置する。

また、処理水は雨水排水側溝を経由し海域に放流する。 

建物の屋根、敷地内舗装面で集水する雨水排水は空港内に整備されている雨水排水側溝に流れ

海域に放流されている。新設国際線ターミナルビルからの屋根雨水排水は ADB 援助による空港

エプロン整備工事で設置する排水側溝に放流することとする。 

4) 衛生器具設備 

トイレ、シャワー室などに必要とされる各種衛生器具は国際衛生基準（IPC）等の適用基準に

基づきその数量を決定する。衛生器具の最大水量についても上記基準が求める節水を考慮した水

量以下のものを採用し節水に配慮する。また、身障者が使用することに配慮した衛生器具類も国

際基準に従って設ける。 

5) 消火設備 

東ティモールでは建築物の使用者の安全のために設ける防災設備等を規定する建築基準法、消

防法等の整備がなされていない。東ティモール側から第 1 回現地調査時点で国際規格の一つであ
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る NFPA（National Fire Protection Association）の基準に従うことを求められているのでそれ

に基づき消火設備を設置する。 

旅客ターミナルビルに関する基準の NFPA 415“Airport Terminal Building, Fueling Ramp Drainage, 

and Loading Walkway” で要求される消火設備、警報設備は以下である。 

- 湿式スプリンクラー設備 

- 消火栓設備 

- 消火器 

- 自動火災報知設備（電気設備で設置） 

消火ポンプはターミナルビル設備機械室内に設けそれに必要な消火水源を貯留する消火水槽

は地下ピットを利用する。 

6) 空調換気設備 

a) 空調設備 

本事業対象サイトであるディリはほぼ南緯 8.6° 東経 125.6°、標高約 11m に位置する。気候は

熱帯モンスーン気候に属し雨が比較的多い雨季（12 月～4 月）と少ない乾季（6 月～10 月）があ

る。 

世界各都市 4000 か所以上の気象ステーションの気象データから空調設備の設計条件を整備し

ているアメリカ冷凍空調技術者協会（ASHRAE ：American Society of Heating, Refrigerating and Air-
conditioning Engineers, Inc.)のハンドブックには東ティモール国内の都市の設計条件は記載されて

いない。空調設備の設計に当たっては計画地に近くほぼ同緯度であるインドネシア国バリ島デン

パサールの下記冷房用設計外気条件を採用する。 

冷房設計外気条件（危険率 1.0％）：乾球温度 32.0ºC、湿球温度 26.4ºC  

設計室内温度条件；乾球温度 26.0℃ 相対湿度 55％ 

国際線ターミナルビルのチェックインホール、ゲートラウンジ、CIP ラウンジ、イミグレーショ

ン、バッゲージクレーム、コンセッション諸室及び CIQ の管理諸室に空調設備を計画する。一方、

出発コンコース、到着コンコースは省エネルギーに配慮し重力換気力を使った自然換気を計画す

る。 

空調設備はメンテナンスや使い勝手を考慮し大型の冷凍機による中央式空調方式ではなくビ

ル用マルチエアコン（VRV）や各室個別に運転操作できるスプリット型エアコンによる個別空調

方式を計画する。 

b) 換気設備 

空調されている部屋への新鮮空気の供給とトイレ、倉庫など臭気や、熱、湿気を排除する必要

な諸室は械換気設備を設ける。前述の ASHRAE 基準や、日本国国交省設計基準を参考に本件で適

用する換気設備設計基準を下表にしめす。 
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表 3-2.10 換気設備設計条件 

室名 換気種別 単位換気量 備考 

空調対象室 給気ファンのみ 30m3/人・時間 新鮮空気導入のため。加圧保持 

サーバー室等 給排気ファン 30m3/人・時間 加圧保持のため 

倉庫 排気ファンのみ 5 回/時間  

便所 排気ファンのみ 10 回/時間 臭気除去のため 

受水槽・ポンプ室 給排気ファン 3 回/時間  

厨房 給排気ファン 20～30 回/時間 臭気、発熱量除去のため 

(6) 関連土木施設 

1) 用地造成 

旅客ターミナル建設予定地の現地盤高は EL10.7m～EL12.1m であり、比較的平坦な土地である。

他方、新エプロン（ADB 支援で整備）南端の地盤高は EL9.747m となるため、ターミナルと新エ

プロンの接合部分の地盤高が同じとなるように、ターミナル敷地内について約 1～2m の切土をお

こなう。なお、ターミナル敷地外の用地造成については現地政府の自己資金で実施するものの、

オーストラリア政府支援の下、ターミナル南側にアクセス道路及び駐車場の整備が予定されてい

ることから、アクセス道路等の概略設計時には用地造成について現地政府及びオーストラリア政

府と協議することが必要となる。 

2) 排水設備 

a) 設計方針 

旅客ターミナルから放流される雨水及び排水に関し、同ターミナル敷地内の雨水排水側溝を整

備する。雨水排水側溝は新エプロンの排水路（ADB 支援で整備）を経由し海域に放流する。旅客

ターミナルビル屋根の雨水排水はビルの一次桝まで建築工事、一次桝より先の排水施設を土木工

事とし、一次桝から土木雨水排水溝まで PVC パイプで接続する。旅客ターミナル浄化槽から出る

処理排水についても雨水排水溝を経由して新エプロンの排水路へ排水される。旅客ターミナル敷

地は新エプロン排水溝の流域に含まれており、新規追加流入となる旅客ターミナルの浄化槽から

雨水排水溝に放流される排水の最大流出量も 0.0108m3/秒であるため、新エプロンの排水路（排水

容量 1.978m3/秒）へ流出することは可能である。 

b) 排水設計条件 

理検討条件は、「下水道施設計画・設計指針と解説 日本下水道協会」及び「空港土木施設構造

設計容量及び設計例」に準じるものとする。 

 流出量 
𝑄 = 1

360⁄ × 𝐶 × 𝐼 × 𝐴 

C:平均流出係数、I：降雨強度（mm/hr）、A：流出面積（ha） 

 

 確率降雨年 

10 年 

 
 降雨強度式 
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「The Dili Sanitation   Drainage Masterplan-Phase 2」に記載の降雨強度式を採用する。ADB 支

援のエアサイド雨水排水設計では流達時間 t を最小 30 分としているが、旅客ターミナルビル

は重要空港施設であるため、スコール等の大雨を考慮し最小流達時間は設定しない。

𝐼10 = 31.704 × 𝑡−0.4745 
I：降雨強度（mm/hr）、t：流達時間（hr） 

 流出係数

建物区域：0.90
舗装区域：0.95

芝地：0.30

 流達時間

𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 

t：流達時間（min） 
t1=7：流入時間 

t2=L/60V：流下時間（L：流下長(m)、V：流路中の平均流速(m/sec)） 

 流速

𝑉 = 1
𝑛⁄ × 𝑅

2
3⁄ × 𝐼

1
2⁄  

R：径深(m)=A/P(A:断面積、P:潤辺長)、I：動水勾配、n：粗度係数 

流速は最小 0.6m/sec～最大 3.5m/sec の範囲とする。 

 粗度係数

PVC パイプ：0.010

現場打 U 型側溝：0.015 

 設計通水量

𝑄 = 𝐴 × 𝑉

Q：通水量（m3/sec）、A：断面積（m2）、V：流速（m/s） 

管渠の場合は 100％として算出する。ボックスカルバート及び開渠の場合は通水量の 90％と

して算出する。

 最小断面及び土砂溜め

排水溝の最小断面は維持管理を考慮しU-300とし、接続桝の土砂ためは 15cm程度確保する。

また、取付管の最小管径は Φ150 とする。
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c) 排水計算結果 

 

図 3-2.7 排水計算結果 
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表 3-2.11 排水計算表 

3) 周辺舗装

旅客ターミナル周辺の舗装はインターロッキング仕上げとし建築外構工事の一部とする。土木

工事は旅客ターミナルビル前面（エプロン側）を対象とし、アスファルト舗装とする。 

a) アスファルト舗装設計条件

アスファルト舗装の設計は「舗装設計便覧 日本道路協会」を参照し、TA 法により構造を決定

する。路床の設計 CBR は 3%、交通量区分は N3と想定して設計する。 

𝑇𝐴 =
3.84𝑁0.16

𝐶𝐵𝑅0.3
⁄

TA：必要等値換算厚（cm）＝14.37（cm） 

N：疲労破壊輪数（回/10 年） 

CBR：路床の設計 CBR（3％と想定） 

𝑇𝐴′ = ∑𝑎𝑖 × ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

 

TA’：等値換算厚（cm） 

ai：舗装各層に用いる材料・工法の等値換算係数 

hi：各層の厚さ（cm） 

n：層の数 
表 3-2.12 疲労破壊輪数の基準値 

交通量区分 
舗装計画交通量 

（台/日） 

疲労破壊輪数 

（回/10 年） 

N7 3,000 以上 35,000,000 

N6 1,000 以上 3,000未満 7,000,000 

N5 250以上 1,000 未満 1,000,000 

N4 100以上 250 未満 150,000 

N3 40 以上 100 未満 30,000 

N2 15 以上 40未満 7,000 

N1 15 未満 1,500 

流    出    量 通   水   量

舗　装 建　物 芝 合　計 累計面積 平　均 流入時間 流下時間    t2 流達時間 降雨強度 流　出　量 断　面 勾　配 流　速 通水量 設計通水量 確認

集水区域 流出係数 (t) (I) (Q) (I) (V) (Q) (Q) 流出量

L/3600V t1+t2 1/360・C・I・A 満流 Q×0.9 vs

(C=0.95) (C=0.90) (C=0.3) ΣA(ha) ΣA(ha) (C) t1(h) Ｌ(m) Ｖ(m/sec) t2(h) h (mm/hr) (m3/sec) (mm) （％） (m/sec) (m3/sec) (m3/sec) 設計通水量

A-1 0.017 0.093 0.049 0.159 0.159 0.720 0.117 75.3 1.196 0.017 0.134 82.379 0.026 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

From Septic Tank 0.011 PVC D200 0.30 0.743 0.023 - Satisfy

A-2 0.014 0.059 0.086 0.159 0.318 0.290 0.117 31.3 1.196 0.007 0.141 80.408 0.031 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

A-3 0.006 0.067 0.086 0.159 0.477 0.192 0.117 38.8 1.196 0.009 0.150 78.076 0.031 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

B-1 0.019 0.085 0.055 0.159 0.159 0.698 0.117 74.8 1.196 0.017 0.134 82.379 0.025 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

B-2 0.018 0.058 0.083 0.159 0.318 0.296 0.117 31.3 1.196 0.007 0.141 80.408 0.021 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

B-3 0.006 0.088 0.070 0.164 0.482 0.220 0.117 38.8 1.196 0.009 0.150 78.076 0.023 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

C-1 0.049 0.102 0.008 0.159 0.159 0.885 0.117 75.1 1.196 0.017 0.134 82.379 0.032 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy

C-2 0.054 0.100 0.005 0.159 0.318 0.449 0.117 32.6 1.196 0.008 0.142 80.138 0.032 U500×750 0.30 1.196 0.449 0.404 Satisfy
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表 3-2.13 等値換算厚 TA’の算出結果 

層 材料 等値換算係数 a 厚さ（cm） TA’ 備考 

表層 アスファルト混合物 1 5 5.00 

上層路盤 粒度調整砕石 0.35 15 5.25 

下層路盤 クラッシャラン 0.25 20 5.00 

ΣTA’ 15.25 TA’>TA 

b) アスファルト舗装構造

旅客ターミナルビル前面（エプロン側）エリアのアスファルト舗装は下図のような舗装構造と

する。 

図 3-2.8 アスファルト舗装構造 

4) 地中線管路

旅客ターミナルビルへの電力引き込みのための地中線管路とマンホールは土木工事で整備す

る。地中管路の最小埋設深さ（最小土被り）は 0.6m とする。 

(7) 機材計画

旅客ターミナルビルに関わる機材計画には、下記のものを考える

 旅客搭乗橋（Passenger Boarding Bridge, PBB）

 手荷物搬送設備（Baggage Handling System, BHS）

 保安検査機材

前述の3.1で記述した通り、無償資金橋梁の対象はE/Nの金額を考慮して決定することから、

上記機材については、先方負担分として考える。

1) 旅客搭乗橋

旅客搭乗橋の仕様概要は下記のとおり考える

 PBB モデル：エプロンドライブタイプ、鋼製 3 トンネル

 昇降装置：電気駆動タイプ（AC 3 相 380V, 電力容量 35KVA）
 最縮長張最伸長：図 3-2.9 参照

 ガラス窓：左右 2 か所ずつ、700mm x 1000mm
 外装：ポリアミドエポキシプライマーとポリウレタンペイント（厚さ 280μ）
 メーカー標準

表層 50mm：アスファルト混合物

プライムコート

上層路盤 150mm：粒度調整砕石（M-40）CBR＞80%

下層路盤 200mm：クラッシャラン（C-40）CBR＞30％
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 手すり：トンネル両側 2 眼手すり 
 トンネル間スロープ：5%未満 
 換気：先端キャブ部 800m3/ H x 2 units per PBB 
 将来用： 電話ケーブル 
 PCA（90 tons）,400Hz GPU (90 KVA)用支持金物 

 

図 3-2.9 旅客搭乗橋（PBB） 

2) 手荷物搬送設備 

手荷物搬送設備の仕様概要は下記のとおり考える。 

a) 出発手荷物搬送設備 

計量器 

ひ ょ う 量 100kg 
目 量 0.1kg 

計 量 精 度 ±0.1kg 

荷重検出方法 ロードセル式 
 

搬送コンベヤ 

機 幅 1000mm（有効幅） 

機 長 図 3-2.10 
機 高 図 3-2.10 
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速 度 30m/min 
ベ ル ト 樹脂ベルト

表面：スムース（平坦部）、縦溝もしくは同等品（傾斜部）

傾 斜 角 度 水平～最大 18°

駆 動 部 プーリ駆動ユニット、

モータ：0.4kw～1.5kw 減速機付（傾斜部はﾌﾞﾚｰｷ付）

材 質 チェックインエリア：SUS304.HL
 トレンチ＆荷捌エリア：SPHC＋塗装 or SGHC＋塗装

ベルトカーブ

機 幅 1000mm 
カーブ中心半径 1500mm 

機 高 図 3-2.11 

速 度 30m/min 

ベ ル ト 樹脂ベルト、表面：スムース

駆 動 部 プーリ駆動ユニット、モータ：0.4kw 減速機付 

材 質 チェックインエリア：SUS304.HL
 トレンチ＆荷捌エリア：SPHC＋塗装 or SGHC＋塗装

b) 到着手荷物搬送設備

到着カルーセル

機 幅 920mm 

カーブ中心半径 1500mm 
機 長 図 3-2.12 

機 高 図 3-2.12 

速 度 可変速

シ ー ト ラバー（黒）

駆 動 部 フリクション駆動装置、モータ：1.5kw×2 台

材 質 手荷物受取エリア：SUS304.HL 
 荷捌エリア：SPHC＋塗装 or SGHC＋塗装 
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図 3-2.10 出発手荷物搬送設備① 

 

 

 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.11 出発手荷物搬送設備② 

図 3-2.12 到着手荷物搬送設備 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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3) 空港保安検査機材 

 
 
 
  

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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3-2-3 概略設計図

図 3-2.13 PTB1階平面図 

図 3-2.14 PTB2階平面図 

図 3-2.15 PTB3回平面図 

図 3-2.16 PTB屋根計画 

図 3-2.17 PTB立面図① 

図 3-2.18 PTB立面図② 

図 3-2.19 PTB断面図① 

図 3-2.20 PTB断面図② 

図 3-2.21 PTB断面図③ 

図 3-2.22 PTB断面図④ 

図 3-2.23 PTB断面図⑤ 

図 3-2.24 土木施設レイアウト図 

図 3-2.25 土木断面図 

図 3-2.26 舗装レイアウト図 

図 3-2.27 埋設配管図 

図 3-2.28 仮設フェンス図 
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図 3-2.13 PTB1階平面図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.14 PTB2階平面図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.15 PTB3階平面図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.16 PTB屋根計画 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.17 PTB立面図① 
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図 3-2.18 PTB立面図② 
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図 3-2.19 PTB断面図① 
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図 3-2.20 PTB断面図② 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.21 PTB断面図③ 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.22 PTB断面図④ 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.23 PTB断面図⑤ 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.24 土木施設レイアウト図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.25 土木断面図 

Grading Plan 
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図 3-2.26 舗装レイアウト図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.27 埋設配管図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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図 3-2.28 仮設フェンス図 

相手国の安全が害される恐れのある情報が含まれるため非公開 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

本工事は現存する空港を運用しながらの施工であるため、空港の運用に影響が出ないよう、 ま

た第三者災害等がないように安全に注意を払い、施工計画を策定した。 本工事の資材調達に関し

ては、現地で入手可能なものは可能な限り現地調達とする。現地 で調達不可の特殊設備や現地で

は高額な資材は価格を考慮した上で第 3 国調達とし、品質を優先するものに関しては本邦調達

する計画とする。 

第 3 章 3-2-1 で記述した通り、本工事は ADB 事業とオーストラリア支援事業と並行して進め

られる。特に ADB 事業に含まれるエプロンとオーストラリア支援事業に含まれるアクセス道路・

アクセスブリッジの工事は、本工事の近隣で進められるので、滞りない工事進捗のためには、相

互の調整が重要である。全体の調整は、IPMU が実施することになるので、IPMU との緊密な情報

共有、調整を行う必要がある。 
表 3-2.14 他ドナーの実施工程（2022年 9月時点） 

 

現地にはコンクリートプラント、アスファルトプラントを保有する業者、サブコンもあり、一

般的な資材に関しては流通しており現地調達とするが、屋根材・窓回り（アルミサッシ）に関し

ては、品質を考慮した上で日本調達とし、その他特殊設備（BHS､FIDS 等）や鋼製建具に関して

は価格面も考慮し、第三国調達で計画する。 

本事業での旅客ターミナルビル建設における無償資金分と先方負担分の施工区分は、表 3-1.1

に示した区分けのとおりである。両方が計画通り遅延なく進むことが重要であるところから、工

事業者及び施工監理コンサルタントが同一であることが望ましいと考えられる。本調査において

は、無償分の工事業者及び施工監理コンサルタントが、先方負担分も実施することは可能である

ことを相手政府側に確認している。 

Project Implementation Schedule

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JICA（PTB）

1 Preparatory Survey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Finalization of PTB Outlines

Draft Report Explanation (DOD)

2 Grant Agreement

3 Detailed Design 1 2 3 4 5 6

4 Tender Period 1 2 3

5 Construction Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ADB Project（Extension of RWY, Construction of TWY, Apron, ATC Tower etc)

1 Loan Approval

2 Design and Built Procurement

3 Detailed Design 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Construction Period 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DFAT Austrarian (Access Road and Carpark, Quarantine and Health Care Building, Maintenance, Cargo and ARFF Buildings, etc)

1 Loan Signoff

2 Managing Contractor Procurement 1 2 3 4 5 6

3 Design and Procuremnt for Work Packages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 Construction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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(1) 実施設計

1) 詳細設計業務

 概略設計を基に詳細設計を実施する。業務主任者以下、各分野について無償事業の実施設計経

験者を配置する計画とし、現地調査、国内設計・積算作業を計画する。

2) 入札関連業務 1

 入札図書作成は国内作業を各分野の責任者が当たる計画とする。図書完成後、業務主任者、建

築担当 2 名が現地にて先方への説明を行う。 

3) 入札関連業務 2

入札参加資格事前審査（Prequalification：PQ）図書の作成・公示、同審査・結果報告、入札図書

の配布・説明、入札会の開催・入札結果の評価等の業務を行う。入札図書配布から入札までの期

間は 60 日とし、業務主任者及び建築 2 名がこれに当たる。入札会の開催・入札結果の評価等の業

務を計画する。

(2) 施工監理

全工事期間について、常駐監理者を配置する。その他の専門技術者は、現地技術者を雇用し、

日本人技術者は、工事の着工前打合せ、中間確認、引き渡し検査などの時期に現地作業を計画す

る。業務主任者は、その他、品質管理会議への出席を約 6.0 ヶ月ごとに計画する。完成引渡し 12

か月後に瑕疵検査を行い、各工事担当者がこれに立合う計画とする。

品質管理計画における項目と試験方法及び実施要領は、国土交通省：空港土木工事共通仕様書、

官庁営繕：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 4 年版の規定に 準ずるものとする。 

調査時にヒアリングを行った現地建設会社は下表の通りである。 

表 3-2.15 ヒアリングを行った現地建設会社 

会社名 業務内容 

CARYA TIMOR LESTE PTY LTD 
建設工事会社。コンクリートプラント、アスファルトプラント、

骨材採取場を所有。 

RMS Engineering ＆ Construction 

Unipessoal LDA. 

建設工事会社。コンクリートプラント、アスファルトプラント、

骨材採取場を所有。 

PT.WIJAYA KARYA 
建設工事会社。コンクリートプラントは現場設置。アスファル

トプラント、骨材採取場は現地調達。



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

3-52 

(1) 建設資材 

1) コンクリート 

現地にはコンクリート製造設備のある会社が数社あるが、その中でも使用実績の豊富な

CARYA TIMOR LESTE PTY LTD、RMS、G S CONSTRUCTION, LDA を訪問し調査した。 
1.  CARYA TIMOR LESTE PTY LTD 

最大生産能力 ：65-80 m3/h (2 基のプラントでの合計) 

製造設備 ：2017 年製造，イタリア(ミキサー部分)・中国製(その他) 

コントロールシステム ：あり 

品質試験設備 ：圧縮試験機、空気量測定器、スランプ試験機など 

使用実績等 ：JICA 無償案件での使用実績が 4 件ある。実際に使用している

現場で聞き取りをしたところ、強度 50MPa まで使用しており、

強度にばらつきはあるものの問題はなく使用できる品質とい

うことであった。 

  

CARYA TIMOR LESTE PTY LTD の 2 基のコンクリートプラント 

2.  RMS 

最大生産能力 ：20 m3/h  

製造設備 ：オーストラリア製(2000 年製造) 

コントロールシステム ：あり 

品質試験設備 ：圧縮試験機など 

使用実績等 ：JICA 無償案件での使用実績がある。 

  

3.  PT.WIJAYA KARYA 

最大生産能力 ：50 m3/h 

製造設備 ：現地組み立て 

コントロールシステム ：不明 

品質試験設備 ：不明 

使用実績等 ：オクシエ空港での工事実績がある。 

  

上記のように現地には品質試験設備を備えたコンクリート製造設備のある建設会社が複数

あり、それらは本件で要求される品質管理水準を満たしている。さらに生産能力も本件の要求

する水準を満たしている。したがって、コンクリートは現地調達可能と判断される。 
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2) セメント 

インドネシア製（Semen Tonasa 等）や中国製（Anhui Conch 等）のセメントが広く流通してお

り、流通量に問題はない。 

3) 鉄 筋 

マレーシア製やインドネシア製、中国製が広く流通しており流通量に問題はないが、鉄筋規格

が ASTM 規格と異なるものも多く流通しているので、注意が必要である。 

4) アスファルト（合材） 

現地にはアスファルト合材を製造販売している企業が数社ある。そのうち最大手である

CARYA TIMOR LESTE PTY LTD を調査した。 

1.  CARYA TIMOR LESTE PTY LTD 

最大生産能力 ：35~40 t/h 

製造設備 ：中国製(2010 年製造) 

コントロールシステム ：あり 

使用実績等 ：JICA 無償案件での使用実績がある。実際に使用している現場で聞き取りをし

たところ、問題なく使用できる品質とのことであった。 

  

上記のように現地にはアスファルト合材製造設備のある建設会社があり、品質管理能力・

生産能力ともに本件の要求する水準を満たしている。したがって、アスファルト合材は現地

調達可能と判断される。 

5) 骨 材 

前回調査より、東ティモールに採石場を所有している主な会社は以下の 4 社である。土地は何

れも政府の所有となっており、採掘業者が環境局からライセンスを受け採掘を実施している。 

表 3-2.16 東ティモールの採石業者 

 採石業者名 JICA 事業実績 コンクリート アスファルト 環境許可 

1 Carya Timor Leste 有 可 可 有 

2 Mountanadiak 無 可 可 有 

3 G&S 無 可 不可 有 

4 JONIZE 有 可 可 有 

6) その他材料 

その他の資材については、法人企業ヒアリングや現地調査により下表の通りとする。 

表 3-2.17 資機材の調達先 

項目 
調達先 

備考 
現地 日本 第三国 

工事用資材 〇   現地調達可能。 

砂 〇    

骨材 〇    
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項目 
調達先 

備考 
現地 日本 第三国 

セメント 〇    

アスファルト 〇    

型枠 〇    

鉄筋 

〇  〇 

現地調達可能だが基本的に輸

入されたものであるため、第

三国からの輸入も視野に入れ

る。 

鉄骨 
〇  〇 

現地調達可能だが基本的に輸

入 

耐火被覆 〇    

コンクリートブロック 〇    

防水材 〇    

石・タイル 〇    

石膏ボード 〇    

軽量鉄骨 〇    

折版 
 〇  

対塩害、防錆のため日本製と

する 

鋼製建具 
 〇  

対塩害、防錆のため日本製と

する 

アルミニウム製建具 
 〇  

対塩害、防錆のため日本製と

する 

ガラス 〇    

塗装 〇    

内装材 〇    

サイン   〇 第三国製となる。 

エレベーター   〇 第三国製となる。 

設備機器・電設資材 

〇  〇 

基本的な電設資材については

現地調達可能。ただし発電機

等は第三国からの輸入とする 

旅客搭乗橋 
 〇 〇 

日本製もしくは第三国製とす

る。 

Ｘ線検査装置   〇 第三国製となる。 

(2) 建設機械 

現地の建設会社がバックホウ等一般的な機械から 800～900t 級のクローラークレーンまで所有

している。リース会社も数社あるが、一般的な機械しか扱っておらず、バックホウが$150/h（オ

ペレーター無し）と比較的高額である。 

(3) 労働者 

a) 労働者供給・技能レベル 

現地の現場で調査した例では、労務者のうち約 6 割が現地人で、約 4 割がインドネシア人で

あった。さらに現地人の技能レベルは低く単純作業などの一般労務を行っているのみで、技能工

や監督者は全てインドネシア人であった。しかし、これらのインドネシア人の技能工・監督者は

基本的に現地に居住し建設会社に所属しており、現地調達が可能である。したがって本案件に関

しても技能工・監督者共に現地調達とし、第 3 国からの派遣は計画しない。 
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b) 標準労働時間・時間外労働、休日 

i) 標準労働時間 

標準労働時間は現地の労働法により、8h/日もしくは 44h/週を超えてはならないと規定されてい

る。なお聞き取り調査を行ったところ、現地での一般的な労働時間は下表のとおりであった。 

表 3-2.18 標準労働時間 

平日 8:00‐17:30 （昼食休憩 12:00‐13:30、実働 8 時間） 

平日（夜間） 20：00－05：30 （夜間休憩 24:00 – 01:30、実働 8 時間） 

土曜日 8:00‐12:00 

日曜、祝祭日 休日 

出典: JICA 調査団   

ii) 割増賃金 

労働法により標準労働時間を超過した場合の割増賃金と夜間作業（21:00-06:00）の割増賃金は、

下表のとおり規定されている。 

表 3-2.19 割増賃金 

標準時間外労働（残業） 1.5 倍 

休日労働 2.0 倍 

夜間作業（21:00~06:00、実働 8 時間） 1.25 倍 

出典: 東ティモール国 労働法   

iii) 祝祭日 

現地の祝祭日は下表のとおりである。総祝日数は 17 日で、日本の祝日数（16 日）と同等であ

る。 

表 3-2.20 東ティモール国の祝祭日 

日 付 名  称 

1 月 1 日 New Year’s Day 

3 月 3 日 Veterans Day 

3 月 30 日 Holy Friday (variable date) 

5 月 1 日 World Labor Day 

5 月 20 日 Restoration of Independence Day 

5 月 31 日 Corpus Christi (variable date) 

6 月 15 日 Idul Fitri (variable date) 

8 月 21 日 Idul Adha (variable date) 

8 月 30 日 Popular Consultation Day 

11 月 1 日 All Saints Day 

11 月 2 日 All Souls Day 

11 月 12 日 National Youth Day 

11 月 28 日 Proclamation of Independence Day 

12 月 7 日 Memorial Day 

12 月 8 日 Day of Our Lady of Immaculate Conception and Timor-Leste Patroness  

12 月 25 日 Christmas Day 

12 月 31 日 National Heroes Day  

出典:JST   

(4) 輸送計画 

現在ディリで使用されている資機材の陸揚げ港は、空港から 5.8km にあるディリ港とされてい
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る。ディリ港と日本の間に定期便は運行されておらず、日本からの資機材輸送の際にはシンガ

ポールやスラバヤを経由地となることが想定される。ディリ港から空港までの輸送道路にコモロ

川を渡る橋梁がふくまれるが、大きな輸送トラックが十分通行できる構造となっており大型車の

規制もなく、大きな懸念はない。 

(5) 施工ヤード 

本案件では十分な作業スペースがあるため特別な考慮は必要ないと考えるが、旅客ターミナル

ビル着工までに相手国側の負担で実施する工事（オーストラリアの支援によるものを含む）の完

了が、旅客ターミナルビル着工の前提であり施工ヤードの確保に必須であるため十分な留意が必

要となる。 

(1) 初期操作指導 

ANATL では、旅客ターミナルビルの運用、維持管理を実施しており、既存建物と同種のもの

についての維持管理については問題ない。しかし、本事業で調達する材料、特殊な設備のうち現

行と異なる種目については調達業者の派遣技術者により、実際の機材を使用した技術指導を東

ティモール国側の技術者に対し行う必要がある。また、空港保安検査機材についても ANATL 空

港サービス部下の保安部が運用しているが、既設の空港保安検査機材は老朽化しており、本事業

で調達する空港保安検査機材とは取扱い方法が異なる。よって、本事業の調達業者の派遣技術者

により、実際の機器を使用した技術指導を東ティモール国側の技術者に対し行う必要がある。 

技術指導の項目、内容及び対象者（受講者）は、下表に示すとおりとする。 

表 3-2.21 初期操作指導内容 

種目 指導項目 受講者 

旅客搭乗橋設備 
システムの構成 ・システム運用上の留意事

項 ・操作方法 ・非常時の対応 
ANATL 関係者 

手荷物搬送設備 
システムの構成 ・システム運用上の留意事

項 ・操作方法 ・非常時の対応 
ANATL 関係者 

空港保安検査機材 
システムの構成 ・システム運用上の留意事

項 ・操作方法 ・非常時の対応 
ANATL 関係者  

(2) 運用指導実施計画 

上記の初期操作指導に続き、機材調達業者は、ANATL 受講者に対し各システム・機器の定期

点検方法、故障時の診断方法、メーカーへの修理依頼手順、連絡方法等、日常の維持管理に必要

なノウハウを指導する。 

機材調達業者は、上記初期操作指導及び運用指導終了後、報告書をコンサルタントへ提出する。

同報告書の内容が施主及びコンサルタントによって十分であることが確認された場合、コンサル

タントは、施主の承認をもって、機材調達業者へ技術指導完了証明書を発行する。 
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表 3-2.22 運用指導内容 

種目 指導項目 受講者 

旅客搭乗橋設備 航空機装着の操作方法、保守管理手法 ANATL 関係者 5 名 

手荷物搬送設備 操作方法、保守管理手法 ANATL 関係者 5 名 

空港保安検査機材 荷物検査の実施方法 ・爆発物探知機による検

査の実施方法、解 析手法、保守管理手法 

ANATL 関係者 5 名 

本事業でソフトコンポーネントは計画しない。 

本事業が日本国政府の無償資金協力により実施される場合、本事業の工事着手までの以下の工

程が必要となる。両国政府間で E/N、東ティモール政府と JICA 間で G/A が締結される。先方実

施機関である ANATL と JICA から推薦を受けたコンサルタント間で詳細設計・施工監理 契約が

締結される。詳細設計、入札図書の作成、本邦での入札支援業務、業者契約を経て工事開始に至

る。 本事業での推定される全体工期は、実施設計 6.0 ヶ月及び入札関連業務 3.0 ヶ月間、建設工

事で約 28.0 ヶ月間、合計約 37.0 ヶ月となる。下記に事業実施工程表を示す。 

 
出典：JST 

図 3-2.29 事業実施工程表 

3-3 相手国側分担事業の概要 

3-3-1 本事業にかかる先方政府負担工事 

本事業の実施に当たり、他ドナー支援及び東ティモール側負担で実施する工事等は表 3.3-1 に

示すとおりである。旅客ターミナルビル着工までには、先方負担分である EDTL Power Plant の新

設及び既存電源局舎の撤去と、オーストラリア政府支援による Airport Maintenance Building の新

設及び既存施設の撤去を終了しておく必要があり、その実施工程の確認が重要である。 
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表3-3.1 先方政府負担工事等 

着工までに実施する工事 

(1) 既存施設の移設 

- 電源局舎（EDTL Power Plant の新設により撤去） 

- ANATL メンテナンスワークショップ（西側 Aviation Support Area 移設） 

- ANATL 車両メンテナンスワークショップビル（西側 Aviation Support Area 移設） 

- 国境警察事務所 (移設) 

 

(2) 新しい電力供給システム建設 

- 既存電源局舎を撤去するための新しい電源局舎建設 

 

(3) Airport Maintenance Building 建設（オーストラリア政府支援） 

- 既存メンテナンスワークショップを撤去するための施設建設 

 

旅客ターミナルビル完成までに実施する工事 

東ティモール政府予算で実施する旅客ターミナルビル関連工

事 

旅客ターミナルビルの利用者/テナントが実

施する工事 

(1) 旅客ターミナルビルにかかる先方負担分工事 

- 空港特殊設備及び建築・機械・電気工事の一部（表

3-1.1 参照） 

 

(2) 新しい電力供給システム建設 

- 新電源局舎からの新旅客ターミナルビルまでのケー

ブル敷設 

 

(3) 空港外公共上水施設からの配管 

- 旅客ターミナル近隣までの配管工事 

 

(4) 家具（出発ゲートラウンジチェア、事務所家具）調達 

 

(5) 旅客ターミナルビルへの地上アクセス 

- Access road と Terminal access bridge の完成

（オーストラリア政府支援） 

 

(6) 東ティモールの文化伝統を表現する意匠 

 

(7) 外構 

(1) 政府組織（CIQ）にかかる調達 

- 出入国管理システム 

- 税関検査用機器 

- 検疫にかかる器材 

- 事務所家具 

 

(2) コンセッションエリアにかかる調達 

- CIP ラウンジ内装、厨房器具、家具 

- レストラン内装、厨房器具、家具 

- 店舗内装 

 

(3) 航空会社にかかる調達 

- チェックイン・搭乗システム 

- 事務所家具 

 

(4) 広告ボードの設置 

 

 

出典:JST 

3-3-2 本事業にかかる先方政府負担事項 

本事業の実施に当たり東ティモール国側の負担で実施する事項は表 3-3.2 から 4 に示すとおり

である。 

表3-3.2 本事業実施前 

No 負担事項 備考 

1 銀行口座開設（Banking Arrangement: B/A）  

2 
コンサルタントへの支払い授権書（Authorization to Pay: A/P）の

発給 

- 

3 

 

 

コンサルタントへの支払いに関して、指定銀行へ支払う以下の手数

料を負担すること 

- 

1) 支払い授権書アドバイス手数料 - 

2) 支払い授権に基づく支払い手数料 - 

4 Environmental Impact Statement (EIS) 及 び Environmental 複数ドナーの支援による工事及び先方負担工事



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

3-59 

No 負担事項 備考 

Management Plan (EMP)の承認 を含め、プロジェクト全体で一つの承認手続きと

する必要がある。 

5 プロジェクトモニタリングレポートの提出（詳細設計結果を含む） - 

6 
事業用地の確保、サイト事務所、プラント用地、資材置き場、駐車場、

事業サイトからアクセスできる廃棄物保管サイト等を含む。 
- 

7 事業に必要なライセンス、許可の取得、その他必要な手続きの実施 - 

8 プロジェクトサイト内に存在する樹木の伐採・除根 - 

9 

国法に基づき、USD 80- million が確保されている資金の一部を東

ティモール側負担で実施する事業コンポーネントの資金のために確

保する。 

- 

10 

東ティモール側負担で実施する事業コンポーネントの、詳細設計、入

札補助、施工監理業務に無償資金協力と同じコンサルタントと契約

する。また、契約書は、原則、無償資金協力事業の契約書に準じる。 

- 

11 

東ティモール側負担で実施する事業コンポーネントに関し、上記コ

ンサルタントを活用し、詳細設計、入札図書、事業費を実施する。ま

た、その結果のレビューを実施し承認する。 

- 

12 

東ティモール側負担で実施する事業コンポーネントに無償資金協力

と同じ業者と契約する。また、契約書は、原則、無償資金協力事業の

契約書に準じる。 

- 

出典:JST 

表3-3.3 事業実施前中 

No 負担事項 備考 

1 工事業者及びサプライヤーへの支払い授権書（A/P）の発給 - 

2 
業者への支払いに関して、指定銀行へ支払う以下の手数料を負担

する。 
- 

 1) 支払い授権書アドバイス手数料 - 

 2) 支払い授権に基づく支払い手数料 - 

3 

建設及びサービスの実施に関連して必要となる日本国民及び/ま

たは第三国の個人に、東ティモールへの入国および、建設及びサー

ビスの履行のため滞在に必要な措置を提供する。 

本邦企業によると、過去の無償資金協力事業にお

いて、第三国人へのビザ発給に非常に長い時間を

要し、工事進捗の妨げとなった事例が複数ある。 

4 工事の安全確保のために必要な措置の実施 - 

5 

荷下ろし港における迅速な荷下ろし及び通関を確実にすること並

びに国内輸送に関して必要な支援を工事業者やサプライヤーに提

供する。 

荷揚港での通関手続き支援- 

6 
本事業で調達される物品やサービスに係る関税、内国税及びその

他の諸税等が免除されること。 
- 

7 

プロジェクトの資機材の輸入に関する関税およびその他の税金の

免除は、一般国家予算法、No. 1/2022 article 6、point 4、part 

c を参照する。 

東ティモールでは、過去無償案件では調達物品等

の関税は実施機関が負担することで事業を実施し

ている。 

8 本事業の実施に必要な無償資金協力以外の一切の費用の負担 電気や通信等のインフラの引込に要する費用 

9 

環境、影響を受けるコミュニティ、公衆、または労働者に重大な悪

影響を与える、または与える可能性がある事象、事故について、

JICA に速やかに通知すること。 

- 

10  プロジェクトの従事者の安全を確保すること。 - 

11 1) プロジェクトモニタリングレポートの提出 - 

 2) ファイナルプロジェクトモニタリングレポートの提出 - 

12 プロジェクトの完了報告書の提出  
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13 環境管理計画及び環境監視計画の実施 - 

14 
所定のフォームを用いて環境監視状況を JICA に報告すること（プ

ロジェクトモニタリングレポートの一部として 4 半期毎） 
- 

出典:JST 

表3-3.4 事業実施後 

No 負担事項 備考 

1 

無償資金協力により建設された施設・機材の適切かつ効果的な運

営・維持管理 

1) 施設・設備の維持管理 

2) 維持管理費の配分 

3) 日常点検・定期点検 

- 

2 環境管理計画及び環境監視計画の実施 - 

3 

モニタリングフォームを使用して、半年ごとに環境モニタリングの

結果を JICA に提出する。環境への重大な悪影響が見つかった場

合、環境モニタリングの期間が延長されることがあり、延長は、IPMU 

と JICA の合意に基づいて決定される。 

- 

4 ORAT（Operation Readiness and Airport Transfer）の実施 Airport operator と先方政府で実施 

出典:JST 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

本事業の実施機関は運輸通信省であり、事業の日々の管理は、IPMU により実施される。事業

後のディリ国際空港は PPP スキームにより、運営会社により実施される予定である。 

本事業で建設される旅客ターミナルビルには、エレベーター、手荷物搬送用ベルト、搭乗橋な

ど、既設旅客ターミナルビルに存在しない施設が導入される。運営会社が、現在の ANATL 職員

を雇用し、事業を継続すると想定されるが、運営会社は、自らの経験を技術移転し現地職員がこ

れらの施設の運用維持管理に対応できるよう研修、訓練を実施する必要がある。 

建築物を長期に渡って良好な状態に維持管理するには、日常的な清掃及び点検の実施、破損・

老朽化した場所に対する適切な修繕が必要である。ANATL は、既存の旅客ターミナルビルを維持

管理しており日常の清掃、点検に関しては技術的な問題はない。しかし本事業により旅客ターミ

ナルビルの延床面積が、約 3 倍の 11,800m2 に増えるため、これに応じた清掃や修繕を行う従業

員を増やす必要がある。 

また、本事業の実施によりエレベーター、バゲージクレームベルトや保安検査機材の数が増え

るため、これら機材の維持管理費用のための予算を追加で確保する必要がある。 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 積算時点 

本概算事業費積算時点は、積算終了時点である 2022 年（平成 30 年）10 月とする。 

(2) 通貨の交換レート 

東ティモール国には現地の独自通貨はなく、米ドルが使われている。従って、本案件の積算通
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貨は日本円、米ドル（USD）とする。通貨の交換レートは、調査終了月の前月末日を起算日とし

た過去 3 ヶ月間（2022 年 8 月 1 日～2022 年 10 月 31 日）の平均レートを使用する。 

米ドル通貨交換レート：USD1.00 = 142.62 円 

（出典：三菱東京 UFJ 銀行 公示 TTS レート） 

(3) 税金の措置

無償資金協力は免税が原則であり、本概算事業費積算においては関税を含まない金額で算出す

る。なお、当地では付加価値税（VAT）は課されておらず、主な税金は次のものがある。 

(1) Corporation Income Tax（法人税）

(2) Withholding Tax（源泉徴収）

(3) Wage Income Tax（個人所得税）

(4) Import Product Tax（輸入税 2.5％、物品税 2.5％）

過去の無償事業の例では法人税、個人所得税、源泉徴収税などの免税処置は一般的に税務申告

書の申告額をゼロで申告することで受け、また、輸入税などは実施機関から還付を受けることが

出来ている。本事業に関しては、E/N にて免税の記載があるが、免税を実施するには、議会の承

認が必要となり難しいとの判断から、先般の無償事業と同じ手続きで処理される予定である。ま

た、関税は、免税となることが確認されている。

(4) 概略事業費

本事業の協力対象施設の概略事業費は下表の通りである。

表3-5.1 概略事業費 

費目 概略事業費（百万円） 

無償資金協力分 

東ティモール側負担分 （単位：Thousand US$） 

 

注：先方負担分は、先方がドル建てで予算取りをすることから英文に合わせてドル表記とした。 

概略事業費については非公開 

概略事業費については非公開 
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3-5-2 運営・維持管理費 

東ティモール政府が承認したマスタープラン 2019 では、事業後約 20％の人員増強を計画して

おり、事業後の支出は、人件費が約 1.75 百万ドル、維持管理費が約 1.75 百万ドルで合計 3.5 百万

ドルを見込んでいる。これは、2019 年比の支出で人件費、維持管理費ともに約 15％増の金額であ

る。人件費は妥当であると考えられるが、維持管理費は、ターミナル面積が約 3 倍になること、

エレベーター、搭乗橋など新規設備が増えることを考慮するとやや過少であると考えられる。 

2017 年の支出内訳によると、維持管理費の内、建物の修繕維持、清掃等にかかる費用は全体の

約 35％である。この部分を新設旅客ターミナルと既設ターミナルの面積比で補正すると補正後の

維持管理費は約 3.13 百万ドルとなる。マスタープラン 2019 では、事業後の年間収入を 7.60 百万

ドルと見込んでおり、維持管理費の予算は確保できるものと考える。下表に、本事業後に必要と

なる維持管理費を示す。 

表 3-5.2 概算年間維持管理費 

 費用項目 年間維持管理費 備考 

1 人件費 US$ 1,750,000- 2019 年度支出実績比 15%分 

2 
本事業による建物、機材 

年間維持管理費 
US$ 3,130,000- 

2017 年支出実績と新築建物面積

から算出 

合計 US$ 4,880,000-  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 プロジェクトの評価 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

前提条件は 3章で記載した相手国側事業分担の概要で示した事項が確実に実施されることであ

る。また、本事業は、新しい敷地への旅客ターミナルの建設であり、旅客ターミナルに接続する

エアサイド施設、ランドサイド施設の建設が必要不可欠である。これらは、他ドナー及び東ティ

モール国政府によって、確実に実施される必要がある。 

① 空港敷地での仮設用地の準備と土捨て場の確保 

② 電源施設の更新 

③ 建設サイト内の障害物の撤去と整地 

④ 環境証明の取得と延長手続き 

⑤ 建築申請などの各種公的手続き 

⑥ 免税処置の実施 

なお、②に関しては、入札前までに実施される必要がある。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本事業の効果を発現、持続させるため、以下の相手方投入が必要となる。 

(1) 施設の維持管理に関わる予算及び職員の確保 

本計画で整備される施設は、旅客ターミナルビルはほぼ3倍の規模となる。またエレベーター、

搭乗橋といった現在のターミナルビルにない施設、機材が導入される。これらの施設の機能を適

正に維持管理するには定期的な点検、保守作業が必要となる。東ティモールは、事業後はディリ

国際空港をPPP事業にて空港運営事業者（Airport Operator）に委託する予定であるが、空港運営事

業者は計画的に必要な技術者を雇用するとともに予算を確保する必要がある。 

(2) 他ドナー及び東ティモール国による施設建設 

本全体事業は、滑走路、誘導路・エプロンを含む国際線ターミナル施設を整備し、ワイドボディ

機を含むジェット機による安全かつ効率的な国際線旅客・貨物輸送に可能とすることにより、東

ティモール国の観光振興、ひいては同国の経済社会発展に寄与することを目標として計画されて

いる。 

一方で滑走路は現在長さ1,850mであり、シンガポールへの出発便には運航重量制限が課せられ

ている。前述した本事業の目標達成のためには、滑走路の延長、誘導路、エプロンといったエア

サイド施設の建設、アプローチ道路、駐車場といったランドサイド施設、新管制塔、電源局舎と

いった施設の建設が他ドナープロジェクト及び東ティモール側により実施されることが必要条

件となる。 
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4-3 外部条件 

本計画の目標を達成するための外部条件について以下に列挙する。 

(1) 東ティモール国の経済、治安が悪化しない。 

目標達成のためには、需要予測が満たされることが必要となる。東ティモール国の経済、治安

が悪化せず需要予測通りの成長を達成する必要がある。 

(2) 東ティモール国の観光政策が継続する。 

東ティモール国は、産業振興の一つとして観光業を重視している。空港利用者が増加するため

には海外からのインバウンドも一つの重要な要素となるため、東ティモール国が引き続き観光業

を産業振興の一つの重要な柱と位置付けることが必須条件である。 

(3) ディリ国際空港が運営能力のある事業実施会社により運営維持管理される。 

東ティモール国は、民間事業者によるディリ国際空港の運営を計画している。本事業が計画通

り実施され、目標を達成するためにはディリ空港が能力のある空港運営事業者により継続して運

営され、施設の運用維持管理に必要な組織体制を構築する必要がある。 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

本計画の妥当性を裨益対象者数、緊急性、援助国の中期開発目標の達成への貢献、我が国の援

助政策・方針との整合性の面から検討を行った。結果、本計画の妥当性は高いと判断できる。 

(1) プロジェクトの裨益対象 

本計画は、東ティモール国の空の玄関であるディリ国際空港の施設を改善するものである。

ディリ空港の混雑緩和と容量拡大及び安全性の向上は、同国全体の航空の利便性、安全性向上に

資するものであり、観光産業への裨益や国全体への経済効果も大きい。よって本計画の裨益者は、

ディリ空港利用者にとどまらず東ティモール国全国民である。 

(2) 緊急性 

現行のターミナルは、旧インドネシア時代に国内線用として使われていたものであり、国内線

と国際線の出発動線が同じになるなど不適切な運用が存在する。また、2017年の旅客数約270,000
人に対し、面積が3,500m2程度とピーク時旅客に換算しても旅客ターミナル全体が狭溢であり、

チェックイン、入国審査に長蛇の列ができるなどサービス水準が低くなっている。ディリ空港は

東ティモール国の空の玄関であり、首都空港であることからも改善への緊急性は高い。 

(3) 当該国の中期開発計画の目標達成への貢献 

東ティモール国の開発計画である「戦略的開発計画2011-2030年」、航空セクターの開発政策で
ある「国家民間航空政策」でもディリ国際空港の処理能力不足、空港基本施設が安全基準を満た

していない点について認識されており、施設の拡張の必要性が述べられている。特にターミナル



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

4-3 

施設の老朽化と処理能力不足は観光産業や経済振興の阻害要因になると考えられており改善の

必要性が述べられていることからも本計画と東ティモール国の開発計画の目標達成との整合性

は高い。 

(4) 我が国の援助政策・方針との整合性 

我が国は、東ティモール国に対し「持続可能な国家開発の基盤づくり支援」を大目標とし取り

組んでおり、「経済社会基盤（インフラ）の整備・改善」を重点目標の一つとして掲げている。

本計画は、首都空港で質の高いインフラを整備することで、東ティモールの航空の利便性、安全

性の向上、経済活動の活性化に資するもので我が国の援助方針との整合性は高い。 

4-4-2 有効性 

本計画は、今後予測される航空需要の増加に対応し、ディリ国際空港の処理能力を向上させる

とともに航空の利便性、安全性を向上させることで経済活動の活性化に寄与するものである。本

計画の定量的な有効性として、旅客ターミナルの新設に伴う、国際線取扱旅客数の増加、外国人

訪問客数、旅客処理時間を挙げる。また、本計画による直接、間接効果について示す。 

(1) 定量的効果 

定量的効果指標では基準年をCOVID19の影響を受ける前の2018年の実績値とし、事業完成3年

後である2029年の目標値を示す。 

表 4-4.1 評価指標 

指標名 基準値（2018 年） 目標値（2029 年） 

国際線取扱旅客数 212,900 380,000 

外国人訪問客数 74,600 130,000 

出発時国際線チェックインカウ

ンター平均待ち時間 
20 分※1 10 分※2 

到着時国際線入国審査 

平均待ち時間 
20 分※3 10 分※4 

出展：JST 

※1：出発ピーク 158 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 3 台、処理時間：1.5 分（動態調査） 

※2：出発ピーク 262 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 6 台、処理時間：1.5 分（動態調査） 

※3：到着ピーク 210 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 3 台、処理時間：30 秒（動態調査） 

※4：到着ピーク 346 人（マスタプラン 2019）、運用カウンター数 6 台、処理時間：30 秒（動態調査） 

(2) 定性的効果 

本計画を実施することで、次に示す定性的効果が期待できる。 

 

 旅客ターミナルの新設により空港利用者の安全性、利便性、快適性が向上する。 
 利便性・快適性の向上が観光の促進に貢献し経済効果をもたらす。 
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資料-1 調査団員・氏名 

調査団氏名、所属 

 担当分野 氏名 所属 

JICA 

1 総括 上田 博之 JICA 社会基盤部 

2 企画協力 内田 孝洋 JICA 資金協力業務部実施監理第一課 

コンサルタント 

1 業務主任者／空港建築計画 1 西尾 桂也 株式会社日本空港コンサルタンツ 

2 副業務主任者／空港建築計画 2 寺林 克哉 
株式会社オリエンタルコンサルタンツ

グローバル 

3 建築設計 江平 完司 株式会社江平建築事務所 

4 構造設計 後藤 俊三 株式会社江平建築事務所 

5 設備設計 鎌形 亜土 株式会社江平建築事務所 

6 電気施設設計 松尾 孝弘 株式会社江平建築事務所 

7 土木施設設計 平松 高志 日本工営株式会社 

8 施工計画／積算 原田 純宏 株式会社日本空港コンサルタンツ 

9 環境社会配慮 安藤 圭吾 
株式会社オリエンタルコンサルタンツ

グローバル 

 



東ティモール国プレジデンテ・二コラウ・ロバト国際空港整備計画準備調査（追加）  
ファイナル・レポート 

資料 2-1 

資料-2 調査工程 

 

第 1 回現地調査（第 1陣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Date Day JICA Study Team
業務主任者/

空港建築計画1
建築設計 構造設計 設備設計 電気設計

施工計画/

積算

1 25-Nov-21 木 NRT-SIN-KUL

2 26-Nov-21 金 KUL-Dili

3 27-Nov-21 土 隔離

4 28-Nov-21 日 隔離

5 29-Nov-21 月
JICA表敬

サイ ト調査

JICA表敬

サイ ト調査
サイ ト調査 サイ ト調査 サイ ト調査 サイ ト調査

6 30-Nov-21 火
イ ンテリムレポート

WG協議

イ ンテリムレポート

WG協議

イ ンテリムレポート

WG協議

イ ンテリムレポート

WG協議

イ ンテリムレポート

WG協議

イ ンテリムレポート

WG協議

7 1-Dec-21 水
空港関連機関との

協議

空港関連機関との

協議
調達事情調査

空港関連機関との

協議

空港関連機関との

協議
調達事情調査

8 2-Dec-21 木
空港関連機関との

協議

空港関連機関との

協議

現地資材プラ ント

調査
現地イ ンフラ 調査 現地イ ンフラ 調査

現地資材プラ ント

調査

9 3-Dec-21 金
他コンサルタントへ

の情報収集
サイ ト調査 サイ ト調査 現地イ ンフラ 調査 現地イ ンフラ 調査

Technical

Memodandum準備

10 4-Dec-21 土

11 5-Dec-21 日

12 6-Dec-21 月 CAATL協議 CAATL協議 CAATL協議 CAATL協議 CAATL協議 CAATL協議

13 7-Dec-21 火 Memorial Day

14 8-Dec-21 水
Immaculate

Coception Day

15 9-Dec-21 木

オーストラ リア支援、

ADB支援、調達委員

会情報収集

オーストラ リア支援、

ADB支援、調達委員

会情報収集

調達委員会

情報収集
現地イ ンフラ 調査 現地イ ンフラ 調査

調達委員会

情報収集

16 10-Dec-21 金
Technical

Memorandum 協議

Technical

Memorandum 協議

Technical

Memorandum 協議

Technical

Memorandum 協議

Technical

Memorandum 協議

Technical

Memorandum 協議

17 11-Dec-21 土

18 12-Dec-21 日

19 13-Dec-21 月 Dili-KUL-SIN

20 14-Dec-21 火 SIN-NRT

21 15-Dec-21 水 SIN-NRT 移動

団内会議

資料誠意

団内会議

資料整理

移動

移動

移動

移動

団内会議

Technical Memorandum の準備

団内会議

資料整理
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第 1 回現地調査（第 2陣） 

 

  

No Date Day JICA Study Team
副業務主任者/空

港建築計画
土木施設設計 環境社会配慮

1 5-Jan-22 Thr NRT-KUL 移動

2 6-Jan-22 Thr KUL-Dili 移動

3 7-Jan-22 Fir 隔離 書類整理

4 8-Jan-22 Sat 隔離 隔離

5 9-Jan-22 Sun 隔離

6 10-Jan-22 Mon 隔離

7 11-Jan-22 Tue 隔離

8 12-Jan-22 Wed 隔離

9 13-Jan-22 Thr NRT-SIN-KUL 移動 移動 隔離

10 14-Jan-22 Fir KUL-DIL 移動 移動 隔離

11 15-Jan-22 Sat 隔離 団内会議 団内会議 隔離

12 16-Jan-22 Sun 隔離 書類整理 書類整理 隔離

13 17-Jan-22 Mon
AM:JICA事務所

PM:サイ ト調査

AM:JICA事務所

PM:サイ ト調査
隔離

14 18-Jan-22 Tue
AM:サイ ト調査

PM:大使館協議

AM:サイ ト調査

PM:大使館協議
書類整理

15 19-Jan-22 Wed
AM：ANLA協議

PM：調達事情調査

AM：NPC協議

PM：サイ ト調査

AM：ANLA協議

PM：環境社会調査

16 20-Jan-22 Thr
AM：大使館協議

PM：IMWG協議

AM：大使館協議

PM：IMWG協議

AM：大使館協議

PM：IMWG協議

17 21-Jan-22 Fir
AM：調達事情調査

PM：サイ ト調査
サイ ト調査 環境社会調査

18 22-Jan-22 Sat 書類整理 書類整理 環境社会調査

19 23-Jan-22 Sun 書類整理 書類整理 書類整理

20 24-Jan-22 Mon
AM：環境社会調査

PM：IMWG協議

AM：書類整理

PM：IMWG協議
環境社会調査

21 25-Jan-22 Tue
AM：Dili市協議

PM：環境社会調査
書類整理

AM：Dili市協議

PM：環境社会調査

22 26-Jan-22 Wed
AM：書類整理

PM：ADB現地協議

AM：書類整理

PM：ADB現地協議

AM：書類整理

PM：ADB現地協議

22 27-Jan-22 Thr Dili-KUL-SIN 移動 移動 移動

23 28-Jan-22 Fir SIN-NRT 移動 移動 移動
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第 2 回現地調査 

 

 

総括 企画協力
業務主任者/

空港建築計画1

副業務主任者/

空港建築計画2
建築設計

1 8-Dec-22 Thr

2 9-Dec-22 Fri

3 10-Dec-22 Sat

4 11-Dec-22 Sun

5 12-Dec-22 Mon

1 13-Dec-22 Tue

2 14-Dec-22 Wed

3 15-Dec-22 Thu

4 16-Dec-22 Fri

5 17-Dec-22 Sat 移動（DPS-NRT)

移動（NRT-DPS)

移動（DPS-DIL)

JICA事務所表敬、IMWG協議

MOF協議

Stakeholder協議

IPMU協議、NPC協議

IMWG協議、サイ ト調査

Tax Authority協議、Customs Office協議、

MTC協議、IPMU協議

M/D署名

大使館報告

JICA コンサルタント
No Date Day

移動（DPS-DIL)

環境社会配慮協議

資料整理

移動（NRT-DPS）

Tax Authority協議、Customs Office協議

IPMU協議

IPMU協議

移動（DIL-DPS）
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資料-3 面会者リスト 

 

Inter Ministerial Working Group (IMWG) 

Mr. Jose dos Reis F.Abel President of IMWG 

Mr. Tobias de Haas Airport Engineer 

Mr. Natalicio Vieira Legal Specialist 

Mr. Efrem Rolando Environmental Specialist 

  

Ministry of Transport and Communications (MOTC) 

Mr. Fernando C da Cruz 
Senior Professional and Chief of Staff of Policy and 

Cooperation 

Mr. Romualdo Antonio Soares da Silva Senior Official 

  

Ministry of Finance/MoF 

Mr. Antonio Freitas 
Director-General of Directorate General for 

Management and Mobilization of External Resources 

Mr. Julio de Araujo da Silva Tax Legal Officer, Tax Authority 

Mr. Avelino Alves National Director, Tax Authority 

Mr. Ivo Gomes Director, Customs Office 

Mr. Armindo dos Santos Director, Customs Office 

Ms. Sitalina M.D.A. Tilman National Director of PPP unit 

Ms. Rosalyn Fernandes Environmental Specialist 

  

ANATL  

Mr. Jose Trindade da Cruz Pinto President of Board of ANATL 

Ms. Antonia Talodaci Corte Real De Oliveira Director of Planning and Infrastructure 

Antonio Vieira Civil Engineer 

Mario Gomes DE JESUS AVSEC Chief 

  

AACTL  

Mr. Armando de Silva Director of Aerodrome Standard and Infrastructure 

  

ANLA  

Mr. Antonio Lelo Taci Executive Secretary 

  

Australia Embassy  

Ben Kybert First Secretary, Australian Embassy Dili 

David Orr Second Secretary, Australian Embassy Dili 

Samantha Passmore Assistant Director, Timor-Leste Section 

Robert Jauncey Chief Investment Officer, AIFFP 
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Shruti Rai Assistant Director, AIFFP 

Lasale Cocker Advisor, AIFFP 

Elena Severina Associate Director, P4I (EY) 

Vikrant Mulgund Partner, Infrastructure & Energy, P4I (EY) 

  

National Procurement Commission  

Mr. Rana Latif Procurement Officer 

Ms. Leang V Hoang Procurement Specialist 

  

在東ティモール日本大使館  

杵渕 正巳 前特命全権大使 

木村 徹也 現特命全権大使 

山田 和美 次席 

滝 美紗都 書記官 

佐々木 大心 

 
書記官 

JICA 東ティモール事務所  

後藤 光 所長 

横堀 慎二 企画調整 

氏家 慶介 所員 

木川 浩史 企画調査員（企画） 
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資料-6 ADB 提出の RAP レポートと JICA ガイドライン要求事項の比較結果 

WB OP4.12 Annex A 
ADB RAP レポート 
(2021 年 3 月公表) 

課題 追加対応 

1. プロジェクトの説明。プロジェクト概要の説

明とプロジェクト対象地の特定。 

第 1 章 PROJECT DESCRIPTION  

なし なし 

2. 潜在的影響 下記の特定。 

a. 住民移転をもたらすプロジェクトコンポーネ

ントもしくは活動。 

なし なし 

b. そうしたコンポーネントもしくは活動の影響

範囲。 
なし なし 

c. 住民移転を回避もしくは最小化するために検

討された代替策。 

第 2 章 SCOPE OF LAND ACQUISITION 

AND RESETTLEMENT IMPACTS 

2.1.Measures Taken to Minimize 

Negative Impacts 

なし なし 

d. プロジェクト実施中に住民移転を可能な限り

最小化にするために構築されたメカニズム。 
なし なし 

3. 住民移転プログラムの主目的。 第 6 章 LEGAL FRAMEWORK  なし なし 

4. 社会経済調査 案件形成の早い段階で潜在的

な移転住民の関与を得て実施される社会経済

的調査の結果。 

a. 下記を対象とするセンサス調査の結果。 

i. 移転プログラム策定のベースとなり、調査以降

の流入者を補償や移転支援の対象から除外するた

めの、影響地域の調査時点の占有者 

第 3 章 SOCIO-ECONOMIC 

INFORMATION AND PROFILE  

3.2. Socio-economic Information 
of Affected Households 

カットオフデートは 

第 7 章  ENTITLEMENTS, 

ASSISTANCES AND BENEFITS 

7.1. Project Eligibility and 

Entitlements 

なし 

カットオフ

デートは調

査開始日の

2020 年 12

月 4 日で宣

言された。 

ii. 生産システム、労働、世帯構成の内容など移転

住民世帯の標準的な特徴、影響世帯の生計（関連す

る場合、生産レベル、公式・非公式の経済活動から

得られる所得など）や生活水準（健康状態など）に

関する基本情報 

第 3 章 SOCIO-ECONOMIC 

INFORMATION AND PROFILE 3.2. 

Socio-economic Information of 

Affected Households 

なし なし 

iii. 予想される資産損失（全部または一部）およ

び物的もしくは経済的な移転の範囲 

第 2 章 SCOPE OF LAND ACQUISITION 

AND RESETTLEMENT IMPACTS 

2.2. Summary of Land 

Acquisition and Resettlement 

Impacts 

なし なし 

iv. 特別な支援を必要としうる、OP 4.12 の第 8 項

に定める社会的弱者に関する情報 
なし なし 

v. 移転住民の生計および生活水準に関する情報

を定期的に更新し、移転時に最新情報が入手可能

にするための規定 

★RAP の更新が Final RAP 作成時

で行われることが記載。 
なし なし 

b. 下記について記述したその他の調査。 - - - 

i. 住民の暮らしや生計の拠り所となる共有天然

資源の資源目録など土地保有・移転システム、現地

で認識されている土地配分メカニズムにより管理

される所有権に基づかない使用権システム（漁業、

放牧、森林区域利用など）、プロジェクト対象地内

で異なる保有システムが並存することで生じる問

題 

★記載はないが、移転計画手続き

には、天然資源・知識・文化等の社

会的属性への違反行為から地元住

民を保護するため、社会配慮は不

可欠な予防策であるという理解を

含んだ土地利用計画を考慮するも

のと記載がある。 

なし なし 

ii. 社会的ネットワークや社会的支援システムな

ど、影響を受けるコミュニティ内での社会的相互

作用の形態、ならびにそうした形態がプロジェク

トによって受ける影響 

★記載はないが、該当するような

社会的ネットワークは事業実施地

域において存在しないと考えられ

る。 

なし なし 

iii. 影響を受ける公共インフラおよび社会サー

ビス 

第 2 章 SCOPE OF LAND ACQUISITION 

AND RESETTLEMENT IMPACTS 

2.2. Summary of Land 

Acquisition and Resettlement 

Impacts 

なし なし 
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WB OP4.12 Annex A 
ADB RAP レポート 
(2021 年 3 月公表) 

課題 追加対応 

iv. 住民協議戦略や移転活動の策定と実施に関連

しうる公式・非公式の機関（コミュニティ組織、儀

礼的グループ、非政府組織（NGO）など）を含む移

転対象コミュニティの社会的、文化的な特性 

第 4 章 INFORMATION DISCLOSURE, 

CONSULTATION AND PARTICIPATION 

4.2. Information Disclosure and 

Public Consultation during Land 

Acquisition, Compensation and 

Support Plan Preparation 

なし なし 

5. 法的枠組み 下記を対象とする法的枠組みの

分析結果。 

a. 土地収用権の範囲およびそれに伴う補償の範

囲（算定方法および支払時期）。 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK 

6.1. National and Local Policy 

Framework 

6.2. ADB Social Safeguards 

Policy 

なし なし 

b. 司法プロセスで移転住民が利用可能な救済の

説明など、適用される法的・行政的手続きの説明と

当該手続きに通常要する時間、ならびにプロジェ

クトの下で移転に関連して利用可能な代替的紛争

解決メカニズム。 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK 

第 5 章 GRIEVANCE REDRESS 

MECHANISM 

なし なし 

c. 土地保有、資産や損失額の評価、補償、天然資

源使用権などに適用する関連法（慣習的および伝

統的な法律を含む）、退去に関係した慣習的な属人

法、環境法および社会福祉法。 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK なし なし 

d. 移転活動の実施について責任を負う機関に関

係する法律および規制。 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK 

第 11 章 INSTITUTIONAL 

ARRANGEMENTS 

なし なし 

e. 土地収用や住民移転に適用する国内法と世銀

の住民移転政策のギャップ（ある場合）、ならびに

そうしたギャップを埋めるための枠組み。 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK 

6.3. Gaps between Government’s 

Laws and Regulations and ADB’s 

SPS (2009) on Land Acquisition 

and Resettlement 

6.4.Project Policies on 

Resettlement 

なし なし 

f. 慣習法や伝統的風習に基づく請求を含め、土地

の所有権の申請 を認証する手続きなど、プロジェ

クトにおける移転活動の効果的な実施を確保する

ために必要な法的措置（OP 4.12 の第 15 項 b を参

照） 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK なし なし 

6. 制度的枠組み 下記を対象とする制度的枠組

みの分析結果。 

a. 移転活動について責任を負う機関およびプロ

ジェクト実施で何らかの役割を担いうる NGO の特

定。 
第 11 章 INSTITUTIONAL 

ARRANGEMENTS 

なし なし 

b. そうした機関および NGO の制度面の能力評価。 なし なし 

c. 移転実施について責任を負う機関およびNGOの

制度面の能力を強化するための段取り 
なし なし 

7. 資格要件 移転住民の定義、ならびにカットオ

フデートなど補償やその他の移転支援を受け

る資格を決定する基準。 

第7章ENTITLEMENTS, ASSISTANCES 

AND BENEFITS 

7.1. Project Eligibility and 

Entitlements 

なし 

カットオフ

デートは調

査開始日の

2020 年 12

月 4 日で宣

言された。 

8. 損失の評価と補償 再取得価格を求めるため

の損失評価に使用される手法、ならびに現地

法に基づき提案される補償の形態や水準につ

いての記述、損失資産に対する再取得価格を

実現するために必要な追加的措置。 

第7章ENTITLEMENTS, ASSISTANCES 

AND BENEFITS 

第 10 章 RESETTLEMENT BUDGET AND 

FINANCING PLAN 

なし なし 

9. 住民移転策 政策の目的を達成するために各

カテゴリの適格移転住民を援助する一連の補

第 4 章 INFORMATION DISCLOSURE, 

CONSULTATION AND PARTICIPATION 
なし なし 
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WB OP4.12 Annex A 
ADB RAP レポート 
(2021 年 3 月公表) 

課題 追加対応 

償およびその他の住民移転策の記述（OP 4.12

の第 6 項を参照）。一連の住民移転策は、技

術的かつ経済的に実行可能であることに加

え、移転住民の文化的嗜好に適合しており、

移転住民との協議の上で作成されるべきで

す。 

第 6 章 LEGAL FRAMEWORK  

6.4. Project Policies on 

Resettlement 

第7章ENTITLEMENTS, ASSISTANCES 

AND BENEFIT 

第 8 章 RELOCATION OF HOUSING AND 

SETTLEMENT 

10. 移転先地の選定、整備、移転。考慮された移

転先地候補および選定された用地の説明。 

a. 農村部であるか都市部であるかを問わず、少な

くとも取得される土地の利点と同等の潜在的生産

性、立地上の優位性、その他の要因を併せ持つ移転

先地の選定および整備のための制度的・技術的取

り決め、ならびに土地および付帯資源の取得およ

び移転のために必要な時間の見積もり。 

b. 選定された用地での土地投機や非資格者の流

入を防止するために必要な方策 

c. 移転先地の整備および移転のためのタイム

テーブルを含め、プロジェクトにおける物理的な

移転手続き。 

d. 保有を正式なものとし、移転住民に所有権を移

転するための法的取り決め 

移転地整備は計画されていない。 

なし なし 

11. 住宅、インフラ、社会サービス 住宅、インフ

ラ（水道、区画道路など）、社会サービス（学

校、医療など）2 を提供するための計画、移転

先住民への同等のサービスを確保するための

計画、そうした施設に必要な敷地造成、土木、

建築の設計。 

なし なし 

12. 環境保全と管理  

移転区域の境界の記述、移転案の環境影響の評価、

ならびにそうした影響の緩和および管理のための

方策（適宜、住民移転の必要性をもたらす主要投資

の環境アセスメントと調整されます）。 

なし なし 

13. 住民参加。移転住民および移転先コミュニ

ティの関与 

a. 移転住民および移転先のコミュニティとの協

議ならびに移転活動の策定や実施へのそうしたコ

ミュニティの参加のための戦略の記述。 

第 4 章 INFORMATION DISCLOSURE, 

CONSULTATION AND PARTICIPATION 
なし なし 

b. 表明された意見、ならびにそうした意見が住民

移転計画の策定でどのように考慮されたかの要

約。 

第 4 章 INFORMATION DISCLOSURE, 

CONSULTATION AND PARTICIPATION  

Table 46: Summary of Public 

Consultation Meetings Conducted 

During LACSP Preparation 

なし なし 

c. 提示された住民移転の選択肢についての検討、

ならびに補償や移転支援の形式、個別の世帯とし

ての移動か既存のコミュニティもしくは親族グ

ループの一部としての移転か、グループ組織の既

存の形態の持続、文化財（礼拝所、聖地、墓地など）

へのアクセスの維持に関係した選択肢など、利用

可能な選択肢の中からの移転住民の選択。 

第 8 章 RELOCATION OF HOUSING AND 

SETTLEMENT 
なし なし 

d. 計画および実施の期間を通じて移転住民が自

分たちの懸念をプロジェクト当局に伝えることの

できる制度化された取り決め、ならびに先住民族、

少数民族、土地を持たない人々、女性といった脆弱

なグループからの十分な代表が得られることを確

保するための方策。 

第 4 章 INFORMATION DISCLOSURE, 

CONSULTATION AND PARTICIPATION 
なし なし 
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課題 追加対応 

14. 移転先住民との融合 住民移転が移転先コ

ミュニティにもたらす影響を緩和するための

方策。 

a. 移転先コミュニティや地元政府との協議。 

b. 移転住民に提供された土地やその他の資産に

ついて、移転先住民へ迅速に支払いを行うための

方策。 

c. 移転住民と移転先コミュニティの間で生じう

る対立に対処するための方策。 

d. 移転先コミュニティにおけるサービス（教育、

水道、保健、生産サービスなど）を強化して、少な

くとも移転住民が利用可能なサービスと同等にす

るために必要な方策。 

移転地整備は計画されていない。 なし なし 

15. 苦情処理手続 住民移転から生じる紛争の第

三者による解決を図るための安価で利用しや

すい手続き。こうした苦情処理メカニズムで

は、司法に訴えることや、コミュニティ内あ

るいは伝統的な紛争解決メカニズムの利用可

能性が考慮に入れられるべきです。 

第 5 章 GRIEVANCE REDRESS 

MECHANISM 
なし なし 

16. 組織の責任 移転策の提供やサービスの提供

について責任を負う機関の特定など、住民移

転実施のための組織的枠組み。実施に関わる

機関や管轄区域の間で適切な調整を確保する

ための取り決め。実施機関が移転活動を策定

し遂行する能力を強化するために必要な方策

（技術協力など）。プロジェクトの下で提供

される施設やサービスの管理の責任を地元当

局または移転住民自身に移転するための、あ

るいは適切な場合にそうした責任移転を担う

実施機関から移転させるための規定。 

第 11 章 INSTITUTIONAL 

ARRANGEMENTS 

 

なし なし 

17. 実施スケジュール 移転住民および移転先コ

ミュニティにとっての期待便益の提供や様々

な形の支援の完了予定日など、準備から実施

まですべての移転活動を対象とする実施スケ

ジュール。そうしたスケジュールでは、移転

活動がプロジェクト全体の実施とどのように

連動されるかを明記すべきです。 

第 11 章 INSTITUTIONAL 

ARRANGEMENTS 

Table 54: Indicative Schedule 

of LACSP Updating and 

Implementation 

なし なし 

18. 費用と予算 インフレ、人口増加、その他の偶

発事象を見込んだすべての移転活動の費用見

積もりの明細を示した表、支出の予定表、資

金源、ならびに支出スケジュールや実施機関

の管轄外の区域における住民移転（ある場合）

の資金についての取り決め。 

第 10 章 RESETTLEMENT BUDGET AND 

FINANCING PLAN 
なし なし 

19. モニタリングと評価 実施機関による移転活

動のモニタリング、及び完全かつ客観的な情

報を確保するために行われ、世銀が適切とみ

なした独立した監視者によって補完されるモ

ニタリングの取り決め。移転活動のインプッ

ト、アウトプット、成果を測定するための実

績モニタリング指標。モニタリングプロセス

への移転住民の関与。すべての移転活動およ

び関連する開発活動が完了した後の合理的な

期間にわたる住民移転の影響の評価。その後

の実施手引きとしての移転モニタリング結果

の利用。 

第 12章 MONITORING AND REPORTING なし なし 

出典：JICA 調査団（JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010）及び WBOP4.12 Annex A に基づき調査団作成） 
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